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衆

国
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察

官
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念

発

展

|
|
二
十
世
紀
に
お
け
る
合
衆
国
検
察
官
の
概
念
化
の
分
析
|
|

(J) 

は
じ
め
に

序
論
概
念
化
と
は
何
か

本

論

第
一
章
合
衆
国
検
察
官
の
概
念
化
へ
の
歩
み

第
一
節

o
S
S
E
-印
-
8
4
の
時
代
|
|
一
九
二

0
1三
0
年
代

〈
一
〉
司
法
改
革
の
波
と
検
察
官
概
念

〈
二
〉
「
準
司
法
官
」
概
念
の
確
立

第
二
節
か
危
機
“
の
時
代
1

1

一
九
六

0
年
代

〈
一
〉
大
統
領
委
員
会
発
足

〈
二
〉
「
行
政
・
執
行
官
」
概
念
の
提
示

〈
一
二
〉
裁
量
権
問
題
と
概
念
化

第
三
節
判
例
の
示
す
検
察
官
の
概
念
化

ω
l
l当
事
者
主
義
問
題

〈
一
〉
刺
激

(Emgpお
)
の
可
否

〈
二
〉
調
和
と
克
服
へ
の
試
み

第
四
節
判
例
の
示
す
検
察
官
の
概
念
化

ω
l
l司
法
免
責
問
題

〈
一
〉
シ
ヨ
イ
ア
l
判
決
以
前

〈
二
〉
シ
ヨ
イ
ア
!
判
決
以
降

〈
三
〉
概
念
化
へ
の
モ
デ
ル

指

宿

第
二
章
合
衆
国
検
察
官
の
概
念
化
の
展
開

第
一
節
近
年
の
概
念
化
論
争

〈
一
〉
「
準
司
法
官
」
論

〈
二
〉
「
ジ
レ
ン
マ
/
バ
ラ
ン
ス
」
論

会
一
〉
「
擁
護
者
(
〉
仏
〈
。

g門
)
」
論

第
二
節
問
題
と
展
望

〈
一
〉
「
司
法
的
行
為
」
に
関
し
て

〈
二
〉
概
念
化
と
モ
デ
ル
論

結

論

〈略一訪問〉

(
司
法
長
官
)

(
地
区
検
察
官
)

A
G
H
H
〉
2
0
3
3、
。
巾
ロ
巾
『
白
}

D
A
l
虫
色
江
口
門
〉
2
0
5巾山、
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料

は
じ
め
に

資

本
稿
が
素
材
と
し
て
取
扱
う
対
象
は
合
衆
国
に
お
け
る
検
察
官
で

あ
る
。周
知
の
と
お
り
、
合
衆
国
の
検
察
官
制
度
は
大
き
く
連
邦
と
州
、
ロ
ー

カ
ル
に
大
分
さ
れ
る
が
、
そ
の
基
盤
は
若
干
の
相
違
を
有
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
連
邦
は
、
一
七
八
九
年
、
独
立
と
同
時
に
大
統
領
の
任
命
に
よ
る

官
吏
と
し
て
各
々
の
管
轄
に
検
察
官
を
設
置
し
た
。
と
こ
ろ
が
ロ
ー
カ
ル

で
は
、
既
に
十
八
世
紀
の
初
頭
に
東
海
岸
で
発
生
を
見
て
い
た
こ
と
が
明

(1) 

ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

以
後
、
ロ
ー
カ
ル
で
は
十
九
世
紀
の
ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
に
よ
っ
て
、
公
選
制
に
基
づ
く
地
位
が
確
立
さ
れ
、
司
法
省
の
監
督
下

に
あ
る
連
邦
の
検
察
官
制
度
と
は
異
な
る
性
格
を
有
す
る
と
さ
れ
た
。
例

え
ば
、
独
立
性
は
高
い
が
政
治
的
な
ス
テ
ッ
プ
・
ス
ト
ー
ン
と
し
て
の
地

位
、
選
挙
の
も
た
ら
す
弊
害
|
訴
追
裁
量
の
偏
向
等
1

ゃ
、
パ
ー
ト
・
タ

イ
ム
と
し
て
の
不
安
定
で
非
効
果
的
な
職
務
、
監
督
の
な
い
運
営
の
組
織

的
な
法
執
行
の
困
難
さ
、
等
々
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
連
邦
で
は
見
ら
れ
な

い
問
題
で
あ
っ
て
、
合
衆
国
の
二
元
的
な
検
察
官
制
度
の
持
つ
特
殊
性
を

示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
我
々
は
、
か
か
る
複
雑
な
制
度
の
全
面
的
解
明
を
意
図
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
主
に
「
合
衆
国
で
は
い
か
に
検
察
官
が
捉
え
ら
れ
て

い
る
の
か
」
と
い
っ
た
言
わ
ば
「
合
衆
国
検
察
官
論
」
の
紹
介
を
試
み
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

北法37(6・98)922 

我
が
国
に
お
い
て
は
既
に
「
検
察
官
論
」
に
対
し
て
様
々
，
な
比
較

的
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
尚
そ
の
評
価
を

め
ぐ
っ
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

特
に
、
従
来
の
主
と
し
て
実
務
を
中
心
と
し
て
議
論
さ
れ
た
「
準
司
法

官
論
」
や
「
公
判
専
従
論
」
「
二
元
的
機
能
論
」
等
に
対
し
、
比
較
法
の
立

(

4

)

(

5

)

 

場
か
ら
は
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
を
素
材
と
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
が
為
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
の
刑
事
訴
訟
法
が
最
も
影
響
を
受
け

た
当
事
者
主
義
、
弾
劾
主
義
、
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
と
い
っ
た
理
念
的
母
国

で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
町
)
に
つ
い
て
は
不
思
議
と
そ
の
分
析
が
試
み
ら
れ

る
こ
と
な
く
、
専
ら
制
度
や
、
機
能
の
紹
介
に
終
始
し
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
合
衆
国
に
は
我
が
法
の
検
察
庁
法
に
当
た

る
様
な
制
定
法
が
存
在
せ
ず
、
訴
訟
手
続
き
が
大
賠
審
、
ア
レ
イ
ン
メ
ン

ト
制
度
等
に
よ
り
異
な
る
こ
と
や
、
連
邦
、
州
、
ロ
ー
カ
ル
と
い
っ
た
管

轄
毎
に
訴
追
制
度
が
あ
る
こ
と
か
ら
分
析
に
困
難
を
覚
え
、
ま
た
大
陸
法

の
系
譜
を
持
つ
我
が
国
の
検
察
官
制
度
と
は
、
比
較
の
対
象
と
し
て
も
不

適
当
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
否
め
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
け
れ

2 



か
か
る
公
訴
制
度
の
相
違
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
の
本
質

と
す
る
と
こ
ろ
は
訴
訟
法
の
有
す
る
理
念
と
し
て
も
全
く
同
じ
で
あ
り
、

そ
の
実
現
の
為
に
制
度
が
機
能
し
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
つ
つ
、
我

が
法
に
と
っ
て
有
益
な
示
唆
を
、
か
の
地
の
検
察
官
制
度
を
考
察
す
る
こ

と
か
ら
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

ど
も
我
々
は
、

合衆国検察官概念の発展

(1)

三
井
誠
「
検
察
官
(
ア
メ
リ
カ
)
」
比
較
法
研
究
三
八
号
(
一
九
七
七
)

参
照

(
2
)

同
七
一
頁
以
下
参
照
、
欧
文
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
省
略
し
た
い
。

(
3
)

近
時
、
各
州
の
検
察
官
制
度
の
紹
介
が
為
さ
れ
た
。
東
松
文
雄
「
ア
メ

リ
カ
主
要
各
州
に
お
り
る
裁
判
、
検
察
機
構

ω
l凶
」
判
例
時
報
一
一
八

九
、
九
三
、
九
六
、
二
一
O
O
(
一
九
八
六
)

(
4
)

ド
イ
ツ
に
つ
い
て
は
、
松
尾
治
也
「
西
ド
イ
ツ
刑
事
司
法
に
お
け
る
検

察
官
の
地
位
」
法
学
協
会
雑
誌
八
四
|
十
(
一
九
六
七
)
、
内
田
一
郎
「
ド

イ
ツ
検
察
制
度
の
成
立
」
早
稲
田
法
学
三
九

l
二
ご
九
六
三
)
、
同
「
ド

イ
ツ
に
お
け
る
起
訴
法
定
主
義
」
早
稲
田
法
学
四
O
|
二
(
一
九
六
四
)
、

川
崎
英
明
「
成
立
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
検
察
制
度
川

ω」
法
律
雑
誌
二
三

|
三
、
四
(
一
九
七
六
、
七
七
)
、
同
「
ド
イ
ツ
検
察
制
度
の
史
的
考
察
|

検
察
官
論
の
視
角
か
ら
」
刑
法
雑
誌
二
五

l
一
(
一
九
八
二
)
、
斉
藤
誠

二
「
検
察
官
(
ド
イ
ツ
)
L

比
較
法
雑
誌
三
一
八
号
九
七
頁
以
下
(
一
九
七
七
)

等。

(
5
)

フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
岩
井
昇
二
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
刑
事
訴
訟

ω」
警
察
学
研
究
三
五
|
一
二
(
一
九
六
四
)
、
鈴
木
教
司
「
フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
検
察
官
の
職
務
上
の
独
立
に
つ
い
て
|
ラ
サ
教
授
の
所
説
を
中
心

に
し
て
」
愛
媛
法
学
七
|
二
(
一
九
八
二
、
稲
本
洋
之
助
「
フ
ラ
ン
ス
革

命
初
期
に
お
け
る
検
察
の
構
造
」
社
会
科
学
研
究
二
四
|
二
(
一
九
七

二
)
、
沢
登
俊
雄
「
検
察
官
(
フ
ラ
ン
ス
)
」
比
較
法
研
究
三
八
号
七
七
頁

以
下
(
一
九
七
七
)
、
沢
登
佳
人
「
フ
ラ
ン
ス
刑
事
訴
訟
法
は
検
察
官
と
私

訴
原
告
人
と
の
協
同
に
よ
る
公
衆
訴
追
主
義
を
採
る
L

法
政
理
論
二
ハ

一
(
一
九
八
三
)
、
北
村
一
郎
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
的
補
佐

(gszmH巾

吉
宮
庁
い
わ
ゆ
る
検
察
)
の
概
念
」
『
東
西
法
文
化
の
比
較
と
交
流
』
七
O

一
頁
以
下
(
一
九
八
三
)
、
高
内
寿
夫
「
フ
ラ
ン
ス
検
察
官
の
地
位
と
そ
の

刑
事
手
続
き
上
の
機
能
川

l
同
一
体
の
原
則
と
独
立
の
原
則
に
関
す
る
考

察
|
」
国
学
院
法
研
論
叢
一
コ
一
(
一
九
八
五
)
等
。

(6)

古
く
は
、
新
法
制
定
時
に
か
か
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。

ー
今
次
の
新
立
法
に
は
、
当
初
従
来
の
我
が
検
察
制
度
の
母
法
を
な
す

西
欧
大
陸
系
の
も
の
を
修
正
す
る
も
の
と
し
て
、
個
人
の
自
由
と
民
権

擁
護
の
色
彩
の
濃
厚
な
、
英
米
流
の
も
の
が
多
大
に
参
照
せ
ら
れ
た
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
刑
事
司
法
制
度
の
、
な
お

い
ま
だ
根
本
的
な
変
革
を
み
な
い
当
面
の
処
置
態
度
と
し
て
は
、
二
応
お

原
則
的
に
は
従
来
の
も
の
を
維
持
す
る
こ
と
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

9

し
た
が
っ
て
、
事
実
と
し
て
英
米
流
の
も
の
が
、
形
式
の
上
に
お
い
て
引

立
方
に
採
用
さ
れ
た
痕
跡
に
至
つ
て
は
、
多
く
こ
れ
を
認
め
得
な
い
の
印
切

で
あ
る
が
、
し
か
も
新
憲
法
が
そ
の
精
神
に
お
い
て
、
そ
の
形
式
に
お
訂

い
て
、
多
分
に
英
米
流
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
限
り
、
新
憲
法
と
て
も
、
北
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そ
の
内
実
精
神
が
多
分
に
こ
の
法
系
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、

否
み
得
べ
く
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ー
安
平
政
吉
『
検
察
庁
法
概

論
』
四
頁
(
一
九
四
八
)

当
事
者
主
義
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
松
尾
浩
也
「
当
事
者
主
義
に
つ

い
て
」
中
野
次
雄
判
事
還
暦
祝
賀
『
刑
事
裁
判
の
課
題
』
(
一
九
七
二
)
、

田
宮
裕
「
当
事
者
主
義
訴
訟
の
歩
み
と
課
題
」
書
記
官
研
修
所
報
二
八
、

一
O
五
頁
(
一
九
七
八
)
は
、
当
事
者
主
義
と
検
察
官
に
関
す
る
問
題
を

ア
メ
リ
カ
法
も
取
上
げ
て
論
じ
て
い
る
。
弾
劾
主
義
に
つ
い
て
は
、
平
野

龍
一
『
刑
事
訴
訟
法
』
二
、
一
四
頁
以
下
(
一
九
五
六
)
が
、
訴
訟
の
形

式
的
原
理
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
原
理
に
つ
い
て
は
田

宮
裕
『
刑
事
訴
訟
と
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
』
一
三
五
頁
以
下
(
一
九
七
二
)

等
参
照
。
合
衆
国
の
影
響
を
マ
ク
ロ
的
に
眺
め
た
も
の
と
し
て
、
田
富
裕

「
刑
事
訴
訟
法
の
発
展
と
英
米
法
」
平
場
博
士
還
暦
祝
賀
『
現
代
の
刑
事

法
学
(
下
)
』
一
頁
ご
九
七
七
)
、
同
「
刑
事
訴
訟
法
に
対
す
る
外
国
法

の
影
響
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
『
刑
事
訴
訟
法
の
争
点
』
一
六
頁
(
一
九
七

九
)

(
7
)

合
衆
国
検
察
官
制
度
の
紹
介
は
多
い
が
、
重
要
な
も
の
と
し
て
、
川
口

光
太
郎
『
英
米
の
検
察
制
度
に
つ
い
て
』
司
法
研
究
一
二
五
|
一
(
一
九
四

九
)
、
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
検
察
の
実
情
』
検
察
研
究
所
資
料
一
九
(
一

九
五

O
)
、
『
ア
メ
リ
カ
の
司
法
制
度
と
検
察
の
運
用
状
況
』
検
察
研
究
所

資
料
三
五
巻
(
一
九
五
こ
、
田
村
豊
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
訴
追
制
度
川
」

佐
賀
法
学
二
|
二
(
一
九
五
四
)
、
内
堀
美
通
彦
「
ア
メ
リ
カ
の
地
区
検
察

官
・
そ
の
制
度
と
実
務
研
修
の
現
状
」
『
法
と
法
学
教
育
一
広
浜
先
生
追

資

悼
記
念
論
文
集
』
四
一
二
三
頁
以
下
(
一
九
六
二
)
、
俵
谷
利
幸
「
ア
メ
リ
カ

の
検
察
l

|
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
検
察
庁
の
概
要
と
検
察
運
用

の
実
状
に
つ
い
て
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
七
・
一
一
、
一
二
(
一
九
六
四
)

一
八
・
一

1
三
(
一
九
六
五
)
、
三
井
前
掲
註
川
等
。

北法37(6・100)924 



序
員同

概
念
化
と
は
何
か

本
稿
で
取
組
む
べ
き
課
題
と
さ
れ
た
合
衆
国
検
察
官
論
へ
の
考
察
は
、

検
討
の
対
象
が
認
識
論
と
し
て
の
諸
論
稿
、
諸
学
説
、
諸
判
例
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
か
検
察
官
を
合
衆
国
刑
事
司
法
上
い
か
な
る
も
の
と
捉
え
、
い

か
に
あ
る
べ
き
と
す
る
か
。
と
い
う
論
題
が
提
示
せ
ら
れ
て
い
る
と
言
っ

て
い
い
だ
ろ
う
。

合衆国検察官概念の発展

で
は
一
体
、
検
察
官
(
℃

5
8
2
g円
)
と
は
何
か
?

「
公
訴
提
起
H
訴
追

6
3
8
2巳
。
ロ
)
を
な
す
者
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
正
に
訴
追
を
実
際
に
行
な
っ
て
い
る
検
察
官
の
実
在
を
そ
の
ま

ま
定
義
し
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
訴
追
を
為
す
と
い
う
機
能
の
み
を
表
し

て
お
り
、
何
の
た
め
に
、
何
の
目
的
で
、
い
か
な
る
基
準
で
、
い
か
な
る

方
法
で
・
:
と
い
っ
た
機
能
を
規
定
な
い
し
限
定
す
る
言
語

i
言
わ
ば
内
包

的
思
惟
!
は
付
加
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
他
に
存
在
し
う
る
機
能
と
の
区

別
や
認
識
|
い
わ
ゆ
る
外
延
的
思
惟
ー
ー
ー
も
欠
如
し
て
い
る
。

A
と
は

B
の
こ
と
で
あ
る
。

か
か
る
定
義
づ
け
は
、

A
た
る
も
の
に

B
と
い
う
表
象
を
与
え
る
作
業

で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
一
つ
の
概
念
が
形
成
さ
れ
る
0
4概
念
と
は
人
間

(
l
)
 

の
思
考
の
構
造
の
基
本
的
単
位
で
あ
る
。
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

よ
う
な
命
名
作
用
は
最
も
基
本
的
な
概
念
づ
け
を
な
す
も
の
と
言
え
る
だ

(2) 

ろ
う
。し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
単
な
る
命
名
の
み
か
ら
我
々
は
対
象
を
理

解
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
は
自
ず
と
限
界
が
あ
る
。
(
あ
る
意
味
で
は
、
限
界
を
設
定
す
る

こ
と
こ
そ
概
念
の
機
能
で
あ
る
と
言
え
よ
う
が
。
)
我
々
は
さ
ら
に
対
象
へ

の
考
察
を
敷
延
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
命
名
作
用
の
ご
と
き
意
味
論
的
な
概
念
づ
け
に
止
ま
ら
ず
、

よ
り
進
化
し
た
、
実
在
へ
の
認
識
に
|
内
包
と
外
延
の
設
定
を
含
ん
で
i

至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
は
存
在
論
的
な
概
念

の
習
得
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
を
我
々
は
「
概
念
化
」
と
呼
ぶ
こ
と
に

す
る
。そ
れ
は
、
検
察
官
を
め
ぐ
っ
て
日
本
法
に
お
い
て
一
般
に
「
検
察
官
論
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
、
思
惟
の
過
程
で
の
諸
々
の
概
念
形
成
と
意
味

を
同
じ
く
し
て
い
る
と
言
っ
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。

概
念
化
と
い
う
文
言
自
体
は
、
一
九
七
三
年
に
出
さ
れ
た
フ
ェ
ル

ケ
ネ
ス
教
授
の
著
作
か
叶

znzs-sこ
5巴
n
m
ω
3
Z
5
4
の
中
の
「
検

察
官
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
主
た
る
概
念

(gロ
2
宮山
O
ロ
印
)
と
批
判
に
つ

い
て
し
と
い
う
小
文
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
。

2 
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|
|
検
察
官
の
役
割
を
め
ぐ
る
概
念
化

(
g
R
8
Z丘
町
民
芯
ロ
)
は

い
く
つ
か
の
明
確
な
制
限

2
5官
在
。
ロ
)
と
警
告

(E42Z)
を

(
3
)
 

有
し
て
い
る
。
あ
る
程
度
の
一
般
化
は
為
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

か
く
し
て
同
教
授
は
、
検
察
官
を
め
ぐ
っ
て
い
く
つ
か
の
間
題
点
に
つ

(
4
)
 

き
考
察
を
加
え
た
後
、
鋭
い
批
判
を
投
掛
け
た
の
で
あ
っ
た
。

我
々
は
本
稿
に
お
い
て
、
視
座
の
違
い
は
あ
れ
フ
エ
ル
ケ
ネ
ス
教
授
と

同
様
に
、
主
と
し
て
二

O
世
紀
に
合
衆
国
検
察
官
の
把
握
に
努
め
た
諸
論

稿
を
概
念
化
の
試
み
と
し
て
整
理
し
、
検
討
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
は
、
二

O
世
紀
初
頭
か
ら
の
概
念
化
の
歩

み
を
時
代
状
況
と
共
に
分
析
し
、
判
例
上
検
察
官
の
機
能
、
役
割
等
々
が

問
題
と
さ
れ
た
議
論
を
紹
介
し
、
そ
れ
で
為
さ
れ
た
概
念
化
を
取
上
げ
る

こ
と
に
す
る
。
さ
ら
に
第
二
章
に
お
い
て
、
一
章
で
の
経
過
を
踏
ま
え
た

上
で
近
年
の
概
念
化
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
中
か
ら
問
題
点
を
抽
出
す

る
と
共
に
概
念
化
の
評
価
と
展
望
を
行
い
た
い
と
考
え
る
。

ま
た
一
方
、
論
理
学
上
概
念
形
成
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
弁
証
法
的

唯
物
論
的
評
価
と
、
伝
統
的
な
形
式
論
理
学
に
よ
る
体
系
化
が
あ
る
と
考

(5) 

え
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
考
察
す
る
諸
論
稿
が
い
ず
れ
の
見
解
に
立

(6) 

ち
つ
つ
概
念
化
を
為
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
問
題
と
せ
ず
、
そ

う
し
た
論
理
学
上
の
認
識
作
用
よ
り
も
、
む
し
ろ
い
か
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ

を
概
念
形
成
の
素
材
に
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
つ
つ
概
念
化
の
試

資

み
を
扱
っ
て
い
き
た
い
。

(
1
)

ベ
l
ラ
・
フ
オ
ガ
ラ
シ
(
田
辺
振
太
朗
訳
)
「
論
理
学
(
上
)
」

頁
(
一
九
五
七
)

(2)

末
木
剛
博
「
論
理
学
概
説
」
三
二
頁
(
一
九
六
九
)

(3)

の・、『
-m，回、岡回目白
mr
吋
回
開
。
同
2
2〉
F
』

cm・Ha
H
n

開
ωJ円
印
叶
開
玄
に
申
(
巴
誌
)

(
4
)

句、一三

H
a
i例
え
ば
フ
エ
ル
ケ
ネ
ス
教
授
は
「
文
言
上
の
偽
善
」
と
し

て
か
準
司
法
官
的
性
質
。
を
批
判
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
通
常
か
準
司
法
的
。

と
さ
れ
る
検
察
官
の
決
定
は
単
に
個
別
刷
剖
矧
叫
に
す
ぎ
な
い
(
傍
線
筆

者
)
と
さ
れ
て
い
る
。

(5)

フ
オ
ガ
ラ
シ
前
掲
註
山
一
四
九
頁

(
6
)

概
念
形
成
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
析
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
主
に
主
観
の

問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
か
か
る
論
理
学
的
考
察
を
必
要
と
し

な
い
と
考
え
る
。
ま
た
実
際
に
、
そ
う
し
た
主
観
の
認
識
は
検
察
官
概
念

の
み
か
ら
は
困
難
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
唯
物
論
的
評
価
の
稀
少

さ
か
ら
見
て
も
必
要
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。

四
八

北法37(6・102)926 



本
論

第
一
章

合
衆
国
検
察
官
の
概
念
化
へ
の
歩
み

合衆国検察官概念の発展

一
八
七

O
年
、
連
邦
に
お
け
る
司
法
省
設
置
を
以
て
成
立
期
の
歩
み
を

終
え
た
と
さ
れ
る
合
衆
国
検
察
官
制
度
で
あ
る
が
、
か
か
る
展
開
を
踏
ま

え
た
上
で
刑
事
司
法
上
の
検
察
官
の
地
位
や
機
能
等
々
を
学
問
上
の
研
究

対
象
と
す
る
に
至
る
の
は
、
二

O
世
紀
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

グ
ッ
ド
ナ
ウ
は
一
九
世
紀
末
に
、
検
察
官
の
訴
追
を
述
べ
る
に
当
り
私

人
訴
追
制
度
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
も
、
ま
だ
訴
追
制
度
に
公

衆
訴
追
主
義
に
基
づ
い
た
新
し
い
タ
イ
プ
を
採
っ
た
合
衆
国
に
お
け
る
訴

追
理
念
の
未
成
熟
さ
を
見
る
思
い
が
す
る
。
一
九

O
O年
頃
で
は
、
英
米

の
脈
絡
の
強
さ
が
依
然
主
張
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
グ
ッ
ド
ナ

ウ
に
あ
っ
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
訴
追
形
態
と
新
大
陸
に
渡
っ
た
公
衆
訴
追

と
い
う
形
態
と
の
相
違
点
と
、
新
制
度
に
残
存
す
る
旧
制
度
の
か
お
り
ー

す
な
わ
ち

D
A
B
-凹
E
2
k
c
z
g
m可
)
の
訴
追
権
に
対
す
る
私
人
訴
追

権
の
存
在
ー
が
意
識
さ
れ
て
い
お
v

と
同
時
に

D
A
の
独
立
性
が
強
調
さ

れ
、
継
受
国
の
独
自
性
も
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
お
F

検
察
官
が
こ
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
た
頃
、
合
衆
国
は
二

O
世
紀
に
入

り
新
た
な
時
代
状
況
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
黄
金
の
二

十
年
代
」
と
呼
ば
れ
る
頃
で
あ
る
。
著
し
い
繁
栄
と
工
業
の
発
展
は
社
会

の
様
相
を
一
変
さ
せ
、
そ
れ
は
犯
罪
と
そ
れ
に
対
応
す
る
司
法
制
度
に
も

無
縁
だ
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第

節

d
o
g
s
-
z
z
p
の
時
代
|
一
九
二

0
1三
0
年
代
I

司
法
改
革
の
波
と
検
察
官
制
度

一
九
二
八
年
、
第
三

O
代
大
統
領
ク
l
リ
ッ
ジ
白
色
i
D
h
o
o
-
E
a

mm)
は
か
現
在
ほ
ど
楽
観
的
見
通
し
を
持
て
る
時
期
は
こ
れ
ま
で
に
な
か

っ
た
0
0

と
述
べ
切
合
衆
国
の
国
民
総
生
産
は
一
九
一
二
年
の
八
二

O
億

ド
ル
か
ら
二
九
年
の
一

O
四
O
億
ド
ル
へ
と
急
激
な
成
長
を
見
せ
、
特
に

工
業
生
産
高
は
十
年
間
に
六
四
%
と
い
う
驚
く
べ
き
増
加
を
示
し
た
。
こ

う
し
た
工
業
化
の
波
と
共
に
第
三
次
産
業
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
、
広
告

の
時
代
、
大
量
生
産
大
量
消
費
の
時
代
へ
と
突
入
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か

か
る
変
遷
が
い
わ
ゆ
る
新
中
産
階
級
H

ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
層
を
形
成
せ
し

(B) 

め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

/¥ 

一¥/ 1 

巧

dqL
 

n
E
 

こ
の
よ
う
な
社
会
現
象
は
、
直
接
犯
罪
現
象
に
も
姿
を
変
え
て
現
れ
て

m

来
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
当
時
、
現
代
型
の
犯
罪
の
特
徴
と
し
て
問
題
と
何

さ
れ
た
も
の
は
、
組
織
的
(
ギ
ャ
ン
グ
)
、
商
業
的
(
密
輸
等
)
、
集
約
的
問

(
9
)
 

(
自
動
車
犯
罪
等
)
な
タ
イ
プ
で
あ
り
、
犯
罪
件
数
の
増
大
も
相
倹
っ
て
、
北
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こ
う
し
た
犯
罪
に
従
来
の
刑
事
司
法
制
度
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
事
態
が

明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
か
か
る
事
態
へ
の
取
組
み
が
、
委
員
会

Ross-azロ
)
の
設
置
と
い
う
形
で
為
さ
れ
、
全
米
各
地
で
各
種
の
委

員
会
が
混
迷
し
た
状
態
の
解
明
と
対
処
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。

2

ま
ず
最
初
に
そ
の
形
態
を
採
っ
た
も
の
は
、
一
九
一
七
年
の
シ
カ

(
凶
)

ゴ
犯
罪
委
員
会

(nzgmonユ
ヨ
巾
の

0
5
5
-
a
gロ
)
で
あ
り
、
ロ
ス
コ

i
-
バ
ウ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ

l
タ
ー
と
い
っ
た
論
客
を
招
い
た
一
九

二
二
年
の
ク
リ

l
ブ
ラ
ン
ド
犯
罪
委
員
会

(
Q巾
〈
色
白
ロ
仏

ωロ
ヨ
弓
え

(
日
)

(
リ
ユ
ヨ
宮
田
こ

5昨
日

nm)
が
そ
れ
に
続
い
た
。
さ
ら
に
一
九
二
六
年
に
ミ
ズ

i

(

ロ

)

(

日

)

リ
で
、
一
九
二
二
年
に
は
イ
リ
ノ
イ
で
、
次
々
に
委
員
会
が
設
け
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
一
九
二
二
年
の
ク
リ

l
ブ
ラ

ン
ド
刑
事
司
法
委
員
会
の
報
告
で
あ
り
、
バ
ウ
ン
ド
が
以
前
か
ら
主
張
し

て
い
た
か
人
、
組
織
、
環
境
。
へ
の
改
善
を
訴
え
、
刑
事
司
法
に
係
わ
る

人
々
の
資
格
の
限
定
、
刑
事
司
法
機
関
の
ス
ピ
ー
ド
化
、
効
率
化
、
そ
し

て
政
治
性
の
縮
小
と
贈
賄
の
防
止
を
問
題
と
し
て
、
刑
事
手
続
き
を
一
つ

(
M
)
 

の
制
度
(
凹
苫
5
5
)
と
し
て
概
念
づ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

ま
た
一
九
二
六
年
の
ミ
ズ

l
リ
犯
罪
委
員
会

(pmg。
ロ
ユ
わ
ユ
ヨ
巾

ω
R・

5
1
は
、
レ
イ
モ
ン
ド
・
モ

l
レ
イ
に
よ
る
要
約
と
し
て
、
有
罪
が
殆
ど

答
弁
取
引
の
結
果
で
あ
る
こ
と
、
裁
量
に
よ
る
多
数
の
訴
追
の
取
消
し
の

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
刑
事
実
務
の
実
体
を
正
確
に
描
い
た
の
で
あ

資

(
お
)

ヲ
h
v

。こ
う
し
た

g
S
S
E
-。
ロ
の
検
察
官
へ
の
期
待
は
、
概
ね
そ
の
政
治
性

か
ら
の
脱
却
と
実
務
の
効
率
で
あ
り
、
主
眼
は
よ
り
高
い
機
動
性
に
置
か

れ
て
い
た
と
言
え
る
。
ま
た
大
賠
審
訴
追

(
z
e
2
B
S
C
に
代
わ
る
検
察

(
叩
山
)

官
訴
追

(nOBus-ロ
同
)
が
促
さ
れ
た
が
、
裁
量
権
に
つ
い
て
は
格
別
問
題

と
さ
れ
ず
、
唯
一
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
犯
罪
委
員
会
白
色
氏
。

B
U
の
ユ
ヨ
巾

n
o
g
g円
8
8ロ
)
だ
け
が
一
九
一
一
九
年
に
か
有
罪
答
弁
取
引
の
、
監
督
さ
れ

(口)

な
い
領
域
u

に
注
意
を
呼
び
か
け
た
に
止
ま
っ
た
。

3

さ
ら
に
こ
う
し
た
調
査
、
報
告
書
の
必
要
性
は
連
邦
に
ま
で
及
び
、

フ
l
パ
l
大
統
領
(
出
向
σ巾
え
わ
・
出
。
0
4
巾
円
)
の
手
に
よ
っ
て
一
九
二
九

年
、
一
般
に
ウ
イ
ツ
カ

l
シ
ャ
ム
委
員
会
と
呼
ば
れ
た
連
邦
レ
ベ
ル
に
お

(
時
)

け
る
初
め
て
の
包
括
的
な
調
査
機
関
が
設
立
さ
れ
た

(
N
C
L
O
E
)
。

メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
前
A
G
(司
法
長
官
)
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
イ

ツ
カ

l
シ
ャ
ム
、
ク
リ

l
ブ
ラ
ン
ド
刑
事
司
法
委
員
会
の
委
員
で
あ
り
、

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
教
授
で
あ
っ
た
ロ
ス
コ

l
・
バ
ウ
ン
ド
、
ノ

l
ス
ウ

エ
ス
タ
ン
大
学
の
教
授
、
ニ
ュ

1
マ
ン
・
ベ
ー
カ
ー
ら
が
招
か
れ
、
全
米

に
広
が
る
刑
事
司
法
改
革
の
波
に
最
終
的
指
針
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で

(
日
)

あ
っ
た
。
。O
R
F担
当
広
田
印
刷

M
o
-
-
n
?
(
H
S
H
)
に
お
い
て
警
察
の
拷
問
や
権
利
の

(
初
)

濫
用
、
腐
敗
を
描
き
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
ま
き
お
こ
し
た
委
員
会
は
、

北法37(6・104)928 



さ
ら
に
か
問
3
0
3
0ロ
-Mg印
m
g
t
o
p
(
H
S
H
)
で
検
察
官
の
政
治
的
性

格
を
非
難
す
る
と
共
に
、
検
察
官
の
有
罪
取
引
に
つ
い
て
問
題
を
提
起
し
、

か
限
定
さ
れ
た
責
任
の
中
で
の
、
訴
追
に
お
け
る
組
織
的
統
制
。
を
提
唱

し
た
。
こ
れ
は
以
後
の
集
権
化
と
統
制
へ
の
歩
み
を
基
礎
づ
け
る
、
検
察

官
制
度
へ
の
主
要
な
見
地
を
開
拓
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
時
大
賠
審
手
続
き
に
と
っ
て
代
っ
た
検
察
官
訴
追
の

主
要
な
流
れ
は
犯
罪
の
激
増
を
背
景
に
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

マ。。

合衆国検察官概念の発展

こ
う
し
た
一
連
の
委
員
会
の
分
析
と
提
言
と
並
ん
で
、
こ
の
時
代

の
法
律
研
究
家
達
に
よ
る
検
察
官
論
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
以

下
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

直
接
に
検
察
官
を
論
じ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
一
九

O
六
年
、
全

米
法
律
家
協
会

(
A
B
A
)
の
年
次
総
会
で
の
挨
拶
に
お
い
て
、
「
司
法
の

執
行
に
関
す
る
民
衆
の
不
満
の
原
因
L

と
い
う
演
説
で
人
々
を
驚
か
せ
た

(M) 

ロ
ス
コ

l
・
バ
ウ
ン
ド
の
影
響
を
押
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当

時
、
三

O
代
半
ば
で
既
に
ネ
プ
ラ
ス
カ
大
学
法
学
部
長
の
職
に
あ
っ
た
バ

ウ
ン
ド
は
、
複
雑
化
す
る
都
市
工
業
社
会
の
ニ

1
ズ
に
対
し
て
時
代
遅
れ

で
不
十
分
な
ア
メ
リ
カ
の
法
制
度
を
批
判
し
、
犯
罪
を
抑
止
す
る
任
務
の

遂
行
に
は
効
果
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
述
べ
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
個

人
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
で
は
な
く
、
広
範
な
社
会
的
目
標

4 

(σ
円
。
白
色
角
田
o
n
E
m。
釦
]
)
に
強
調
を
置
く
集
約
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
要

求
し
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
バ
ウ
ン
ド
の
基
本
的
な
姿
勢
は
、
刑
事
司
法
制
度
の
概
念
づ
け

を
為
し
得
た
ク
リ

l
ブ
ラ
ン
ド
犯
罪
委
員
会
、
そ
し
て
ウ
イ
ツ
カ

l
シ
ヤ

ム
委
員
会
の
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
書
に
鋭
く
反
映
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

5

他
方
、
こ
の
頃
一
早
く
、
訴
追
を
め
ぐ
る
集
権
化
と
検
察
官
の
統

制
を
主
張
し
た
の
が
ウ
ィ
ロ

l
ピ
i
(巧
・
出
巧
巴
。

c
m
5ち
で
あ
る
。

一
九
二
九
年
、
デ
ィ

l
ン
・
バ
ウ
ン
ド
の
名
著
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
刑

事
司
法
一

ιと
同
じ
く
出
版
さ
れ
た
『
司
法
の
執
行
に
関
す
る
原
理
』
幻
)
に
お

い
て
ウ
ィ
ロ
ビ
ー
は
、
ク
リ

l
ブ
ラ
ン
ド
及
び
ミ
ズ

1
リ
犯
罪
委
員
会
で

示
さ
れ
た
様
々
な
検
察
官
の
素
描
を
紹
介
し
つ
つ
、
法
的
地
位
の
脆
弱
さ

と
高
い
政
治
性
を
批
判
し
た
。
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
考
察
は
深
く
進
め
ら

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
政
治
的
影
響
を
排
除
し
、
改
革
を
進
め
る
点

に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
提
案
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

1
一
任
命
制

2
一
長
い
任
期

3
一
判
事
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
選
出
原
理
の
採
用

4
一
ロ
ー
カ
ル
よ
り
も
州
の
官
吏
と
す
る
こ
と

5
一
(
州
)
司
法
省
の
設
置
と
そ
の
長
に
よ
る
統
制

以
上
の
事
を
必
要
と
す
る
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
マ
テ
ュ

l
ス

(』・ヨ
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料

冨
白
骨
}
戸
巾
長
、
回
)
の
集
権
化
へ
の
主
張
を
採
り
い
れ
、
ロ
ー
カ
ル
で
の
官
吏
の

選
出
(
い
わ
ゆ
る
公
選
純
一
が
ロ
ー
カ
ル
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
す
る
傾

向
を
生
じ
せ
し
め
て
い
る
事
態
を
改
め
る
た
め
に
、
中
央
の
執
行
機
関
へ

(
却
)

任
解
免
の
権
限
を
与
え
る
べ
き
だ
と
し
た
。
か
か
る
訴
追
の
集
権
化
と
そ

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
主
張
は
、
合
衆
国
の
刑
事
司
法
を
め
ぐ
っ
て
絶
え
ず

改
革
論
者
か
ら
以
後
も
述
べ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
源
は
ウ
ィ
ロ

l
ピ
l
や
マ
テ
ュ

1
ス
に
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
ク
リ

l
ブ
ラ
ン
ド
犯
罪
委
員
会
で
バ
ウ
ン
ド
が
言
っ
た

。
我
々
の
大
き
な
街
の
ど
ん
な
官
吏
も
:
・
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
現
実
の
権
限

を
有
し
て
は
い
な
い
。
よ
う
な
検
察
官
、
ま
た
ベ
ッ
ト
マ
ン
の
表
現
を
借

り
れ
ば
か
刑
事
司
法
に
お
け
る
地
方
大
臣
と
な
る
べ
き
。
検
察
官
、
そ
し

て
か
刑
事
手
続
き
の
心
臓
で
あ
る
u

と
ミ
ズ

l
リ
犯
罪
委
員
会
が
描
い
た

検
察
官
の
実
像
と
限
界
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
に
対
す
る
提
案
と
が
次
第
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

資

〈
二
〉
「
準
司
法
官
L

概
念
の
確
立

-
以
上
に
述
べ
て
き
た
分
析
と
改
革
提
案
の
後
、
三

0
年
代
に
入
っ

て
画
期
的
な
検
察
官
研
究
が
ウ
イ
ツ
カ

1
シ
ャ
ム
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で

あ
っ
た
ベ
ー
カ
ー
教
授
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
。
デ
・
ロ
ン
グ
と
の
共
作
で

あ
る
一
連
の
研
究
に
お
い
て
彼
等
は
、
他
の
研
究
者
た
ち
が
公
選
制
に
批

判
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
。
検
察
官
が
彼
等
を
選
ん
だ
人
た
ち
に
よ
っ
て

の
み
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
公
選
は
地
方
の
基
準
が
ど
う
や
っ

て
法
に
適
用
さ
れ
る
の
か
を
決
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
し

た
。
そ
こ
で
は
広
い
裁
量
権
の
行
使
が
許
さ
れ
る
と
述
べ
、
さ
ら
に
検
察

官
の
教
育
、
訓
練
の
促
進
、
有
資
格
者
の
厳
正
さ
等
が
主
張
さ
れ
た
の
で

あ
る
。そ
し
て
一
九
三
六
年
の
論
稿
で
、
ベ
ー
カ
ー
教
授
は
ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア

の
判
例
を
引
用
し
つ
つ
、
検
察
官
を
「
準
司
法
官
」
で
あ
る
と
概
念
づ
け

(
お
)

る
に
至
っ
た
。

ー
l
l
D
A
は
準
司
法
官

ZEm--]Zen-包

O
B
B吋
)
で
あ
る
。
彼
は

コ
モ
ン
・
ウ
ェ
ル
ス
を
代
表
し
、
コ
モ
ン
・
ウ
エ
ル
ス
は
被
害
者
を

求
め
な
い
。
コ
モ
ン
・
ウ
エ
ル
ス
は
た
だ
正
義
の
み
を
|
平
等
か
っ

公
平
な
正
義
ー
を
求
め
て
お
り
、
無
実
の
者
が
害
を
被
ら
な
い
よ
う

に
求
め
る
こ
と
が
、
有
罪
の
人
聞
が
逃
れ
な
い
こ
と
と
同
じ
よ
う
に

D
A
の
義
務
な
の
で
あ
る
。

(わ

0
5
5
0ロ
当

g
-
5
4・
zkmqw50MMm凶・
NE-N吋C
・H
∞
〉
己
・
叶
ω
吋・∞

(
]
戸
∞
∞
由
)
)

こ
こ
で
、
彼
は
準
司
法
官
に
置
か
れ
て
い
る
副
詞
剖
剖
伺
す
る
と
い
う

究
極
の
目
標
に
奉
仕
す
る
二
つ
の
義
務
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一

つ
は
か
都
品
川
罪
の
保
護
。
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
。
有
罪
の
獲
得
。
で
あ
る
。
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か
か
る
二
重
機
能
は
以
後
の
時
代
の
検
察
官
論
の
主
要
な
概
念
と
し
て
長

く
主
張
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

2

さ
ら
に
多
く
の
判
例
が
彼
等
の
主
張
を
裏
づ
け
て
い
る
。
例
え
ば

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
、
準
司
法
官
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
訴
追
裁
量
を
承

認
し
て
こ
う
述
べ
ら
れ
た
。

ー
ー
D
A
と
い
う
も
の
は
訴
追
官
吏

(
p
g
m
R
E阻ま
2
3
)
よ

り
以
上
で
あ
る
。
彼
は
準
司
法
官
な
の
で
あ
る
。
彼
は
、
彼
の
郡
に

お
け
る
全
犯
罪
を
扱
う
際
に
広
範
な
裁
量
を
有
し
て
い
る
。

(pzm--m4・
打
。
ロ
当
者

-HNH
冨
目
的
円
・

mmHLNO唱
NCNZ・J
円・

ω・
呂
町

(
】
由
一

ω
ω
)
)

合衆国検察官概念の発展

ま
た
準
司
法
官
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
公
衆
の
代
理
性
に
つ
き
か
か
る

判
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ー
ー
当
該
、
ま
た
は
そ
の
他
の
法
廷
に
お
い
て
、
検
察
官
は
刑
事
事

件
に
つ
き
公
衆
(
℃
己
σロ
円
)
を
代
表
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
有
罪
の

者
が
逃
れ
な
い
事
を
求
め
る
の
と
同
様
、
無
実
の
者
が
苦
し
ま
な
い

こ
と
を
求
め
る
義
務
を
負
っ
た
準
司
法
官
で
あ
る
こ
と
と
は
既
に
確

立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
∞
円
。
d
〈
巾
司
〈
・

ω
g
g
-
N由

o
r
g・
わ
『
・
閉
山
巾
-v
・
s-NNH
句
史

v-HC印{
)

(
]
C
N品
)

)

す
な
わ
ち
、
検
察
官
は
か
迫
害
者

6
2
8
2
Z『
)
。
で
あ
る
べ
き
で
は

な
く
、
公
衆
の
代
表
と
し
て
「
準
司
法
」
と
い
う
性
格
を
持
つ
と
さ
れ
た

(
幻
}

の
で
あ
る
。そ
し
て
ベ
ー
カ
ー
教
授
は
検
察
官
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
っ
て
ウ
ィ

ス
コ
ン
シ
ン
州
の
判
例
を
引
き
つ
つ
か

D
A
が
執
行
官
で
あ
る
と
い
う
の

は
誤
り
で
あ
り
、
犯
罪
に
つ
い
て
捕
え
ら
れ
た
者
の
訴
追
の
為
に
公
衆

(
お
)

(
匂
己
主
円
)
に
一
雇
わ
れ
た
、
割
司
樹
閣
で
あ
る
0
0

と
し
た
。
加
え
て
、
検

察
官
に
課
さ
れ
た
公
正
義
務
に
つ
き
以
下
の
判
例
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

-
-
E
O
B由
巳

ODを
為
す
前
に
、
事
件
に
関
す
る
全
て
の
事
実
と

状
況
に
つ
い
て
十
分
な
調
査
を
為
す
こ
と
が

D
A
の
義
務
で
あ
り
、

彼
の
決
定
は
、
ど
ん
な
人
的
偏
見
や
過
度
の
熱
心
さ
に
よ
っ
て
影
響

を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
と
推
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
(
〉
宮
》
-EE

S
Z
8
0同
F
E
Z
-
H出
当
日
田
・
印
告

-HSH44司
自

ω(ENω))

か
く
し
て
、
多
く
の
判
例
と
、

g
g
g
E
oロ
の
分
析
の
上
に
立
っ
た
ベ

ー
カ
ー
教
授
の
「
準
司
法
官
」
概
念
は
以
上
で
ま
と
め
ら
れ
る
。
か
か
る

概
念
化
の
方
向
性
は
そ
の
後
の
合
衆
国
刑
事
司
法
上
、
検
察
官
を
語
る
際

に
多
く
の
著
作
、
論
文
に
引
用
さ
れ
、
ま
た
法
廷
の
理
解
の
土
台
と
も
な

っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

4

そ
こ
で
次
に
我
々
は
、
連
邦
の
判
例
が
こ
の
「
準
司
法
官
」
概
念

を
採
用
し
た
有
名
な
サ
ザ
ラ
ン
ド
判
事

C
5
Z
2
ω
E
Zユ
血
豆
)
の
一
言
葉

に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

3 
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料

|
|
合
衆
国
検
察
官
は
、
論
争
の
一
当
事
者
で
は
な
く
、
平
等
に
統

治
す
る
義
務
が
、
全
て
に
わ
た
っ
て
統
治
す
る
義
務
と
同
じ
程
度
に

強
制
さ
れ
る
一
つ
の
権
威

(
m
S
R
a
m口
々
)
の
代
表
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
故
、
刑
事
訴
追
に
お
け
る
彼
の
利
益
は
事
件
に
勝
つ
べ
き
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
正
義
が
為
さ
れ
る
べ
き
、
と
い
う
こ

と
に
あ
る
の
だ
。
つ
ま
り
彼
は
特
別
な
非
常
に
限
定
さ
れ
た
意
味
で

の
法
の
番
人
(
師
巾
司
自
己
で
あ
り
、
ま
た
有
罪
が
逃
さ
れ
ず
、
無
罪

が
苦
し
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
二
重
の
目
的
(
づ
き
向
。
広
包
B
)
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

資

(
切
巾
円
関
白
円

4
・

C
・

ω・
吋

my
日
印

ω・
(
U
4
け
・
町
一
山
市

Y
吋山

E
F
-
-
w仏
H
ω
]
広

(
H
申
ω
印
)
)

す
な
わ
ち
、
連
邦
裁
判
所
は
検
察
官
を
準
司
法
官
で
あ
る
と
言
明
は
し

な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
二
重
の
目
的
と
正
義
の
遂
行
と
い
う
目
標
を

確
認
し
、
基
本
的
に
ベ
ー
カ
ー
の
い
う
「
準
司
法
官
」
概
念
と
発
想
を
同

じ
く
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

5

サ
ザ
ラ
ン
ド
判
事
が
こ
の
様
に
述
べ
た
一
九
三
五
年
、
モ

l
リ

ス
・
プ
ロ
ス
コ

l
は
彼
の
論
文
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
今

日
の
刑
事
手
続
き
の
発
展
』
に
お
い
て
、
。
公
訴

G
E
E
-
n
胃

S
R
C昨日。ロ)

の
確
立
が
、
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
の
歴
史
的
発
展
で
あ
る
H

と

述
べ
、
私
的
な
訴
追
(
私
人
訴
追
H
耳
目
〈
呉
巾
胃

S
R三
宮
口
)
が
機
能
し

(
却
)

た
の
は
両
者
共
昔
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
刑

事
手
続
き
は
個
人
主
義
の
時
代
の
産
物
で
あ
っ
て
、
刑
事
法
の
執
行
の
た

め
に
は
国
家
権
力
の
増
大
に
よ
る
社
会
の
安
全
の
強
調
が
必
要
で
あ
る
こ

(
刊
)

と
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
方
向
性
は
、
バ
ウ
ン
ド
が
既
に
主
張
し

て
い
た
集
約
的
な
刑
事
司
法
改
革
論
と
軸
を
一
つ
に
し
て
い
る
と
言
え
よ

〉つ。
プ
ロ
ス
コ
ー
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
刑
事
司
法
に
お
け
る
国
家
に
よ
る

社
会
の
安
全
(
印
。
巳
包

8
2ュ
ミ
)
の
強
調
は
、
ま
ず
連
邦
の
集
権
化
と
い

う
形
で
検
察
官
に
反
映
さ
れ
た
。
前
述
し
た
各
地
の
犯
罪
委
員
会
、
ウ
ィ

ツ
カ

l
シ
ャ
ム
委
員
会
等
の
主
張
に
盛
込
ま
れ
た
訴
追
の
統
制
や
集
権
化

は
、
直
接
各
州
の
司
法
制
度
を
変
化
さ
せ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど

も
、
一
九
世
紀
に
見
ら
れ
た
連
邦
で
の
集
権
化
の
歴
史
は
、
一
八
七

O
年、

連
邦
司
法
省
設
置
に
よ
っ
て
一
応
の
区
切
り
が
付
け
ら
れ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
二

O
世
紀
に
入
っ
て
も
問
題
が
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ

る。

一
九
二

0
年
代
か
ら
三

0
年
代
に
至
る
検
察
官
の
概
念

化
、
及
び
そ
れ
を
巡
る
刑
事
司
法
制
度
に
関
す
る
論
争
の
あ
ら
ま
し
で
あ

ヲ
令
。
6 

以
上
が
、

合
衆
国
の
歴
史
始
ま
っ
て
以
来
の
、
こ
う
し
た
分
析
や
提
言
の
波
は
、

「
準
司
法
官
」
概
念
の
提
示
と
、
実
務
に
お
い
て
は
「
正
義
の
執
行
」
目

標
、
訴
追
の
集
権
化
と
い
う
問
題
の
提
起
を
為
し
た
、
と
要
約
す
る
こ
と
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が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

一
八
世
紀
の
始
め
に
、
検
察
官
が
植
民
地
ア
メ
リ
カ
に
誕
生
し
、
独
立

と
同
時
に
連
邦
に
も
検
察
官
制
度
が
導
入
さ
れ
、
ロ
ー
カ
ル
、
連
邦
い
ず

(
位
)

れ
に
も
検
察
制
度
が
普
及
し
た
二

O
世
紀
、
よ
う
や
く
合
衆
国
は
公
訴
を

担
当
す
る
官
吏
で
あ
る
検
察
官
の
地
位
に
つ
き
関
心
を
払
い
だ
し
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
刑
事
司
法
の
曲
り
角
と
も
言
う
べ
き
二

O

世
紀
初
頭
か
ら
の
社
会
の
激
動
期
と
無
縁
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た

社
会
の
情
勢
の
中
で
検
察
官
の
概
念
と
い
う
も
の
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
か
か
る
概
念
を
提
供
し
た
ア
プ

ロ
ー
チ
も
ま
た
同
様
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
時
代
、
イ
ギ
リ
ス
の
私
人
訴
追
主
義
か
ら
の
影
響
を
脱
し
、
検
察

官
制
度
を
有
し
て
な
お
当
事
者
主
義
、
弾
劾
主
義
と
い
う
英
米
法
の
原
理

を
貫
徹
し
よ
う
と
試
み
る
合
衆
国
の
改
革
運
動
は
、
「
準
司
法
官
」
と
い
う

概
念
を
始
め
て
手
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
え
よ
う
。

合衆国検察官概念の発展
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公
衆
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追
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に
つ
い
て
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稿
を
改
め
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論
じ
た
い
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こ
で
は
、
私

人
訴
追
主
義
、
国
家
訴
追
主
義
と
区
別
さ
れ
、
大
賠
審
制
度
と
併
用
さ
れ

る
検
察
官
制
度
を
持
ち
、
公
選
制
に
よ
る
検
察
官
の
選
出
方
法
が
備
え
ら

れ
て
い
る
公
衆
の
意
思
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
な
制
度
を
支
え
る
思
想
で
あ

る
、
と
述
べ
る
に
止
ど
め
て
お
く
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合衆国検察官概念の発展

Hpnoh苅門町唱同町]・円いユヨ・

H
5
2∞
1
(
H
8罰
)

(
幻
)
二
十
世
紀
初
頭
、
既
に
連
邦
の
司
法
省
に
お
け
る
A
G
(司
法
長
官
)

の
行
為
を
「
準
司
法
」
で
あ
る
と
紹
介
し
た
論
稿
が
存
在
し
た
。
』
・
〉
-

E
E
F
同

ZF町
内
」
諸
民
同
町
内
片
言
寄

h

b見
守
局
、
4

遣
問
ミ
ミ

H
S町
R
F
ω

冨
-
n
F
F

m
m
4・ω印

N
1
2
8品
)
ま
た
一
九

O
八
年
に
ア
メ
リ
カ
法
曹
協
会
の
規
定
が

こ
う
述
べ
て
い
る
。

|
|
公
訴
に
従
事
す
る
法
律
家
の
主
な
義
務
は
、
有
罪
を
求
め
る
こ
と

で
は
な
く
、
正
義
が
為
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
〉
∞
〉
w

nkFzozm
。
司
旬
開
0
2
u
m
山田】。
Z
〉F
H
W

叶回目
nm-n白ロ
O
ロ
印
(
]
戸
由
。
∞
)

(
お
)
切
白
宵
巾
同
J

包
も
さ
ロ
。
芯
2
3
町一山品

(
鈎
)
冨
・
2
0
R
o
d
F
M
Zと
b
h
t
h
~也、遺
S
H
A
¥
h
u、恒的問昌司
l
b
b
H
n
3
.若
宮
ミ

N
U
さ
ち
問
、
宮
、
問
的
言
問
R
さも

mgn叫
b
s
S
4
.
S込
∞
出
血
ヨ
・
「
閉
山
巾
〈
・
品
ω
ω
斗
吋
N

(]巴
ω印
)

(ω)
同九回目一
-
A
H

叶一戸

(
但
)
一
九
二
八
年
当
時
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
は
九
一
九
も
の
行
政
部
内
の
法
律

職
務
が
存
し
て
い
た
が
、
わ
ず
か
そ
の
一
一
五
を
A
G
は
統
制
し
て
い
た

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
全
訴
訟
を
A
G
の
監
督
下
に
移
行
す
る
よ
う

A
G
に
勧
告
さ
れ
た
結
果
、
一
九
三
三
年
ル

l
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
に
よ
っ

て
「
行
政
命
令
六
一
六
六
号
(
同
W
H
R
c
t
2
0
4
B
R
Z
0
・

2
8」
gmH0・

5
お
)
」
が
発
令
さ
れ
た
。
こ
の
法
令
に
よ
っ
て
全
訴
訟
機
能
が
司
法
省
に

移
さ
れ
、

A
G
な
い
し
連
邦
地
方
検
察
官
の
監
督
、
統
制
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
。法
廷
も
か
か
る
A
G
の
訴
追
の
集
権
化
と
、

D
A
へ
の
監
督
権
を
承
認

し
て
い
る
。
例
え
ば
、

d-ω
・4
・
ω釦
三
回
己
主
O

吋
宮
内
U
0
・
HN目白・
ω-N吋ωw

N

吋∞目吋申

(Hg∞
)
で
は
か

(
A
G
は
)
合
衆
国
に
対
す
る
、
又
は
合
衆
国
に

よ
る
全
て
の
訴
訟
の
監
督
と
実
行
の
権
威
を
有
し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
が

彼
の
義
務
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

D
A
は
、
種
々
の
法
廷
で
そ
れ
を
行

使
す
る
の
で
あ
り
、

A
G
の
直
接
の
指
揮
と
統
制
の
下
に
あ
る
の
で
あ

る
J

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
必
)
ア
メ
リ
カ
に
検
察
官
が
誕
生
し
た
の
は
一
七

O
四
年
の
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト

が
初
め
て
で
あ
り
、
一
七
一
一
年
に
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
の
各
地
に
置
か
れ
、

そ
の
後
各
地
に
広
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
一
二
井
誠
「
検
察
官
(
ア
メ
リ
カ
)
」

比
較
法
研
究
三
八
号
六
四
頁
(
一
九
七
七
)
、

z
n
E
)戸
是
正
リ
ミ
ロ
D
丹市
(
N
ご

H
A

山一』〉円。国
4
・h
N
h

司、白口。丹市
(
]
F

吋)
H

品

第
二
節
か
危
機
。

の
時
代
|
一
九
六

0
年
代
l

一
九
二

0
年
代
か
ら
三

0
年
代
に
か
け
て
刑
事
司
法
を
め
ぐ
る
改
革
へ

の
動
き
が
熱
心
に
示
さ
れ
、
検
察
官
の
概
念
化
に
一
定
の
方
向
づ
け
が
与

え
ら
れ
た
。
そ
し
て
合
衆
国
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
挟
ん
で
再
び
劇
的

な
時
代
状
況
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
る
。

一
九
五
四
年
、
人
種
差
別
を
憲
法
違
反
で
あ
る
と
し
た
ブ
ラ
ウ
ン
判

決
を
き
っ
か
け
に
、
こ
れ
ま
で
歴
史
上
長
い
間
、
不
当
な
差
別
と
偏
見
、

そ
し
て
社
会
的
不
利
益
を
被
っ
て
き
た
黒
人
に
よ
る
「
公
民
権
運
動
」
が

北法37(6・111)935 



料

活
発
に
展
開
さ
れ
た
。
特
に
一
九
六
四
年
、
ニ
ュ

l
・ヨ
l
ク
の
ハ

l
レ

ム
で
、
一
九
六
五
年
に
は
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
の
ウ
オ
ツ
ツ
街
で
の
暴
動
を

頂
点
と
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
運
動
の
盛
上
が
り
は
、
激
し
い
衝
撃
を
ア
メ

(2) 

リ
カ
社
会
に
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

資

さ
ら
に
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
や
学
生
運
動
に
代
表
さ
れ
る
カ
ウ
ン
タ
ー

カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
の
若
者
文
化
の
台
頭
、
い
く
つ
も
の
政
治
的
暗
殺
、

急
激
な
犯
罪
率
の
上
昇
と
い
っ
た
社
会
的
諮
現
象
の
前
に
、
旧
来
の
基
本

的
な
社
会
制
度
が
奉
仕
し
え
な
く
な
っ
て
く
る
状
況
が
生
ま
れ
た
の
で
あ

っ
た
。こ
う
し
た
時
代
を
ウ
ォ

l
ヵ
l
教
授
は
か
危
機
の
時
代
。
と
評
し
て
い

(
5
)
 

る
が
、
か
か
る
状
況
の
中
に
あ
っ
て
刑
事
司
法
制
度
は
全
く
前
例
の
な
い

幾
多
の
新
し
い
事
態
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
一
九
六

O
年
か
ら
七
四
年
の
一
五
年
間
に
見
る
全
犯
罪
数
は
二

O
三
%
と
い
う
異
常
な
増
加
を
示
し
、
特
に
強
盗
(
円
。

σzq)
に
つ
い
て

(
6
)
 

は
三

O
一
%
と
い
う
高
い
増
加
率
を
示
す
に
至
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ベ
ビ

l
プ
l
ム
と
工
業
の
技
術
革
新
が
失
業
者
を

増
や
し
、
彼
等
を
犯
罪
予
備
軍
へ
と
追
い
や
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
ド
ラ
ツ

(7) 

グ
文
化
の
蔓
延
と
い
っ
た
社
会
問
題
が
存
す
る
事
を
指
摘
し
う
る
。
こ
の

時
代
、
法
や
正
義
、
社
会
秩
序
と
い
っ
た
従
来
か
ら
の
遵
法
的
な
観
念
は

ま
さ
に
か
危
機
。
に
瀕
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
同
じ
頃
、
一
九
六
一
年
の
マ
ッ
プ
判
決
に
始
ま
る
一
連
の

2
ア
ユ

l
プ
ロ
セ
ス
革
命
。
と
呼
ば
れ
た
刑
事
被
告
人
の
保
護
の
傾
向
は
、
刑
事

司
法
制
度
を
担
う
人
々
(
警
察
、
検
察
、
弁
護
士
、
裁
判
官
等
々
)
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
な
社
会
の
中
か
ら
、
人
々
は

「
法
と
秩
序
」
を
強
く
求
め
始
め
、
政
府
は
か
か
る
危
機
的
状
況
に
立
向

か
う
事
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

我
々
は
以
上
に
摘
ん
だ
六

0
年
代
の
刑
事
司
法
を
め
ぐ
る
情
勢
を
背
景

に
、
被
告
人
の
権
利
の
尊
重
と
い
う
判
例
の
動
向
と
犯
罪
抑
止
の
必
要
性

に
差
迫
ら
れ
た
社
会
と
の
狭
間
で
、
再
び
リ
パ
イ
パ
ル
を
必
要
と
し
た
刑

事
司
法
改
革
運
動
の
中
か
ら
、
検
察
官
を
め
ぐ
る
問
題
を
抽
出
す
る
作
業

を
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〈
一
〉
大
統
領
委
員
会
発
足

-
一
九
六
五
年
、
「
法
と
秩
序
L

を
求
め
る
国
民
に
応
え
て
、
ジ
ョ
ン

ソ
ン
大
統
領
は
、
か
犯
罪
、
及
び
そ
れ
に
対
す
る
優
越
と
抑
止
の
手
段
々
と

題
す
る
教
書
を
発
し
て
二
つ
の
主
要
な
手
段
を
採
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。

先
ず
第
一
に
、
ウ
イ
ツ
カ

l
シ
ャ
ム
委
員
会
以
来
の
大
統
領
委
員
会
の
設

置
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
刑
事
司
法
に
対
す
る
連
邦
の
補
助
金
(
句

S
F
E
E

曲
目
仏
)
制
の
導
入
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
い
わ
ゆ
る
か
刑
事
司
法
の
運
営
に
関
す
る
大
統
領
委
員
会

北法37(6・112)936 



合衆国検察官概念の発展

(
-
M

吋
巾
田
庄
内
ロ
ペ
∞
円
。
5
5
2位
。
ロ
。
ロ

kragzzst。ロ
O
叫
し
『
己
丸
山
門
巾
)
。
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
一
一
年

後
、
『
自
由
社
会
に
お
け
る
犯
罪
へ
の
挑
戦
(
叶

E
n
g
-
-
B唱
え
の
ユ
ヨ
巾

吉
白

ω。
丘
四
昨
日
、
)
』
と
題
す
る
報
告
書
と
、
九
巻
に
わ
た
る
研
究
報
告
(
門
担
保
-

P
R
m
同
四
旬
。
ユ
)
が
公
に
さ
れ
た
。

2

委
員
会
は
、
犯
罪
へ
の
n
強
靭
な
(
ぬ
巾
Z
o
c
m
z
e
ア
プ
ロ
ー
チ
を

採
る
こ
と
は
主
張
せ
ず
、
調
査
の
必
要
性
、
刑
事
司
法
関
係
者
の
高
い
資

質
と
教
養
、
そ
し
て
連
邦
に
よ
る
犯
罪
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
へ
の
努
力
を
強

調
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
最
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
は
、
制

度

H
組
織
に
対
す
る
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
(
方
向
づ
け
)
で
あ
り
、
そ

の
包
括
的
な
司
法
の
執
行
へ
の
示
唆
が
そ
れ
を
支
え
た
。
け
れ
ど
も
刑
事

司
法
制
度
全
体
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
盛
ん
に
な
さ
れ
た
も
の
の
、
検

察
宮
自
体
に
対
す
る
考
察
は
試
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
制
度
論
的
な
関
心

が
強
く
(
例
え
ば
、
ロ
ー
カ
ル
の
検
察
制
度
の
州
レ
ベ
ル
で
の
統
合
、
州

司
法
省
の
設
置
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
検
察
官
の
増
加
、
等
々
)
検
察
官
の
性

格
や
地
位
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

円、担当

岡山口問。吋円巾同出巾ロ一行

〈
二
〉
「
行
政
・
執
行
官
」
概
念
の
提
示

ー
で
は
、
ニ

o
t三
0
年
代
か
ら
六

0
年
代
に
至
る
ま
で
の
閥
、
い

か
な
る
検
察
官
論
が
登
場
し
た
か
を
追
っ
て
み
る
と
、
一
九
五
六
年
、
合

同
ロ
内
田

衆
国
検
察
官
で
あ
っ
た
セ
イ
モ
ア
(
者
}MXロ
ミ

Z
・
ω
a
B
O
R
-
マ
・
)
が

ベ
ー
カ
ー
教
授
ら
の
主
張
し
た
「
準
司
法
官
L

概
念
を

η
本
質
的
に
は
真

実
で
あ
る
々
と
述
べ
、
か
我
々
(
訴
追
者
)
は
主
要
な
義
務
が
、
有
罪
を
求

め
る
こ
と
で
な
く
、
正
義
を
求
め
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
は
信
じ
て
い
る
。

と
し
て
、
「
正
義
の
遂
行
」
義
務
と
い
う
「
準
司
法
官
」
概
念
の
中
枢
と
も

一
言
う
べ
き
義
務
を
承
認
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
セ
イ
モ
ア
は
、
実
務
の
第

一
線
の
生
の
声
と
し
て
か
(
ど
の
よ
う
に
正
義
が
執
行
さ
れ
る
か
を
決
め

る
)
決
定
は
、
た
だ
被
告
の
有
罪
に
つ
い
て
我
々
が
確
信
し
た
後
で
の
み

達
成
さ
れ
る
の
だ
。
と
述
べ
て
、
現
実
に
は
正
義
の
遂
行
義
務
は
有
罪
の

確
信
に
よ
っ
て
の
み
担
保
さ
れ
る
こ
と
を
言
明
し
、
こ
こ
に
検
察
官
の
「
有

(
日
)

罪
獲
得
」
義
務
が
優
位
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
た
の
で
あ
っ
た
。

2

さ
ら
に
従
来
の
「
準
司
法
官
L

概
念
を
め
ぐ
っ
て
、
実
務
家
サ
イ

ド
か
ら
の
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
続
け
ら
れ
た
。
一
九
五
八
年
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
キ
ン
グ
ス
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
の

D
A、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
ル
バ
ー

(
何
色

dE丘
ω己
認
可
)
が
検
察
官
の
職
務
を
か
郡
(
カ
ウ
ン
テ
イ
)
の
主
た

る
法
執
行
官
吏
。
で
あ
る
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
警
察
委
員
会
で
述
べ
、
セ

ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
。
当
時
の
人
々
に
は
法
執
行
の
中
心
は

警
察
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
支
配
的
で
あ
り
、
こ
の
シ
ル
バ
ー
の
寸
執
行

官
窓
口
同

2
9
5
8
z
m
g同
)
」
概
念
は
、
そ
の
後
多
く
の
実
務
家
に
支
持

さ
れ
、
刑
事
法
関
係
の
テ
キ
ス
ト
に
も
頻
繁
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
の

北法37(6・113)937 



料

で
あ
る
。

か
か
る
方
向
性
を
判
例
も
ま
た
裏
付
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
一
九
三
五
年
、
既
に
連
邦
裁
判
所
は
検
察
官
の
正
義
の
遂

行
義
務
を
認
め
て
い
た
が
、
一
九
四
五
年
、
下
級
審
に
お
い
て
以
下
の
よ

う
な
所
論
が
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

l
l
-
-
-
連
邦
検
察
官
は
行
政
的
資
格
で
行
動
す
る
の
で
あ
る
。
検
察

官
は
人
民
の
代
表
で
あ
り
、
検
察
官
に
対
し
て
は
、
一
般
人
民
の
福

祉
の
為
に
行
使
さ
れ
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
、
自
由
裁
量
権
が
委

ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

資

(口)

(
C・
ω・4
・四円
O
R
担
当
-acm，・
ω己目)匂・
50ω
。
豆
町
ロ
S
H・
。
己
ロ
・

(
H
E印
)

)

と
し
て
、
従
来
の
「
準
司
法
官
」
概
念
を
脱
却
し
、
「
行
政
官
」
概
念
、
す

な
わ
ち
執
行
官
吏
と
し
て
の
検
察
官
へ
の
方
向
を
明
確
に
示
し
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
こ
の
判
決
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
検
察
官
の
裁
量
権
の
行
使
が
問
題
に
な
る
に
従
い
、
法
廷
は
裁
量
権

が
行
政
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
前
出

の
二
者
の
言
う
検
察
官
も
こ
う
し
た
裁
量
権
の
主
体
者
と
し
て
の
意
識
の

上
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

3

す
な
わ
ち
、
一
九
二

0
1三
0
年
代
に
、
急
変
す
る
社
会
状
況
に

対
応
す
る
た
め
に
始
め
ら
れ
た
刑
事
司
法
改
革
の
中
で
は
、
効
率
や
必
要

性
と
い
っ
た
点
か
ら
検
察
官
訴
追
(
宮
内

R
g
a
zロ
)
、
答
弁
取
引
右
足
a

ぴ
担
『
阿
曲
目
ロ
山
口
問
)
が
承
認
さ
れ
、
検
察
官
に
対
し
て
は
規
制
よ
り
も
む
し
ろ

期
待
が
先
行
し
が
ち
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
六

0
年
代
に

至
る
ま
で
の
聞
に
検
察
官
は
お
お
よ
そ
「
準
司
法
官
」
で
あ
る
と
理
解
さ

れ
、
そ
の
裁
量
権
行
使
に
も
規
範
的
な
意
味
で
の
正
義
の
遂
行
と
い
う
枠

が
は
め
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
か
か
る
規
範

性
は
、
実
際
被
告
を
訴
追
し
、
ま
た
は
訴
追
を
取
消
す
裁
量
権
の
行
使
の

現
場
に
あ
っ
て
は
、
か
た
だ
そ
の
判
断
の
段
階
に
お
い
て
の
み
働
く
よ
う
で

あ
る
。
と
セ
イ
モ
ア
に
よ
っ
て
評
さ
れ
て
い
る
の
が
現
実
の
姿
で
あ
り
、

「
準
司
法
官
L

と
い
う
概
念
も
、
検
察
官
が
、
政
府
の
事
件
を
扱
う
場
合

へ
の
批
判
つ
公
正
で
あ
れ
。
と
い
う
規
範
的
意
味
か
ら
)
と
し
て
よ
く
用

い
ら
れ
る
と
い
う
第
一
線
の
検
察
官
の
不
満
を
表
出
さ
せ
る
に
至
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
セ
イ
モ
ア
、
シ
ル
バ
ー
に
言
わ
れ
る
寸
有
罪

獲
得
義
務
」
と
「
執
行
官
」
及
び
「
行
政
官
」
概
念
が
新
た
に
概
念
化
の

内
容
と
し
て
提
起
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

裁
量
権
問
題
と
概
念
化

一
方
、
六
五
年
に
出
さ
れ
た
大
統
領
委
員
会
報
告
書
に
触
発
さ
れ

た
形
で
、
多
く
の
論
稿
が
検
察
官
の
裁
量
問
題
に
つ
い
て
問
題
点
の
提
示

と
改
革
の
示
唆
を
行
い
始
め
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
実
務
家
や
法

廷
よ
り
も
、
研
究
者
の
手
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

/¥ 

¥ノ
1 
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六
五
年
の
カ
プ
ラ
ン
教
授
(
』
o
y口
問
印
刷

LS)
に
始
ま
る
一
連
の
研
究
の

中
で
、
最
も
関
心
を
集
め
た
の
は
六
九
年
の
デ

l
ビ
ス
教
授
(
同

g
s
s

ゎ
-
U宮
町
)
と
ミ
ラ

l
教
授
(
司
自
}
向
者

-
Z
E
m円
)
の
著
作
を
挙
げ
る
こ

と
が
出
来
る
。

一ア

i
ビ
ス
教
授
は
、
一
九
四

O
年
の
ジ
ャ
ク
ソ
ン
判
事
の
演
説
を
紹
介

し
、
検
察
官
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
述
べ
て
、
何
故
有
罪
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
な
場
合
に
も
検
察
官
は
訴
追
し
な
い
裁
量
を
有
し
て
い
る
の
か
、

と
い
う
基
本
的
な
問
題
に
立
返
っ
て
裁
量
権
問
題
に
取
組
み
↑
ミ
ラ

l
教

授
は
、
訴
追
裁
量
へ
の
抑
制
と
監
視
の
為
の
具
体
的
提
案
を
ま
と
め
て
注

目
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
議
論
の
中
で
は
検
察
官
の
概
念
化

が
深
め
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
裁
量
権
の
統
制
に
論
点
が

置
か
れ
て
い
た
。

合衆国検察官概念の発展

よ
う
や
く
七

0
年
代
に
入
り
、
コ
ッ
ク
ス
話
回
E
V
]
・
。
。
同
)
に

よ
っ
て
、
裁
量
問
題
の
概
観
を
経
た
後
に
、
訴
追
の
究
極
の
目
標
と
は
正

義
(
吉
田
Z
n巾
)
で
あ
る
と
し
て
、
裁
量
の
理
由
の
明
示
と
公
聞
が
検
察
官
(
勾
)

に
H

正
義
の
目
標
を
営
む
こ
と
α

を
可
能
に
さ
せ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

裁
量
権
問
題
は
多
く
の
こ
う
し
た
研
究
家
の
考
察
の
積
重
ね
に
よ
っ
て
、

寸
裁
量
と
は
何
か
」
と
い
う
機
能
を
め
ぐ
る
問
題
と
、
「
裁
量
を
い
か
に
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
か
L

と
い
っ
た
統
制
、
抑
制
の
問
題
と
の
二
面
に
お
い

て
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
整
理
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
裁
量
の
主
体

2 

者
た
る
検
察
官
に
関
し
て
は
「
裁
量
を
行
う
検
察
官
は
い
か
な
る
者
と
位

置
付
け
ら
れ
る
か
」
と
い
っ
た
我
々
の
言
う
概
念
化
の
方
向
で
は
な
く
、

専
ら
「
裁
量
を
行
使
す
る
に
際
し
て
検
察
官
は
い
か
な
る
義
務
を
負
う
の

か
」
と
い
っ
た
制
覇
叫
捌
制
岡
割
引

U
司
副
樹
剰
割
謝
が
見
ら
れ
る
だ
け

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
裁
量
権
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
検
察
官
の
概
念
化
は
二

0
1三

0
年
代
に
提
示
さ
れ
た
「
準
司
法
官
」
概
念
の
中
核
原
理
で
あ
っ
て
、
既

に
実
務
か
ら
そ
の
規
範
性
を
批
判
さ
れ
て
い
た
寸
正
義
の
遂
行
」
義
務
と

同
種
の
目
標
設
定
を
得
た
に
止
ま
っ
た
。

こ
こ
に
き
て
、
既
に
裁
量
権
者
を
行
政
官
と
捉
え
は
じ
め
た
判
例
、
実

務
の
見
地
(
「
行
政
官
」
概
念
)
と
、
裁
量
権
の
抑
制
原
理
と
し
て
引
出
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
「
正
義
の
遂
行
」
義
務
を
主
張
す
る
「
準
司
法
官
L

概
念
は
、
矛
盾
を
こ
そ
提
示
せ
よ
、
調
和
し
た
概
念
を
描
く
こ
と
は
困
難

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
て
一
九
二

0
年
代
に
始
ま
っ
た
検
察
官
の
概
念
化
の
歩
み

は
、
「
準
司
法
官
」
と
い
う
一
つ
の
概
念
類
型
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
が
、

六
十
年
代
の
第
二
の
司
法
改
革
の
波
の
中
で
は
明
確
な
概
念
化
を
果
た
し

え
ず
、
「
行
政
官
L

概
念
と
の
二
極
化
と
い
う
方
向
を
辿
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

3 
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料

か
か
る
概
念
化
の
作
業
が
、
様
々
な
論
争
の
一
つ
の
基
盤
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
検

察
官
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
、
と
い
う
問
題
は
単
な
る
概
念
論
争
と
し
て

の
意
味
を
持
つ
ば
か
り
で
は
な
く
、
刑
事
司
法
手
続
き
全
体
を
ど
の
よ
う

に
理
解
し
、
方
向
づ
け
る
の
か
と
い
っ
た
制
度
論
へ
の
視
点
に
大
き
く
係

わ
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
ま
た
手
続
き
上
の
諸
問
題
、
例
え
ば
、
検
察
官

(

M

)

(

お
)

の
裁
量
権
の
位
置
付
け
、
証
拠
開
示
の
義
務
の
問
題
、
等
々
の
様
々
な
論

題
と
密
接
に
結
付
い
て
、
当
事
者
主
義
構
造
の
理
解
に
欠
く
こ
と
の
出
来

な
い
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
か
ら
だ
。

資

す
な
わ
ち
極
言
す
れ
ば
、
検
察
官
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
よ
っ
て
、

そ
の
訴
訟
観
と
い
う
も
の
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
、
合
衆
国
の
検
察
官
の
概
念
化
の
発
展
を
眺
め
る
意
味
が
あ
る
、
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
特
に
本
稿
で
取
上
げ
た
こ

0
1三
0
年

代
、
六

0
年
代
に
は
合
衆
国
の
刑
事
司
法
の
土
台
を
見
直
す
よ
う
な
激
し

い
改
革
運
動
の
中
で
、
必
然
的
に
そ
れ
に
係
わ
る
検
察
官
も
ま
た
厳
し
い

自
己
規
定
の
過
程
を
経
て
き
た
の
で
あ
り
、
か
か
る
状
況
の
中
で
リ
ア
ル

に
そ
の
視
座
が
浮
き
ぼ
り
に
さ
れ
た
こ
と
が
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
の
で

あ
る
。

4 こ
こ
で
我
々
は
、
こ
れ
ま
で
抽
出
さ
れ
て
き
た
二
つ
の
概
念
化
の
矛
盾

の
克
服
の
為
に
、
制
度
論
的
な
議
論
か
ら
離
れ
て
、
二
つ
の
問
題
に
関
す

る
判
例
の
考
察
方
法
に
そ
の
指
標
を
求
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

事
者
主
義
に
関
し
て
、
も
う
一
つ
は
検
察
官
の
司
法
免
責
問
題
に
関
し
て

で
あ
る
。
両
者
に
関
す
る
連
邦
裁
判
所
の
近
年
に
至
る
ま
で
の
所
論
を
追

い
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
検
察
官
概
念
を
め
ぐ
る
考
察
を
分
析
し
た
後
、

章
を
改
め
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
概
念
化
を
試
み
る
近
時
の
諸
論
稿
を

見
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
、
抑
制
原
理
と
し
て
展
開
さ
れ
る
に
至
っ
た

検
察
官
論
か
ら
、
再
び
検
察
官
の
地
位
・
機
能
を
合
衆
国
刑
事
司
法
上
、

刑
事
手
続
き
上
い
か
に
把
握
す
る
か
、
と
い
う
概
念
化
の
基
本
的
出
発
点

に
立
ち
戻
る
作
業
で
あ
り
、
前
述
し
た
裁
量
権
問
題
の
二
面
的
議
論
と
同

様
、
実
務
行
使
の
際
の
規
範
的
な
義
務
論
と
、
手
続
き
上
、
制
度
上
の
地

位
論
と
を
区
別
し
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
。

一
つ
は
当

(
1
)

切
吋
O
唱
ロ

4
・
図
。
副
司
円
四

O
問
問
仏
ロ
門
田
三
。

p
ω
品
、
『

d
・∞

AFmwω(H申
印
h
p
)

(
2
)
ω

当
R
E
F
g
z
E同
吉
田
三
円
同
〉
呂
田
叶
O
理
由
〉
冨
何
回
目

nz

【

U
E
Z
H
Z
K
F
F
』

cm叶同日
M
M
ω
i
(
巴∞
C
)

一
九
六
四
年
八
月
一
六
日
か
ら
丸
二

日
間
、
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
ま
で
を
巻
込
ん
だ
ハ

l
レ
ム
の
暴
動
は
、
白
人
警

官
に
よ
る
黒
人
少
年
へ
の
発
砲
に
端
を
発
し
た
も
の
で
、
一
人
が
死
亡
、

百
人
以
上
が
負
傷
し
、
お
よ
そ
五

O
O人
が
逮
捕
さ
れ
そ
の
被
害
は
百
万

ド
ル
と
言
わ
れ
た
。
一
方
、
一
九
六
五
年
八
月
、
ロ
ス
ア
ン
ジ
エ
ル
ス
の

ウ
オ
ツ
ツ
暴
動
は
さ
ら
に
激
し
く
、
六
日
間
に
及
ぶ
暴
動
の
結
果
、
今
日

北法37(6・116)940 
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ま
で
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
史
上
最
も
悲
惨
な
も
の
と
な
っ
た
。
三
四
人
の

死
者
、
一
千
人
の
負
傷
者
、
四
千
人
の
逮
捕
者
と
三
五

O
O万
ド
ル
の
被

害
総
額
は
全
米
に
衝
撃
を
与
え
た
。
が
、
こ
の
「
長
く
熱
い
夏
(
】
O
口問

F
2

2
5
5
R
)
」
は
治
ま
る
ど
こ
ろ
か
次
々
と
各
地
へ
飛
び
火
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
六
七
年
に
は
デ
ト
ロ
イ
ト
、
ニ
ュ

l
ア
l
ク
の
暴
動
で
そ
れ
ぞ

れ
四
三
人
、
二
三
一
人
と
い
う
死
者
を
出
し
、
全
米
四
三
都
市
に
暴
動
の
波

が
及
ん
だ
。
デ
ト
ロ
イ
ト
暴
動
に
関
し
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
に
よ
っ
て
設

け
ら
れ
た
カ

l
ナ
l
委
員
会

(
Z
R
Zロ回目
LPPふ
gミ
わ
O
B
B
2氏
。
ロ
。
ロ

ci--Mg丘
町
吋
)
は
一
九
六
八
年
の
報
告
書
で
か
我
々
の
国
は
今
、
二
つ

の
方
向
に
分
離
さ
れ
、
不
平
等
の
う
ち
に
分
れ
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
。

そ
れ
は
一
つ
は
黒
人
、
一
つ
は
白
人
、
と
い
う
様
に
で
あ
る
J
と
い
う
有

名
な
言
葉
を
記
し
た
の
で
あ
っ
た
。
M
N
旬。問、

H
C
Z，出何一
Z
〉吋】
O
Z
〉
F

〉
U
S白

m
O国

4
n
o
g
v、口凹回目。
z
。
z
n当
-
F
U
H印
。
間
口
何
回
(
】
由
自
∞
)

(
3
)

一
九
六
二
年
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
州
ジ
ャ
ク
ソ
ン
市
で
黒
人
指
導
者
メ
ド
ガ

l
'
エ
バ

l
ス
が
自
宅
前
で
凶
弾
に
倒
れ
、
翌
六
三
年
に
は
ケ
ネ
デ
ィ
大

統
領
が
ダ
ラ
ス
で
、
六
五
年
に
は
マ
ル
コ
ム

X
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
、
ま

た
六
八
年
に
は
黒
人
運
動
の
最
高
指
揮
者
マ
ル
チ
ン
・
ル

l
サ

l
・
キ
ン

グ
牧
師
が
メ
ン
ア
イ
ス
で
、
ロ
パ

l
卜
・
ケ
ネ
デ
ィ
が
ロ
ス
ア
ン
ジ
エ
ル

ス
で
暗
殺
さ
れ
た
。
清
水
博
『
ア
メ
リ
カ
史
』
三
八
四
頁

i
(
一
九
六

八
)
、
上
野
治
男
『
米
国
の
警
察
』
四
四
頁
(
一
九
八
二
等
参
照
。

(
4
)

巧
戸
同
何
回
・
同
官
、
ミ
ロ
o
E
N
)
N
N
H

(5)

句史《・

(
6
)
h
h
叫・白丹
N
N叶

(
7
)
同
札
・
同
門

NN
∞

(8)

ウ
ォ

i
レ
ン
・
コ

l
ト
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
「
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
革

命
」
は
、
一
九
六
一
年
の
マ
ッ
プ
判
決
、
六
三
年
の
ギ
デ
オ
ン
判
決
、
六

四
年
の
エ
ス
コ
ビ

l
ト
判
決
、
六
六
年
の
ミ
ラ
ン
ダ
判
決
に
代
表
さ
れ
る
。

(
宮
曲
匂
匂

4
O
E
O
-
ω
ミ
ロ
・

ω
-
E
ω
(
H
g
H
)
一
虫
色

gロ
〈
・
項
目
円
ロ
ユ
岡
戸

ω吋
N
C
-
ω
・
ωω
日
(
回
申
告
)
一
一
何
回
円
。
σ
2
0
ぐ

-
E・
ω吋∞

d
・
ω-AH叶∞

(
H
g
e
w

富
山
吋
阻
ロ
色
白
〈
・
〉
コ
N
・ω窓
口
・

ω
良品

(HS出
)
か
か
る
動
向
に
つ
い
て
は

〉

R
E
E
5
9凶
吋
自
宅
易
自

z
p
c雪
|

ゎ

2
5
2
3
0
2〉
F

UR-印
5
Z
〉印〉
Z
H
Z印
叶
回
口
言
明
Z
4
0司
河
開

E
同玄

(
5
2
)
邦
訳
は
吉
川
精

一
、
山
川
洋
一
朗
「
ウ
ォ

l
レ
ン
・
コ

l
卜
」
(
一
九
七

O
)
、

S
・
ケ
イ

デ
ィ
ッ
シ
ュ
(
井
上
正
仁
訳
)
「
ア
メ
リ
カ
刑
事
司
法
の
動
向
」
刑
法
雑
誌

二
四
て
一
三
頁
(
一
九
八

O
)
、
田
宮
裕
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
デ
ユ

l
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
八
一
、
二

1
三
一
(
一
九
八

一
)
参
照
。

(9)

者
k
p
F

問
問
戸
的
宮
、
S
E
R
(
N
)
N
N
ω

(
叩
)
L
3
札口、

Z
2
5白
ロ
〉

σ
g目的・
3
6印開口
C
叶
。
田
区
F
U
a
n回目，
H
C
Z
・開
Z
Q
-

B
o
z
o
-〉
(U回目富岡一〉
Z
U

』
5
d
Q
P
J
a
-
-
ω
-
H
N叶
N
(
H
U∞
ω)
大
統
領
委
員

会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
前
A
G
ロ
ジ
ャ
ー
ス
(
当
日
目
自
由
り
問
。
岡
町
吋
凹
)
、
エ

ー
ル
大
学
学
長
の
プ
リ
ュ

l
ス
タ

l
(保
吉
岡
ヨ
白
ロ
∞
お
唱
え
巾
円
)
等
で
、

一
九
人
の
う
ち
一
五
人
ま
で
が
法
律
家
で
あ
っ
た
。
ス
タ
ッ
フ
に
は
多
く

の
若
手
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
が
揃
っ
て
お
り
、
ハ
ー
バ
ー
ド
か
ら
は
ボ
ー
レ

ン
ベ
ル
ク
(
』
白
5
2
〈

R
S
σ
旬
開
)
が
、
ま
た
前
合
衆
国
検
察
官
で
あ
っ

た
ロ
ス
(
国

gミ
河

05)
ら
が
任
じ
ら
れ
た
。
当
委
員
会
に
つ
き
邦
文
に
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料

よ
る
紹
介
と
し
て
、
一
般
的
、
包
括
的
な
、
松
尾
治
也
「
刑
事
司
法
の
運

営
に
関
す
る
大
統
領
諮
問
委
員
会
報
告
書
に
つ
い
て
」
家
裁
月
報
二
三
六

二
頁

1
(
一
九
七
二
、
長
島
敦
「
刑
事
司
法
の
運
営
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ

の
大
統
領
委
員
会
報
告
書
に
つ
い
て
」
讐
察
研
究
三
八
一
て
五
三
頁

1
(
一
九
六
七
)
が
あ
る
。
特
に
検
察
官
の
裁
量
一
問
題
に
つ
い
て
は
、
飛
田

清
弘
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
不
起
訴
処
分
制
度
と
そ
の
将
来
の
方
向
」
警

察
研
究
三
九
l

二
、
六
三
頁
(
一
九
六
八
)

(
日
)
巧
KFF同何回
L
R司、白

gg(N)NNω
・
吋
E

P

R

E
白
。
旦
回
目
玄
何
回
Z
〉

旬開閉同

ω。
。
開
、
寸
戸
、
『
〉
凹
開
明
。
間
口
岡
山
河
田
δ
岡、同一、『回開わ。
C
同4
・〉同巾句。吋丹巾内同

σ山、同町巾

P-m回
目
品
目
ロ
ペ
目
。
。
5
5
2包
O
口
。
ロ
戸
山
富
何
回
困
問
。
円
円
巾
5
2仲山口門凶

〉仏
S
E
U可
白
押
宮
口
。
『
』
ロ
伯
仲
』
円
巾

(HvhF開
〉
』
)
(
巴
ミ
)

(
ロ
)
松
尾
、
前
掲
註
仙
二
一
頁
、
飛
田
、
前
掲
註
仙
六
四

1
五
頁
参
照

(
日
)
巧
・

2
・
P
4
5
5
7・
巧
宮
市
問
。
白
2
4
0岡
山
〉
口
口
問
何
回
】
吉
田
2

4
0
n
m開8
5
2
4
Z開
〉
n
R
E
d
o
z
oコ

E

F
問
。
コ
E
0
4
4
2

2
開巧
J

円。同国内・ロ

ωHN'Hω(]{由一山由)一。・、
H，
m，何回
ι同開
Z何回唱、
H，Z開わ回目
Z
E〉
F

』C
m
U
4
再開

ωJ門
的
ー
コ
山
富
広
山
田
(
包
叶
ω
)
に
よ
る
。

(HH)

司
∞
・
巧
g
s
z
h昨
民
戸
当
開
F
5・、
H，E
〉
ロ
冨
HZHm-H，E
4
5
2
0
こ
5

目
白
∞
1(HgH)

(
日
)
か
か
る
方
向
性
を
示
し
て
い
た
先
駆
的
論
稿
と
し
て
、
〉
・
同
冨
〉
。

。
o
z〉
F0・
〉
冨
何
回
目
円
〉
Z
ω
J『
〉
叶
開
。
。
〈
何
回
Z呂田
ιJ「〉
Zロ
〉
ロ
玄
塁
目
的
」
門
戸
p

d
o
z
-
ω
E
E・
怠
印
ふ

(H宏
司
)
が
あ
る
。
ア
ク
ド
ナ
ル
ド
は
検
察
官
の

「
無
罪
の
保
護
と
い
う
葛
藤

(
gロ
E
n
C
」
と
い
う
箇
所
で
、
検
察
官
の

義
務
が
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
検
察
官
は
無

資

罪
の
保
護
者
(
匂
g
Z
2
2
。
ご
宮
古
口
o
n
g
C
で
は
な
い
こ
と
を
明
確

に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
日
)
切
巾
門
間
吊
門
司
-
C・
ω
N申
印
己

ω
・叶∞・印印

ω
・(
U

丹由
Nhy
吋
坦
戸
・
開
門
凶
・
ロ
ニ

(HE印
)
。
第
一
節
〈
二
〉
参
照

(
口
)
飛
田
、
前
掲
註
仙
六
五
頁
に
訳
出
あ
り
。

(鴎

)
ω
開ペ去。
C
悶温匂刷、牛耳、白口。丹市会
ω)ωHNBω

(MM)

』・同曲目】
Z
ロ
MZF町
、
さ
旬
町
内
RHq江
主
b
N
G
町
、
同
HhE苫

2
2
0
3
y
d司冊目
R
E
F
-

同州巾〈
-
H

に
1
2
8日
)

(
初
)
討
の
・
ロ
ミ
目
印
己
-mn百
三
O
Z
〉同
J

乙
5
↓目白

(
S
S
)
一
司
君
呂

F
E
F

司問。凹開ロロ叶向。
Z
(
]戸
U
2
w
)

(
れ
)
ロ
』
〈
-
p
h刷
、
送
口
。
丹
市
(NSHUG

(
幻
)
宮
戸

E
F
S
Y白
口
三
巾
(
N
C
)
ω

ミ
・
ミ
ラ
ー
は
訴
追
裁
量
の
抑
制
の
一
手
段

と
し
て
私
人
訴
追
制
度
の
導
入
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
近
年
我
が
国
に
お

い
て
も
私
人
訴
追
主
義
の
提
唱
が
見
ら
れ
る
(
例
え
ば
総
越
溢
弘
「
私
人

訴
追
主
義
と
訴
訟
前
手
続
の
構
造
」
法
政
理
論
一
七
1

四
、
三
七
頁
(
一
九

八
五
)
他
。

し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
ド
イ
ツ
と
い
っ
た
脈
絡
に
お
い
て
分
析
が
為
さ
れ

て
お
り
、
ミ
ラ
ー
が
述
べ
た
よ
う
に
公
衆
訴
追
主
義
へ
の
抑
制
理
論
と
し

て
の
脈
絡
(
す
な
わ
ち
合
衆
国
に
お
け
る
私
人
訴
追
主
義
公
衆
訴
追
主
義

と
い
う
歴
史
的
系
譜
を
踏
ま
え
た
う
え
で
)
と
は
ま
た
異
な
る
ア
プ
ロ
ー

チ
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(お

)
ω
・
]
わ
。
凶
-huwdM町
町
立
芯
、
&
~
む
な
町
、
h
H
g
R
h誌
。
ミ
ミ
凡
hFFHω

〉
5
・

円いユ
5
・

r
m巾
4
・
ω
込
ω品
(

同

当

日

)

北法37(6・118)942 



(M)

例
え
ば
冨

5
E
J『
「

ω自
宅
LP問、
HaN-

ゎ
E
E
E
U
玄
号
何
回
E
5
0
2

司
回
。
明
間
的

m
H
O
Z
K戸

F
m伺印
刷

M
O
Z
Q回
】
口
叶
J

円
〉

Z
口
、
H
，
国
間
〉
ロ
冨

-
z
a
d
g
d
o
z
o司

門
け
回
目
玄
塁
手
】
口
百
四
日

(
H
g
N
)
収
録
の
各
論
稿
参
照
。

(
お
)
切
『
釦
門
同
日
「
〈
'
F
向
釦
ミ
-
白
ロ
門
戸
ω
吋

ω
C
-
ω
・
8
・∞叶

(
H
g
ω
)
か
検
察
官
は
正
義

(
』
己
鬼
一
円
四
)
に
奉
仕
す
る
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
被
告
人
の
刑
事

責
任
を
否
定
す
る
証
拠
を
被
告
人
に
渡
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
J
2
2
P

M
1
r
h
b
R守
口
¥
芯
町
、
さ
定
円
程
芯
泊
、
町
巴

h出弘
同
町
さ
的
問

R
H円程んも

hHHgqSN.札
h
w
R
n・

8
(
U
D
-
F
-
m
h
wタ
∞
印
∞

1
2
g
c
)
参
照
。
合
衆
国
で
の
議
論
の
比
較
法
的

考
察
と
し
て
、
酒
巻
匡
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
開
示
山

1
切
L

法
学

協
会
雑
誌
一

O
コ
了
一
、
三
、
五
(
一
九
八
六
)
が
詳
し
い
。

第

節

判
例
の
示
す
検
察
官
の
概
念
化

ω
!当
事
者
主
義
問
題

合衆国検察官概念の発展

当
事
者
主
義
な
い
し
は
当
事
者
制
(
邑

S
B
R可
由

3
5
5
)
を
採
る
合

衆
国
の
法
廷
に
お
い
て
は
、
検
察
官
は
一
方
の
代
理
人

2
3。

sa)と
し

て
、
有
る
時
は
犯
罪
に
対
し
て
法
の
効
果
的
な
執
行
を
進
め
よ
う
と
し
、

あ
る
時
は
民
事
に
つ
き
州
の
利
益
を
代
弁
す
る
の
で
あ
る
。

刑
事
司
法
制
度
上
、
か
か
る
検
察
官
の
当
事
者
性
を
強
く
主
張
す
る
考

え
方
が
登
場
し
て
き
た
こ
と
は
前
節
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
(
「
行
政
官
・

執
行
官
」
概
念
)
が
、
一
方
、
従
来
多
く
の
法
廷
や
論
者
は
、
公
益
(
吉
区
一
円

℃。
-FQ)
の
一
つ
と
し
て
検
察
官
は
単
に
有
罪
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
正

義
を
求
め
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
説
い
て
い
た
(
「
準
司
法
官
」
概

念
)
。
こ
の
対
立
は
、
当
事
者
構
造
を
め
ぐ
る
根
本
的
な
問
題
を
鋭
く
反
映

し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
対
立
す
る
当
事
者
と
し
て

検
察
官
は
被
告
の
有
罪
を
証
明
す
れ
ば
良
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が

正
に
社
会
に
お
け
る
正
義
の
実
現
な
の
で
あ
り
、
検
察
官
は
そ
う
し
た
訴

追
活
動
を
通
し
て
社
会
秩
序
を
具
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
、
と
言
わ
れ

る
。
け
れ
ど
も
刑
事
手
続
き
に
お
い
て
は
被
告
人
の
利
益
が
守
ら
れ
、
適

式
な
手
続
き
が
ま
ず
担
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
為

検
察
官
も
ま
た
裁
判
官
と
同
様
に
正
義
を
執
行
す
べ
き
義
務
(
寸
事
件
に
勝

つ
こ
と
で
は
な
く
、
正
義
の
実
現
を
求
め
る
L

義
務
)
を
負
い
、
被
告
人

に
有
利
な
証
拠
を
開
示
し
、
そ
の
利
益
を
尊
重
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
、
と
も
言
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
検
察
官
に
対
す
る
こ
う
し
た
矛
盾
し

た
要
請
は
、
す
な
わ
ち
検
察
官
を
い
か
な
る
も
の
と
捉
え
る
か
、
と
い
う

命
題
を
解
決
せ
ず
し
て
解
答
の
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
我
々
が
当

事
者
主
義
問
題
に
目
を
向
け
る
時
、
か
か
る
視
点
を
有
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
初
め
に
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
当
該
訴
追
行
為
が
有
罪
を
獲
得
す
る
と
い
う
目
的
を
持
つ

以
上
、
そ
の
際
に
、
検
察
官
の
私
的
利
益
(
℃
ユ
4
白
芯
宮

z
z
a
)
|例
え

ば
財
政
的
、
個
別
的
な
も
の
ー
へ
の
奉
仕
が
ど
の
程
度
許
さ
れ
る
か
、
と

北法37(6・119)943 



料

{
4
)
 

い
う
問
題
を
長
い
間
、
合
衆
国
は
抱
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
懸

賞
金
制
度
を
考
案
し
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
国
民
性
が
示
し
て
い
る
よ

う
に
、
訴
追
の
促
進
と
活
性
化
の
為
に

E
Bロ
昨
日
〈
巾
(
刺
激
)
を
与
え
る
目

的
で
、
報
酬
等
の
「
財
政
的
、
私
的
利
益
L

が
提
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

{
5
)
 

よ
る
。
勿
論
、
合
衆
国
に
お
い
て
は
検
察
官
は
長
く
パ
ー
ト
タ
イ
ム
が
主

流
を
占
め
、
そ
の
報
酬
形
態
自
体
が
有
罪
獲
得
事
件
に
対
し
て
支
払
わ
れ

(6) 

て
い
た
、
と
い
う
歴
史
的
背
景
を
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
時
代
が

進
み
キ
ャ
リ
ア
の
検
察
官
が
少
し
ず
つ
増
え
、
二

0
1三
0
年
代
を
通
し

て
「
準
司
法
官
L
H
「
正
義
の
遂
行
義
務
」
と
い
う
概
念
が
主
張
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
刺
激
は
、
私
的
利
益
の
み
に
奉
仕
し
、
公
的
利

益
、
す
な
わ
ち
正
義
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
奉
仕
し
え
な
く
な
る
の
で
は

(
7
)
 

な
い
か
と
い
う
批
判
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
来
て
、
当
事
者
制
の
一
方
の
民

zzaと
し
て
の
検
察
官
は
訴

訟
に
勝
つ
た
め
に
刺
激
を
受
け
る
の
が
当
然
だ
と
す
る
説
(
肯
定
説
/
私

的
利
益
説
)
と
、
刺
激
は
訴
追
の
公
正
さ
を
失
わ
せ
る
と
共
に
、
私
的
利

益
の
み
を
維
持
さ
せ
、
内
同
ロ
巾
・
胃
o
n
g
?を
侵
害
せ
し
む
る
と
い
う
説
(
否
定

説
/
公
的
利
議
説
)
が
対
峠
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

本
節
で
は
、
当
事
者
主
義
を
め
ぐ
っ
て
刺
激

(
Z
2
Eぞ
巾
)
概
念
が
妥

当
し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
扱
っ
た
論
稿
、
判
例
を
検
討
す
る
こ

と
に
よ
り
、
検
察
官
の
概
念
化
へ
の
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
道
を
探
っ
て

資

み
る
こ
と
に
す
る
。

刺
激
(
宮
n
g
t
4
m
)
の
可
否

刺
激
の
概
念
は
大
き
く
二
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
第
一
に
は
、
「
一
般

的
刺
激
概
念
」
と
呼
べ
る
も
の
で
か
検
察
官
は
法
の
執
行
に
当
た
っ
て
、

熱
心
で
あ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
と
い
う
考
え
方
で
あ
日
執
行
手
続
き

上
、
熱
心
さ

(
N
S
]
)

や
活
力
(
丘
問
。
円
)
を
強
く
す
る
こ
と
を
当
事
者
主

義
の
下
で
事
件
勝
利
へ
の
私
的
利
益
へ
の
奉
仕
と
し
て
承
認
す
る
、
と
い

う
思
考
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
は
、
「
財
政
的
(
金
銭
的
)
刺
激
概
念
」
で
あ
り
、
「
報
酬
概
念

(
河
内

dzan。ロ
na同
)
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
通
常
有
罪
に

つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
検
察
官
へ
の
報
酬
を
認
め
る
こ
と
で
刺
激
を
強

め
よ
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
「
一
般
的
刺
激
概
念
」
に
包
含
さ
れ
て

〈

一

〉
l 

い
る
。

一
九
世
紀
、
合
衆
国
で
は
一
般
に
報
酬
概
念
は
承
認
さ
れ
て
い
た
。

一
八
九
九
年
、
マ
テ
ュ

1
ス
判
決
は
先
例
に
倣
っ
て
刺
激
の
価
値
を
認
め
、

精
力
的
な
公
的
義
務
の
遂
行
に
対
す
る
刺
激
や
鼓
舞
(
白
色

B
E
E
)
と
し
て

の
報
酬
の
、
公
務
員
に
提
供
す
る
便
宜
性
、
利
益
性
を
記
し
た
の
で
あ
っ

た
。
た
だ
、
私
的
な
個
人
的
報
酬
と
政
府
当
局
か
ら
の
報
酬
と
を
区
別
し
、

公
務
員

S
E
E
-
n
。
B
B吋
)
は
完
全
に
立
法
と
行
政
当
局
に
よ
っ
て
認
め

2 
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合衆国検察官概念の発展

(ロ)

ら
れ
た
報
酬
だ
け
を
受
け
取
る
の
だ
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
二

O
世
紀
に
入
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
準
司
法
宮
」
概
念
川
「
正
義
の
遂
行
」

概
念
の
影
響
も
手
伝
っ
て
、
各
州
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
報
酬
概
念
の
否

定
を
示
す
傾
向
が
現
れ
て
き
た
。

ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
上
訴
裁
判
所
は
、
回
。
ロ
ロ
巾

P
4・ω
g
H
巾
(
H
U
吋
由
)
に

関
し
て
、
有
罪
に
対
す
る
報
酬
は
公
益
に
反
し
、
。
有
罪
を
求
め
ず
、
正
義

が
為
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
。
検
察
官
の
義
務
と
報
酬
概
念
は
一
致
し
な

(
日
)

い
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
憲
法
上
あ
る
い
は
公
益
の
下
で
か
か
る

報
酬
概
念
は
承
認
さ
れ
る
と
し
た
判
例
も
以
然
見
ら
れ
た
。
一
九
二
九
年
、

テ
キ
サ
ス
刑
事
上
訴
裁
判
所
は
ワ
イ
ア
ッ
卜
事
件
に
お
い
て
、
検
察
官
は

司
法
機
能
(
宮
内
田
町

n
u
-
Eロ
円
昨
日
。
ロ
)
を
果
た
し
え
な
い
と
し
て
真
向
か
ら
「
準

司
法
官
」
概
念
を
否
定
し
、
報
酬
は
テ
キ
サ
ス
憲
法
を
侵
害
す
る
こ
と
は

(M) 

な
い
、
と
判
示
し
た
。
さ
ら
に
下
っ
て
一
九
七
五
年
、
イ
リ
ノ
イ
上
訴
裁

判
所
は
報
酬
制
を
合
憲
と
し
て
、
一
件
一
五
ド
ル
の
報
酬
で
は
平
等
保
護

(
日
)

条
項
違
反
と
す
る
に
は
不
定
で
あ
る
と
し
た
。

3

前
者
の
解
釈
が
「
準
司
法
官
」
概
念
の
流
れ
に
立
つ
も
の
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
前
節
で
見
た
「
正
義
の
遂
行
」
義
務
を
引
用

し
つ
つ
、
有
罪
報
酬
を
そ
れ
へ
の
障
害
と
し
て
眺
め
て
い
る
。
一
方
、
後

者
の
解
釈
が
司
法
的
機
能
に
批
判
的
で
あ
っ
た
「
行
政
・
執
行
官
」
概
念

の
思
考
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
報
酬

概
念
の
可
否
の
問
題
に
反
映
さ
れ
た
当
事
者
主
義
問
題
も
ま
た
、
検
察
官

概
念
の
視
点
を
抜
き
に
し
て
は
語
る
こ
と
の
出
来
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ

よ
p

つ。け
れ
ど
も
、
先
に
示
さ
れ
た
報
酬
概
念
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
三
四
の
州

に
お
い
て
既
に
有
罪
報
酬
が
廃
止
(
キ
ャ
リ
ア
職
の
普
及
に
よ
る
)
さ
れ

て
以
来
、
概
念
そ
の
も
の
の
存
否
よ
り
も
、
む
し
ろ
報
酬
を
刺
激
の
一
つ

と
し
て
効
果
的
な
訴
追
を
為
し
得
る
と
す
る
方
向
(
私
的
利
益
説
)
と
、

か
か
る
報
酬
に
よ
る
財
政
的
刺
激
が
審
理
の
公
正
さ
を
妥
協
せ
し
め
る
と

い
う
刺
激
の
危
険
性
を
主
張
す
る
方
向
(
公
的
利
益
説
)
の
調
和
を
計
る

こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
刺
激
の
便
宜
性
と
、

憲
法
上
、
公
益
上
の
利
益
保
護
と
の
対
立
を
い
か
に
克
服
す
る
か
と
い
う

課
題
が
法
廷
に
示
さ
れ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
か
か
る
相
克
状

態
は
、
あ
る
べ
き
刑
事
司
法
を
め
ぐ
る
ニ
つ
の
主
要
な
理
念
、
な
い
し
モ

デ
ル
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
一
つ
は
刑
事
司

法
を
社
会
の
秩
序
、
治
安
維
持
の
手
段
と
見
て
そ
れ
ぞ
れ
の
官
吏
は
そ
の

目
標
に
努
力
す
る
、
と
い
う
「
犯
罪
統
制
モ
デ
ル
(
円
ユ
ヨ
巾

S
E
E
-巾

5
0帝
]
)
」
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
、
刑
事
司
法
は
被
告
人
の
権
利
保
護
を

重
視
し
た
手
続
き
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
「
適
正
手
続
き
モ
デ
ル

E
5・

匂

g
2
8
5
0色
色
)
」
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
モ
デ
ル
論
を
背
景
と
し
て

眺
め
る
時
、
報
酬
概
念
論
争
が
、
当
事
者
主
義
へ
の
理
解
と
検
察
官
概
念

北法37(6・121)945 



料

の
持
つ
重
要
性
を
我
々
に
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

資

我
々
は
、
か
か
る
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
報
酬
概
念
論
争
H
当
事
者
主
義

問
題
に
検
察
官
の
概
念
化
へ
の
緒
を
求
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

調
和
と
克
服
へ
の
歩
み

ま
ず
、
調
和
と
克
服
を
目
指
す
主
張
の
一
つ
と
し
て
、
刺
激
の
便

宜
性
を
公
益
に
反
す
る
と
し
て
承
認
せ
ず
、
専
ら
検
察
官
に
「
中
立
性
と

(
凶
)

公
正
さ
」
を
要
請
す
る
「
準
司
法
官
」
論
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
方
向
は
従
来
い
く
つ
も
の
下
級
審
で
示
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る

が
、
一
九
七
六
年
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
イ
ン
ブ
ラ

l
事
件
に
つ
き
検

察
官
に
公
正
さ
と
い
う
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
樹
鋼
閣
制
樹
倒
刑
制
明

司
出
剛
司
割
引
例
制
叫
国
剖
司
剖
判
例
と
判
一
示
し
、
訴
追
す
る
か
し
な
い
か

と
い
う
検
察
官
の
裁
量
は
、
裁
判
官
が
従
う
の
と
同
様
の
制
盟
閣
制
割
哨

(
初
)

に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

こ
う
し
た
「
中
立
性
ア
プ
ロ
ー
チ
」
は
、
刺
激
を
排
除
し
、
全
州
法
に

お
い
て
検
察
官
に
対
す
る
財
政
的
刺
激
を
廃
す
る
よ
う
求
め
た
一
九
六
七

年
の
の
白
ロ
m
q
4・
同
》
巾
可
件
。
ロ
で
の
第
四
控
訴
裁
判
所
に
倣
っ
た
も
の
と
言

え
る
が
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
こ
そ
が
、
検
察
官
の
み
な
ら
ず
か
公
益
を
代

表
し
、
聴
聞

(
Z
R
Z
m
)
及
び
審
理
(
豆
巳
)
に
お
い
て
正
義
を
求
め
る

/¥ 

一一¥/ 1 

全
公
務
員
(
宮
E
W
O
B
B円
)
に
対
し
て
矛
盾
の
な
い
基
準

(ng∞
E
g丹

(
泣
)

印

E
ロ
amFE)
を
提
供
す
る
だ
ろ
う
。
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
当
然
の
ご
と
く
こ
の
寸
準
司
法
官
論
リ
中
立
性
ア
プ
ロ
ー
チ
L

に
は

以
下
の
問
題
が
示
さ
れ
よ
う
。

2

ま
ず
第
一
に
、
実
際
「
完
全
な
公
正
さ
は
非
常
に
困
難
な
も
の
」

で
あ
り
、
「
個
人
的
誇
り
と
勝
利
へ
の
公
的
圧
力
(
例
え
ば
公
選
制
に
お
け

る
選
挙
民
へ
の
配
慮
等
)
は
、
ど
ん
な
中
立
性
の
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず

検
察
官
を
偏
っ
た
も
の
と
し
て
し
ま
う
。
」
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
か
か
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
訴
追
を
促
進
す
る
の
に
効
果
的
な
刺

激
の
必
要
性
を
無
視
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
当
事
者
主
義
の
下
で
は
何
ら

か
の
刺
激
概
念
は
検
察
官
に
必
然
的
で
あ
る
と
い
う
現
場
の
意
識
を
考
慮

し
て
い
な
い
と
の
批
判
が
為
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「
準
司
法
官
」
概
念
に
導
か
れ
た
「
中
立
性
ア
プ
ロ
ー
チ
」

が
示
さ
れ
、
右
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
反
対
に
い
わ
ゆ
る
「
執

行
官
・
行
政
官
」
概
念
の
系
譜
を
有
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
主
張
さ
れ
る
こ

と
は
予
想
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
。
検
察
官
は
正
義
の
為
に
骨
を
折
る
。
と
い
う
考
え
方
を
捨

て
、
当
事
者
主
義
の
下
で
は
相
対
す
る
当
事
者
は
「
当
事
者
的
利
益

(白色
4
2
g弓

z
z
z
a由
)
」
を
有
す
る
事
が
許
さ
れ
る
と
い
う
視
点
に
立

3 
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ち
な
が

M
v
当
事
者
制
の
ジ
レ
ン
マ
と
言
う
べ
き
寸
中
立
性
の
要
請
」
に

か
絶
対
的
に
。
拘
束
さ
れ
る
事
な
く
か
熱
心
に
。
。
党
派
的
に
(
宮
司
同
町
白
ロ
)
。

職
務
を
執
行
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
「
当
事
者
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
あ
る
。

一
九
八

O
年
、
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
ジ
ェ
リ
コ
事
件
に
お
い

て
従
来
の
(
特
に
イ
ン
プ
ラ

l
事
件
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
)
「
中
立

性
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
手
法
を
放
棄
し
、
当
該
事
件
の
執
行
官
の
罰
則
査
定

行
為
と
検
察
官
の
訴
追
機
能
と
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
原
告
の
言
う
準
司

法
機
能
へ
の
、
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
の
保
障
す
る
「
中
立
性
」
要
請
を
却
下

(
抽
出
)

し
た
。

合衆国検察官概念の発展

か
く
し
て
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
。
検
察
官
は
司
法
官
又
は
準
司
法

官
で
は
な
い
。
と
言
明
す
る
に
至
り
、
半
世
紀
以
上
の
間
続
い
て
き
た
「
準

司
法
官
」
論
争
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
樹
割
問
刷
、

「
中
立
性
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
用
し
た
タ

l
ミ
l
判
決
、
3
一ワォ

l
ド
判

苧
不
さ
れ
た
司
法
官
と
し
て
の

4
司
司
川
オ
吋
叶
刻
剖
樹

劃
詞
什
吋
凶
斗
捌
附
叫
制
引

U
U刷
剖
川
吋
!
と
判
示
し
た
の
で
あ
埼
)
た
。

法
廷
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

・
:
検
察
官
は
完
全
な
「
中
立
性
と
公
平
さ
(
ロ

2
可
色
白
包

含

gsa)」
を
必
要
と
し
て
い
な
い
。
:
・
当
事
者
制
の
下
で
は
、
検

察
官
は
法
の
執
行
に
熱
心
で
あ
る
こ
と
を
必
然
的
に
許
さ
れ
る
。
民

4 

事
罰
を
得
る
の
に
刺
激
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
が
検
察
官
で
あ
り
裁

判
官
で
な
い
場
合
に
は
、
事
実
に
関
す
る
注
意
深
い
探
知
や
、
法
の

適
用
、
ま
た
手
続
き
の
適
正
か
つ
明
白
な
経
過
を
守
る
際
の
憲
法
上

の
利
益
は
、
(
裁
判
官
と
)
同
程
度
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ

(
お
)
る。。

こ
れ
に
よ
っ
て
検
察
官
へ
の
「
厳
格
的
中
立
性
」
の
要
請
は
、
割
判
割

と
間
割
削
凶
求
め
ら
れ
え
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
「
当
事
者
的
ア

プ
ロ
ー
チ
」
を
採
れ
ば
、
検
察
官
が
公
衆
を
代
表
し
て
い
る
と
い
う
理
由

か
ら
財
政
的
刺
激
を
有
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
、
と
い
う
方
向
性
が
与
え

(M) 

ら
れ
る
と
し
た
。
こ
の
判
決
は
、
二

O
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
検
察
官
口
の

概
念
化
を
め
ぐ
る
議
論
を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
実
際
の
訴
訟
上
の
問
題
(
刺

激
概
念
の
承
認
)
に
、
特
に
当
事
者
制
下
に
お
い
て
必
然
的
に
生
じ
う
る

公
訴
提
起
を
為
す
者
の
中
立
性
、
公
平
さ
の
問
題
に
展
開
さ
せ
た
画
期
的

判
決
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
六

0
年
代
以
降
活
発
に
議
論
さ
れ

て
き
た
検
察
官
の
裁
量
権
の
性
格
づ
け
を
従
来
の
準
司
法
官
的
と
ら
え
方

で
は
な
く
、
行
政
官
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
、
予
定
さ
れ
る
司
法
審
査

の
道
を
聞
い
た
と
い
う
点
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

5

し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
ア
プ
ロ
ー
チ
も
や
は
り
以
下
の
よ
う
な

難
点
が
指
摘
さ
れ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
に
、
寸
公
的
利
益
」
と
「
私
的
利
益
」
が
一
致
し
な
い
場
合
、
「
公

北法37(6・123)947 



料

的
利
益
」
に
仕
え
る
論
拠
が
な
く
な
り
、
公
衆
の
信
頼
を
失
わ
し
め
、
単

な
る
雇
わ
れ
ガ
ン
マ
ン

(
E
5仏
'm己
ロ
)
に
堕
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

(
お
)

と
い
う
危
倶
が
あ
る
。

ま
た
、
検
察
官
の
審
査
さ
れ
な
い
裁
量
機
能
は
民
事
責
任
か
ら
免
責

(-55ロ
ロ
広
三
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
き
て
有
罪
獲
得

を
促
す
刺
激
が
加
わ
る
こ
と
は
検
察
官
の
視
点
を
不
当
に
歪
め
て
し
ま
う

(
お
)

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
の
存
在
で
あ
る
。

さ
ら
に
第
三
点
と
し
て
、
憲
法
修
正
第
五
条
に
よ
る
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス

の
中
立
性
要
請
が
裁
判
官
と
同
等
に
は
求
め
ら
れ
え
な
い
に
せ
よ
、
で
は

検
察
官
に
は
如
何
ほ
ど
の
要
請
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
検
察
官
は
デ
ュ

l

プ
ロ
セ
ス
の
中
立
性
を
担
保
す
る
義
務
を
負
う
必
要
は
な
い
の
か
等
、
解

釈
上
の
問
題
も
残
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

6

以
上
、
判
例
が
「
中
立
性
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
排
斥
し
、
「
当
事
者
性

ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
る
に
至
っ
た
経
過
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、

そ
の
刺
激
概
念
の
現
実
的
局
面
に
は
い
さ
さ
か
問
題
が
残
る
と
言
え
よ
う
。

と
言
う
の
は
ジ
ェ
リ
コ
事
件
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
検
察
官
の
財
政
的
・

私
的
利
益
へ
の
明
確
な
制
限
を
表
し
て
い
な
い
(
附
随
意
見
は
そ
の
必
要

(
幻
)

性
を
認
め
な
か
っ
た
)
。

す
な
わ
ち
、
先
例
を
覆
す
に
至
っ
た
こ
の
ジ
ェ
リ
コ
判
決
を
全
面
的
に

受
入
れ
た
と
し
て
も
、
私
的
利
益
の
具
体
的
許
容
性
、
憲
法
上
の
制
限
等

資

の
明
確
化
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
刺
激
概
念
が
報
酬
概
念
に
ま

で
わ
た
っ
て
広
く
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
か
か
る
刺
激
が
何
故
私
的
利

益
に
の
み
結
付
き
、
公
的
利
益
に
も
同
時
に
仕
え
る
も
の
と
は
な
ら
な
い

(
お
)

の
か
、
と
い
っ
た
点
を
論
及
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

7

こ
こ
に
お
い
て
我
々
は
、
当
事
者
主
義
構
造
の
中
で
の
検
察
官
の

持
つ
刺
激
概
念
の
承
認
を
め
ぐ
っ
て
、
合
衆
国
の
判
例
を
追
っ
て
、
そ
の

寸
当
事
者
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
も
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
準
司
法
官
」
論
に
立

つ
「
中
立
性
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
否
定
を
明
ら
か
に
し
た
ジ
ェ
リ
コ
判
決
ま

で
を
概
観
し
、
そ
の
意
義
と
限
界
性
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ

れ
ま
で
に
示
さ
れ
て
き
た
当
事
者
主
義
問
題
に
お
け
る
刺
激
概
念
の
分
析

は
、
結
局
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
か
公
的
利
益
説
(
否
定
説
)
↓
(
中
立
性
ア
プ
ロ
ー
チ
)
↓
「
正

義
の
執
行
」
概
念
日
「
準
司
法
官
」
論
4

と
い
う
道
筋
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
、
。
私
的
利
益
説
(
肯
定
説
)
↓
(
当
事
者
的
ア
プ
ロ
ー
チ
)
↓
寸
有

罪
獲
得
」
概
念
H

「
行
政
・
執
行
官
L

論
。
で
あ
る
と
理
解
で
き
、
検
察

官
の
概
念
化
問
題
と
の
脈
絡
を
示
す
こ
と
に
成
功
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
一
九
三

0
年
代
か
ら
六

0
年
代
へ
と
広
く
主
張
さ
れ
て
い

た
「
準
司
法
官
」
概
念
で
は
あ
る
が
、
当
事
者
主
義
構
造
を
採
る
合
衆
国

の
司
法
制
度
に
あ
っ
て
は
も
は
や
そ
の
規
範
性
を
維
持
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
れ
が
本
節
で
取
り
扱
っ
た
「
刺
激
概

北法37(6・124)948 



念
」
の
判
例
の
持
つ
重
要
な
意
義
で
あ
る
と
一
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
絶
対
的
中
立
性
」
否
定
を
導
い
た
論
拠
は
唯
て
検

察
官
の
準
司
法
性
乃
至
司
法
性
の
否
定
で
あ
っ
て
、
検
察
官
概
念
論
と
し

て
は
そ
の
内
実
に
乏
し
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
次

節
に
お
い
て
は
、
執
行
官
の
罰
則
査
定
か
ら
検
察
官
を
論
じ
た
ジ
ェ
リ
コ

判
決
(
刺
激
概
念
論
争
)
よ
り
も
、
よ
り
直
接
に
検
察
宮
の
機
能
と
裁
判

官
の
そ
れ
と
を
比
較
し
た
議
論
で
あ
る
「
司
法
免
責
問
題
L

を
め
ぐ
る
判

例
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
り
、
更
に
検
察
官
概
念
化
へ
の
道
を
採
っ

て
み
た
い
。

合衆国検察官概念の発展

(
1
)
A
F
N
〉
富
田
己
円
〉
Z

』ピ回目山田
VC同巴】)開
Z
Q
W
N
ω
令

(H市
WKHN)
一品一凶〉玄何回
-ppz

吉
田
号
5
5
E
B
ω
ミ
'
(
H
S
N
)
L
2〈
g
g
z
u
E
Z何
回
目
1
2
n
-

特
に
当
事
者
制
に
つ
い
て
ク
ラ

l
ク
は
こ
う
述
べ
て
い
る

η

ア
メ
リ
カ
の

司
法
制
度
は
公
正
な
法
廷
の
前
に
当
事
者
た
ち
(
包
5
3
Rぽ
∞
)
が
事
件

を
提
示
す
る
の
で
あ
っ
て
、
当
事
者
で
あ
る
互
い
の
戦
士
(
す
な
わ
ち
検

察
官
と
弁
護
人
)
の
等
し
い
武
器
、
等
し
い
戦
略
を
維
持
す
る
と
い
う
重

い
倫
理
上
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
J

戸

ω
P馬
F

吋回開

。岡田
Z
E
〉
F
』cm山、ロロ開

ωJ門的、吋
ghhkrz
〉
Z
P「4
1
門戸
nhr「
〉
咽
司
同
ohrn白
区
C

(
]
{
山
田
∞

N
)

(
2
)

前
節
で
示
さ
れ
た
∞
巾
円
四
四
円
司
・
ロ
∞
-
N
S
C
-
∞
-
a
2
8
5
一回
g
a
可

4
・F
白血弓]白
E
-
ω
a
c・ω
・∞
ω・∞叶
(
H
S
N
)
他
多
数
。
〉
∞
k
f
。
。
玄
玄
白
山
5
z

。
Z
H
V問。司間的印
HOZ』
F
H
W叶出回円印

O
E
Z
5
2・

z。・
H印{)(H
由一山由)

(
3
)
Z
O
Oロ巾可
4
・出
o
Z
F白ロ

N宏
巴
・
∞
-
H
C
U
-
-
H
N
i
ω
(
凶
器
印
)
は
こ
う
述

べ
て
い
る
。

|
州
の
為
の
検
察
官
の
行
為
(
訴
追
)
は
第
一
四
修
正
の
範
囲
内
で

州
の
行
為
を
構
成
で
き
る
の
で
あ
る
。

ク
ラ
l
ク
は
、
当
事
者
主
義
思
想
が
長
い
歴
史
を
有
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
バ
ラ
ン
ス
の
概
念
は
ま
だ
充
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
し

て
、
パ
ワ
フ
ル
で
財
力
の
あ
る
州
と
、
貧
し
く
弱
い
被
告
人
と
の
ア
ン
バ

ラ
ン
ス
の
修
正
の
努
力
と
し
て
、
エ
ス
コ
ビ

l
卜
、
ミ
ラ
ン
ダ
、
ゴ
ー
ル

ト
等
の
一
連
の
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
判
決
を
指
摘
し
て
い
る
。

(UF〉問問
1

・

言
、
ミ
g
g
(
H
)
広
H。
し
か
し
ま
た
砂
理
論
上
、
当
事
者
主
義
の
最
終
目
標

は
、
証
拠
に
示
さ
れ
た
根
拠
か
ら
被
疑
者
の
有
無
罪
を
決
め
る
途
上
に
お

い
て
真
実
(
可
三
宮
)
を
求
め
る
事
で
あ
る
u

と
い
う
意
見
も
あ
る
。
』
・
]

ω
開
Z
Z〉
h
F
F
・]
ω
同問。開
H
A
H
Z吋同
OUCRU-20Z
叶
O
(
U
E富岡
Z
〉
F
』c
m
d
n開申由

l
(忌
吋
∞
)

(
4
)
C
O
B
E
g
s
-
E足
首
位

t
g
g
h
q昌
も
昌
司
法
誌
、
a
p
e
-
M】
恥
町
、

wGMmSHC下

礼町、

NMM
尽
き
さ
な
h
s
h
h同
t
h
a
s
-亙
財
界
ロ
ロ
Z
F
-
ご
由
戸
ωHH

i
(
H
S
H
)
 

(
5
)
Lミ
-
a
ω
N串

(6)

凶
コ
υ
0
開
き
こ
口
問
お

ω開E
Zロロ玄

S
O
L
o
特
に
「
有
罪
報
酬
」
に
つ
い

て
は
呉

S
H
I
S
M
-
パ
ー
ト
タ
イ
ム
問
題
に
つ
い
て
は

Z
〉
目
。
Z
〉
F
U
旬、

吋
回
目
門
叶
〉
コ
，
O
同
Z
開
出
〉
E
C
C〉、
H.52・
Z
〉叶
HCZ〉
F
H
U問。印開
nc.コ
c
z

ω
H
P
Z
U〉河口
m
H
H
I
H
N
(
H
2
3
・
]
開
・
]
〉
n
o回，
F
吋国間
γ
〉冨何回目円〉
z-v問。筒、
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合衆国検察官概念の発展

(
初
)
イ
ン
プ
ラ

l
事
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
次
節
〈
二
〉
及
び
註
初
参
照
。

-
B
Z
2
4・司町民
n
Y
E
S
-
b品巴・
ω・品己申込
NNBMω(HS白
)

(
幻
)
勾

MYHり包・叶
OU
参
照
。
か
く
し
て
イ
ン
プ
ラ

l
判
決
は
、
検
察
官
に
は

彼
等
の
機
能
が
裁
判
宮
の
も
の
と
部
分
的
に
類
似
す
る
と
し
て
、
絶
対
的

免
責
を
承
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。
お
品

C-ω
・品。由

(幻

)
(
u
o
g
g
mロ
F
旬
宮
、
ミ
ロ
。
沼
会
道
路

(
お
)
句
史
、
・

(μ)
八
つ
の
州
が
付
加
的
な
報
酬
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
通
常
、
弁
護

側
か
又
は
州
政
府
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
る
(
ア
l
カ
ン
ソ

i
、
デ
ラ
ウ
ェ

ア
、
フ
ロ
リ
ダ
、
イ
リ
ノ
イ
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
、
ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア
、
テ
キ

サ
ス
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
)
。
ま
た
手
数
料

(
g
E
E一8
5ロ
印
)
が
加
え
ら
れ

る
の
は
イ
リ
ノ
イ
州
だ
け
で
あ
り
、
有
罪
と
さ
れ
た
者
に
訴
追
手
数
料

(
『

8
由
)
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
九
州
で
あ
る
(
ア
l
カ
ン
ソ

l
、
イ
ン

デ
ィ
ア
ナ
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ア
イ
オ
ワ
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
、
ミ
ズ

l
リ
、
ニ

ュ
l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
、
テ
ネ
シ
ー
、
ウ
エ
ス
ト
バ

l
ジ
ニ
ア
)
。

(
お
)
当
事
者
性
の
性
質
と
は
、
事
件
の
一
当
事
者
が
事
件
の
結
果
に
個
人
的

な
利
害
関
係
(
由
g
r巾
凹
)
を
有
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
障
さ

れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
(
下
線
筆
者
)

司
g
手
広
岡

E
B
4・
冨
叩
ロ

o
p
M
g
d・
ω・品会

(HS吋
)
一
宮

g
r
H
S
A
q
-
d・

ω-NH由
C
ω
・
ω怠

(H2H)
等
。
ま
た
、
訴
追
者
(
匂
円
。
∞
巾
円
三
O
円
)
が
公

益
を
代
表
す
る
に
し
て
も
、
彼
等
は
事
件
の
結
果
に
あ
る
種
の
個
人
的
利

害
関
係
を
有
す
る
も
の
だ
と
し
た
判
決
も
あ
る
。

c.ω
〈
-
E
n
g
a
g
p

合
∞
巴
・

ω・
5
品

(H申
立
)
一
口

ω・〈・
ωハリ河〉同
Y
品
HNWCω
・
自
由
也
(
忌
叶

ω)

等
。
か
か
る
「
当
事
者
制
(
昆
4
胃
gミ
々
回
同
何
回
目
)
へ
の
解
釈
と
、
日
本

法
に
お
い
て
非
常
に
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
『
当
事
者

主
義
』
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
、
例
え
ば
、
横
山
晃
-
郎

『
憲
法
と
刑
事
訴
訟
法
の
交
錯
』
一

O
頁
以
下
(
一
九
七
七
)
参
照
。

(
お
)
あ
る
調
査
で
は
、
検
察
官
の
お
よ
そ
三
分
の
一
が
正
義
を
求
め
る
こ
と

で
は
な
く
有
罪
を
求
め
る
こ
と
が
目
標
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
と
い
う
。

。
・
叶
・

3
F
E
z
g
-
吋

E
P
-
E
Z戸
吉
田
叶
目
白
官
印
吋
塁

H
a
E
a
)

(
幻
)
巧

E
H門
戸

ω
S
F
H
H
N
吋同・

(
U
E
B
-
N
g
L∞
∞
者
-M仏
N
2
2
S申
)

。。S
E
g
g
-
認
可
白

g
g
(品
)ωω
日

(
お
)
玄
白

ay回目}〈・』
m
q
-
B
E
n
-
た
∞

C-
∞-Mω
∞
(HSC)
。
イ
ン
プ
ラ

l
事

件
で
は
、
最
高
裁
判
所
は
か
あ
る
場
合
、
い
く
つ
か
の
点
で
検
察
官
は
法

廷
官
吏
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
執
行
官
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
は
疑
い

な
い
。
こ
の
機
能
の
聞
に
妥
当
な
線
を
引
く
こ
と
は
困
難
な
疑
問
を
呈
す

る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
件
は
我
々
に
疑
問
を
予
知
す
る
よ
う
に
求

め
て
い
な
い
J
と
し
て
準
司
法
行
為
に
関
す
る
判
断
を
保
留
し
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。
ぬ
品

C
・
ω・
白
仲
良
H

ロ・

ωω

本
事
例
は
、
ア
メ
リ
カ
南
東
部
で
レ
ス
ト
ラ
ン
チ
ェ
ー
ン
を
営
ん
で
い

た
ジ
ェ
リ
コ
と
い
う
原
告
が
、
労
働
省
の
雇
用
基
準
局
(
開
B
1
0可
旨
巾
三

ω
g白
色
回
三
〉
仏

g
z
z吋
弘
吉
巾
H
E
S
A
)
の
課
し
た
民
事
罰
(
巳
4
ロ

匂
巾
ロ
包
広
巾
回
)
の
違
憲
性
を
争
っ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
執
行
官
は

一
五

O
人
以
上
の
子
供
が
ジ
ェ
リ
コ
で
働
い
て
い
る
事
態
に
つ
き
、
児
童

に
関
す
る
労
働
規
定
(
司
白
可
戸
与

R
g
g
E丘
〉
♀
)
違
反
と
し
て
罰

金
を
徴
収
し
た
が
、
原
告
は
、
当
該
罰
金
が
違
反
の
決
定
及
び
罰
金
の
査

北法37(6・127)951 



料

定
の
費
用
と
し
て

E
S
A
に
償
還
さ
れ
る
こ
と
は
修
正
第
五
条
の
デ
ュ

l

プ
ロ
セ
ス
条
項
を
侵
す
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
こ
れ
を
定
め
た
法
(
凶
申

dω
わ
ω
明
日
同
町
(
め
)
)
は
、
不
法
の
多
く
の
又
多
数
の
民
事
罰
の
査
定
を
行
う

よ
う
に
執
行
官
を
鼓
舞
し
な
ロ
noz叫
国
間
吉
岡
)
、
許
容
し
え
な
い
リ
ス
ク
と

歪
み

(
E
U白
)
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
か
か
る
誘
発
(
吉
色
ロ
8
・

5
8昨
)
は
司
法
決
定
形
成
過
程
で
の
「
中
立
性
」
に
関
す
る
含
中
旬

g
g
g

の
保
障
を
侵
害
し
て
い
る
と
述
べ
た
。
し
か
し
法
廷
は
、
罰
則
の
査
定
行

為
は
「
準
司
法
」
で
は
な
く
訴
追
官
の
機
能
に
似
て
い
る
と
し
て
、
審
査

判
事
に
よ
っ
て
最
終
的
な
司
法
の
中
立
性
が
担
保
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
尚
早

に
罰
則
の
査
定
に
際
し
て
執
行
の
側
に
偏
見
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
だ

け
で
は
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
の
侵
害
に
当
た
ら
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
却
)
食
品

C
・
ω
釦
丹

N

怠

(
初
)
ベ
ロ
ロ
口
可

4
0
E
o
w
Nロ
巴
・

ω・印
HC(HUN吋
)

(
況
)
者
釦
丘
〈
〈
己
}
白
唱
え
玄

S
2
2ロ
Z
L
C由
C-
∞-
m叶

(
H
S
M
)

(

刊

品

)

《

U
O
B
S
S丹
田
・
話
、
ミ
ロ
OH巾(品)包串

(
お
)
念
品

C
・
ω・白骨
N
A
F
∞ゐ

(

例

)

《

U
O
B
B巾ロ
F

S
も
さ
ロ
O同叩(品
)ωωN

(
お
)
』
宮
、

(
お
)
品
N品巴・

ω・
8HW
品
NC'g

(
幻
)
怠
∞

C
・
ω
釦
門

M
S
-
N
g目
印

N

(
叩
岨

)
n
o
S
5
8
2・
室
、
ミ
ロ
o
豆
e
u
u
u
・
こ
こ
で
は
、
私
的
利
益
と
公
的
利
益

の
等
化
へ
の
道
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
付
加
的
報
酬
の
可
能
性
と
、

上
級
官
吏
に
よ
る
執
行
行
為
へ
の
定
期
的
審
査
を
要
請
し
、
被
告
と
社
会
、

資

両
者
へ
の
正
義
の
保
障
を
義
務
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
ジ
レ
ン
マ
を
乗
越

え
得
る
と
さ
れ
た
。

第
四
節

判
例
の
示
す
検
察
官
の
概
念
化

(
2
)
l司
法
免
責
問
題

コ
モ
ン
・
ロ

l
に
お
い
て
は
、
一
般
に
司
法
官
(
裁
判
官
)
は
自
己
の

為
し
た
判
決
、
決
定
等
の
職
務
行
為
に
対
す
る
民
事
責
任
の
追
求
に
際
し
、

責
を
負
う
こ
と
は
な
い
と
す
る
「
司
法
免
責

(
E
e
n
Uご
5
5
c口
広
三
」
が

(1) 

認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
司
法
官
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
広
く
裁
判
官

と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
裁
量
行
為
等
に
つ
き
裁
判
官
的
な
判
断
を
為
す

官
吏
を
準
司
法
官
と
呼
ん
で
、
こ
れ
に
司
法
免
責
に
準
じ
た
免
責
、
す
な

わ
ち
「
準
司
法
免
責

(ρ
ロ
白
色
・
苫

e
n
s
-
-
g
g
c
E
3、
)
」
を
与
え
民
事
責
任

(
2
)
 

か
ら
免
が
れ
う
る
と
し
た
解
釈
が
為
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
一
方
で
、
合
衆
国
は
市
民
権
法
(
わ
守
口

E
m
F
Z
〉
三
)
一
九

八
三
条
に
お
い
て
、
憲
法
に
違
反
す
る
行
為
か
ら
人
民
を
保
護
す
る
た
め
、

立
法
、
行
政
、
司
法
の
い
か
な
る
行
為
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
わ
し
め
得

る
と
し
て
民
事
上
の
救
済
規
定
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に

歪
り
、
当
該
規
定
に
基
づ
く
民
事
訴
訟
に
つ
き
被
告
た
る
官
吏
に
司
法
免

責
が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。

免
責
問
題
は
主
と
し
て
裁
判
官
に
対
す
る
司
法
免
責
と
、
行
政
機
関
に

北法37(6・128)952 



許
さ
れ
て
き
た
「
主
権
免
責
(
印
O
Z
〈巾吋巾日開ロム

g
g
z
E片山
『

)
L

と
に
大
別
さ

れ
る
が
、
従
来
合
衆
国
で
は
、
検
察
官
は
そ
の
司
法
過
程
へ
の
参
与
と
い

う
性
格
か
ら
、
専
ら
司
法
免
責
へ
の
帰
属
性
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
我
々

は
、
司
法
免
責
問
題
を
正
面
か
ら
論
じ
る
こ
と
を
避
け
、
本
節
で
は
特
に

検
察
官
に
対
す
る
司
法
免
責
の
準
用
H

「
準
司
法
免
責
」
な
い
し
「
検
察

官
免
責
」
を
取
上
げ
る
こ
と
と
し
、
そ
の
可
否
を
め
ぐ
る
判
例
を
紹
介
す

る
と
共
に
そ
れ
ら
の
法
廷
が
検
察
官
機
能
を
い
か
に
理
解
し
て
免
責
を
決

定
し
た
か
、
と
い
う
点
に
着
目
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
か
か
る
考
察
を

行
う
こ
と
に
よ
り
、
法
廷
が
検
察
官
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
と

い
う
分
析
を
通
し
て
、
概
念
化
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
一
つ
ま
た
可
能
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

合衆国検察官概念の発展

シ
ヨ
イ
ア

l
判
決
以
前

歴
史
的
に
は
、
司
法
免
責
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
一
七
世
紀
の
判

例
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
免
責
の
概
念
自
体
は
更
に
そ
れ
よ
り

二
百
年
以
上
も
前
に
形
成
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
v

一
八
七
一
年
に
合

衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
で
絶
対
的
な
司
法
免
責
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
ま
で
、
か
か
る
概
念
に
本
質
的
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。

元
来
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
司
法
免
責
は
広
く
認
め
ら
れ
た
考
え
方
で
は

な
か
っ
た
が
、
一
六

O
七
年
、
初
め
て
絶
対
的
司
法
免
責
へ
の
合
理
的
根

/¥ 

¥J  
l 

拠
が
示
さ
れ
、
一
九
世
紀
中
葉
に
至
る
ま
で
法
廷
は
、
上
位
裁
判
所
の
判

事
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
司
法
行
為
に
つ
い
て
も
訴
訟
行
為
は
許
さ
れ
な

(
日
)

い
こ
と
が
法
の
原
則
で
あ
る
旨
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

手
続
き

2
2
5巳
g、
)
を
保
護
す
る
必
要
性
か
ら
民
事
の
訴
え
に
つ
い
て

は
政
策
的
に
免
責
が
附
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
「
基
本
的
政
策
考

慮

(
σ
g
W
3
-
-
a
n
o
g
E
R丘町
O
ロ
)
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ

る。

こ
の
司
法
免
責
原
理
は
合
衆
国
に
お
い
て
も
一
八
七
一
年
の
ブ
ラ

ッ
ド
レ
イ
判
決
で
承
認
さ
れ
、
司
法
の
独
立
の
保
障
と
濫
訴
(
〈
負
担
色
。

5

白
色
。
ロ
)
か
ら
の
裁
判
官
の
保
護
の
為
に
、
司
法
免
責
は
公
的
利
益
(
宮

σ

(
日
)

z
n
S
8
5
a
)
に
有
益
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

か
か
る
司
法
免
責
原
理
の
合
衆
国
へ
の
導
入
に
引
続
き
、
免
責
原
理
は

公
正
な
訴
訟
の
担
保
で
あ
る
と
し
て
、
立
法
者
、
大
賠
審
、
証
人
と
い
っ

た
者
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
検
察
官
に
つ

い
て
も
下
級
審
判
例
は
、
裁
判
官
や
大
賠
審
の
司
法
機
能
と
検
察
官
の
機

能
の
類
似
(
間
口
色
。
包
NEm)
に
よ
っ
て
司
法
官
と
同
様
の
保
護
を
認
め
、

免
責
が
適
用
さ
れ
る
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
司
法
官
と
同
じ
機
能
を
果
た
す
と
さ
れ
た
「
準
司
法
官
」

に
つ
い
て
も
司
法
免
責
の
準
用
が
求
め
ら
れ
る
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る

(
準
司
法
免
責
)
が
、
一
般
に
準
司
法
宮
と
呼
ば
れ
る
者
に
は
、
ク
ラ

l

2 

北法37(6・129)953 



料

(
げ
}

ク

(nZ
再由。ご
o
E可
)
量
刑
委
員
(
宮
『

O
U
Z包

B
g
Z吋
的
)
、

(

国

)

(

日

目

)

刑
務
官
(
匂
江
田
O
ロ
。
片
山

ng-印
)
、
そ
し
て
検
察
官
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

本
稿
で
は
、
そ
の
「
準
司
法
免
責
」
の
適
否
を
巡
っ
て
検
察
官
を
中
心

に
論
を
進
め
て
み
た
い
(
特
に
こ
れ
を
「
検
察
官
免
責
」
と
称
す
る
こ
と

資

も
あ
る
)市
民
権
法
一
九
八
三
条
に
基
づ
く
訴
訟
に
対
し
て
、
連
邦
に
お
い

て
最
初
に
検
察
官
の
絶
対
的
な
訴
追
上
の
免
責
を
与
え
た
の
は
一
九
二
六

年
の
ヤ
セ

l
リ
判
決
の
控
訴
審
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

|
合
衆
国
検
察
官

(
Cロ
志
向
凶
盟
主

g
E
Z
B弓
)
は
司
法
官
で
な

い
に
し
て
も
、
政
府
の
少
な
く
と
も
準
司
法
官
で
あ
る
。
彼
は
重
要

な
司
法
機
能
を
行
使
し
、
法
の
執
行
に
従
事
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
判
示
し
、
こ
の
決
定
は
連
邦
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
も
支
持
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
一
八
九
六
年
の
グ
リ
フ
イ
ス
判
決
で
示
さ
れ
た
、
刑
事
手
続
き

の
構
造
は
一
つ
の
。
司
法
的
決
定
(
古
島
n
u
-
S
2
R
B
Z丘
町
。
ロ
)
。
で
あ

る
、
と
い
う
思
考
を
採
り
入
れ
、
検
察
官
の
有
し
て
い
る
義
務
は
司
法
的

性
質
の
も
の
で
あ
り
、
彼
自
身
の
判
断
に
適
正
な
執
行
が
依
存
し
て
い
る

と
い
う
事
実
か
ら
「
絶
対
(
的
)
免
責
官
官
♀

E
E
S
S
E
-
q
)」
に
相

当
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
連
邦
裁
判
所
の
姿
勢
は
、
以
後
半
世

紀
に
渡
っ
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

3 

/¥ 

一¥ノ

シ
ヨ
イ
ア

l
判
決
以
降

北法37(6・130)954 

一
九
七

O
年
の
ケ
ン
ト
州
立
大
学
で
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
反
対
紛
争

に
よ
る
三
名
の
学
生
死
亡
事
故
に
つ
き
、
州
兵
の
導
入
を
許
し
た
州
知
事

に
対
す
る
市
民
権
法
一
九
八
三
条
項
に
基
づ
く
申
立
て
を
、
第
6
控
訴
裁

判
所
は
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
行
政
免
責
(
開
M
R
Z
吾、
E
S
S
E
-
q
)
の
原

理
に
よ
っ
て
訴
え
は
妨
げ
ら
れ
る
と
し
て
却
下
し
た
の
で
あ
る
が
、
、
連

邦
最
高
裁
判
所
が
一
九
七
四
年
に
こ
の
決
定
を
取
消
す
に
至
っ
た
。

最
高
裁
判
所
は
、
知
事
側
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
絶
対
免
責
を
一
合
定
し
、

当
該
行
為
の
免
責
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
変
化
す
る
範
囲

(印

gu巾
)
に
よ
っ
て
生
じ
る
限
定
免
責
(
告
と

s
a
-
g
gロロ
S1)
で
あ

る
、
と
述
べ
て
州
の
高
級
官
吏
(
同

Z
E
S巾師丹市岡巾
2
p
a
o『。
B
B円
)

は
か
か
る
免
責
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ

ち
、
「
絶
対
免
責
」
は
訴
訟
の
冒
頭
で
の
申
立
て
の
無
効
を
意
味
し
、
「
限

定
免
責
」
と
は
事
件
の
状
況
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
以
下
の
よ
う
な

適
用
原
理
を
示
し
た
。
ま
ず

ω
役
職
の
裁
量
や
責
任
の
範
囲
、

ω
全

体
の
状
況
、
間
当
該
行
為
の
妥
当
性
、
そ
し
て
凶
当
該
行
為
へ
の
誠

実
な
る
信
念

(mg仏
P
R
F
σ
色
互
)
の
存
在
、
で
あ
る
。

こ
の
シ
ヨ
イ
ア

l
判
決
に
よ
り
、
今
ま
で
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
行
政
部

に
広
げ
ら
れ
て
い
た
絶
対
免
責
の
合
理
的
根
拠
が
無
く
な
り
、
一
九
八
三

条
項
と
免
責
事
由
と
の
関
係
が
一
応
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

l 
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な
が
ら
そ
こ
に
あ
っ
て
も
や
は
り
「
基
本
的
政
策
考
慮
」
に
よ
る
と
い
う

免
責
原
理
の
根
拠
は
変
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
問
題
は
、
シ
ヨ
イ
ア

l
判
決
で
の
判
断
基
準
が
検
察
官
免
責

G
3
8
2
gユ
白
ご
ヨ
ヨ
ロ
ロ

5
、
)
に
い
か
に
展
開
さ
れ
る
か
と
い
う
点
が

注
目
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

2

一
九
七
六
年
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
イ
ン
プ
ラ

l
判
決
に
お
い
て
、

原
告
の
か
検
察
官
は
行
政
官
で
あ
り
、
シ
ヨ
イ
ア

l
判
決
と
同
様
に
限
定

免
責
と
さ
れ
る
べ
き
。
と
い
う
主
張
を
退
け
、
一
九
八
三
条
項
へ
の
免
責

は
か
地
位
で
は
な
く
機
能
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
と
し
て
寸
絶
対
免
責
L

(
お
)

を
採
用
し
た
。

本
件
は
、
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
で
発
生
し
た
強
盗
殺
人
の
罪
に
つ
き
第
一

級
殺
人
に
問
わ
れ
た
ポ

l
ル
・
イ
ン
プ
ラ
ー
が
、
検
察
官
が
誤
っ
た
証
拠

と
知
り
つ
つ
用
い
て
い
た
こ
と
、
彼
に
有
利
な
証
拠
を
押
え
て
い
た
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
結
果
、
連
邦
の
へ
ビ
ア
ス
・
コ
ー
パ
ス
の
手
段
に
よ

り
釈
放
を
勝
ち
と
り
、
そ
の
後
検
察
官
リ
チ
ャ

l
ド
・
パ
ッ
チ
マ
ン
、
ほ

か
数
名
の
検
察
官
に
対
し
一
九
八
三
条
項
に
基
づ
き
損
害
賠
償
を
申
立
て

(狩〕

た
も
の
で
あ
る
。

イ
ン
ブ
ラ
l
は
先
例
シ
ヨ
イ
ア
l
判
決
を
引
用
し
、
当
該
検
察
官
の
行

為
は
行
政
官
と
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
シ
ヨ
イ
ア

l
判
決
同
様
に
限
定
免

責
と
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所

は
初
め
て
州
検
察
官
に
関
す
る
免
責
の
妥
当
範
囲
を
判
示
す
る
機
会
を
得

た
の
で
あ
る
。

パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
他
四
名
の
多
数
意
見
は
、
ヤ
セ

i
リ
判
決
で
示

さ
れ
た
公
益
論
に
基
づ
く
絶
対
免
責
の
論
旨
、
及
び
一
八
九
六
年
の
グ
リ

フ
ィ
ス
事
件
で
悪
意
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
地
方
の
検
察
官
を
絶
対
免

責
と
し
た
イ
ン
ジ
ア
ナ
州
最
高
裁
判
所
の
判
決
を
引
用
し
な
が
ら
、
司
法

制
崩
司
ベ
引
剖
剖
割
引
引
ぺ
制
組
掛
間
d
剖
剖
割
引
寸
と
い
う
理
由

か
ら
絶
対
免
責
を
承
認
し
た
v

す
な
わ
ち
最
高
裁
判
所
は
、
シ
ョ
イ
ア

l

判
決
で
の
「
行
政
免
責
L

の
適
用
要
件
を
持
ち
出
す
こ
と
な
く
、
従
来
の

「
準
司
法
免
責
L

と
同
様
の
「
公
益
論
」
な
い
し
「
基
本
的
政
策
考
慮
」

に
よ
っ
て
絶
対
免
責
を
与
え
て
い
る
。
例
え
ば
本
判
決
の
引
用
す
る
ヤ
セ

l
リ
ケ

l
ス
の
上
訴
裁
判
所
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ー
我
々
の
意
見
で
は
合
衆
国
の
司
法
長
官
の
特
別
補
佐
官
は
、
法
に

よ
り
彼
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
の
遂
行
に
於
い
て
は
、
イ
ン
ダ
イ
ト
メ

ン
ト
や
訴
追
に
お
い
て
の
悪
意
の
行
使
に
つ
き
、
た
と
え
そ
れ
ら
が

賠
審
に
よ
り
無
罪
の
評
決
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
民
事
責
任
か
ら
は

免
責
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
免
責
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
公
益

原
理
(
司
ユ
ロ
n
-
H
L
2
0同
吉
正
日
n
u
o
z
n可
)
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
イ
ン
プ
ラ

l
判
決
は

H

我
々
は
、
検
察
官
は
訴
追
を
開
始
す

る
か
、
又
は
政
府
の
事
件
を
代
理
す
る
場
合
に
は
、
一
九
八
三
条
項
に
基

3 
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料

づ
く
損
害
賠
償
請
求
か
ら
免
責
さ
れ
る
と
梢
同
判
示
す
る
0
0

と
い
う
結
論

(
幻
)

を
示
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
高
裁
判
所
は
検
察
官
の
役
割
に
、
代

理
人
(
白
骨
o
n
R巾
)
的
な
も
の
と
、
そ
れ
以
外
|
例
え
ば
、
捜
査
官
、
執

行
官
的
な
も
の
|
の
二
種
が
存
在
す
る
こ
と
を
伺
わ
せ
な
が
ら
も
、
明
白

な
機
能
分
析
を
な
し
た
と
は
み
ら
れ
ず
、
そ
の
点
は
留
保
さ
れ
た
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
文
言
が
以
後
、
『
イ
ン
ブ
ラ

l
の
か
さ
』

と
呼
ば
れ
、
下
級
審
の
検
察
官
免
責
に
関
す
る
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
特
に
こ
の
か
さ
に
よ
っ
て
検
察
官
が
保
護
さ
れ
る

か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
各
裁
判
所
は
当
該
検
察
官
の
行
為
を

機
能
的
に
分
析
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
結
果
、
こ
れ
が
「
機
能
的
ア
プ
ロ

(
H
A
)
 

l
チ
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

4

か
く
し
て
一
九
八

O
年
、
連
邦
第
五
控
訴
裁
判
所
は
マ
リ

l
ロ
判

決
に
お
い
て
、
検
察
官
の
行
為
を
グ
本
件
は
イ
ン
プ
ラ

l
の
(
判
決
の
言

う
)
準
司
法
的
領
域
に
入
ら
な
い
。
と
し
て
、
イ
ン
プ
ラ

l
判
決
が
示
さ

な
か
っ
た
執
行
官
や
捜
査
官
と
し
て
の
役
割
の
領
域
に
関
す
る
判
断
に
立

(
お
)

入
る
こ
と
に
し
た
。

資

本
件
は
一
九
七
六
年
フ
ロ
リ
ダ
で
起
き
た
盗
品
授
受
の
疑
い
を
受
け
た

被
告
人
に
よ
っ
て
申
立
て
ら
れ
た
、
国
E
-
S
F
市
と
そ
の
検
察
官
に
よ
る

か玄】

]Eロ
で
、

-s
。diロ
m
q
な
合
衆
国
の
捜
索
、
差
押
え
の
濫
用
。
と
、

修
正
四
条
の
権
利
侵
害
に
関
す
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
で
あ
る
。

一
九
七
八
年
に
ブ
ッ
ツ
判
決
に
お
い
て
連
邦
最
高
裁
判
所
が

示
し
た
連
邦
官
吏
へ
の
免
責
の
レ
ベ
ル
分
析
(
機
能
類
似
テ
ス
ト
一

E
R目

立

o
s
-
8
5宮
E
E日
々
に
よ
り
行
政
官
の
可
制
べ
刷
出
掛
倒
が
示
さ
れ

(
お
)

る
時
、
行
政
部
に
も
絶
対
免
責
が
妥
当
す
る
)
を
州
宮
吏
に
も
適
用
し
う

る
と
し
て
、
砂
官
吏
の
地
位
(
回

g
g目
)
や
官
名
(
吾
】
巾
)
に
で
は
な
く
当

該
官
吏
の
行
為

(σ
各
国
三
巾
円
)
の
性
質
を
調
べ
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
る
α

と
し
た
。
そ
の
結
果
、
絶
対
免
責
は
準
司
法
的
活
動
以
外
に
拡
大
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
と
し
、
か
捜
索
、
押
収
に
参
加
す
る
検
察
官
は
本
質
的
に
犯
罪

を
捜
査
す
る
警
察
の
も
の
と
同
じ
機
能
を
遂
行
し
、
結
果
的
に
同
じ
種
類

の
決
定
を
為
す
。
と
し
て
限
定
免
責
を
言
渡
し
た
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
マ
リ

l
ロ
判
決
は
イ
ン
ブ
ラ

l
判
決
で
答
え
ら
れ

な
か
っ
た
点
|
擁
護
者
(
包

g
g
C
と
し
て
の
検
察
官
の
絶
対
免
責
が
、

執
行
官
、
捜
査
官
と
し
て
の
行
為
に
ま
で
及
ぶ
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
の
解
決
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

5

イ
ン
プ
ラ

l
判
決
が
「
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
っ
た
か
ど
う

か
は
、
未
だ
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
が
、
判
例
の
流
れ
は
、
検
察
官
免
責
は
準
司
法
免
責
の
絶
対
的
適
用
を

離
れ
、
シ
ヨ
イ
ア

l
、
プ
ッ
ツ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
行
政
免
責
の
適
用
基

準
を
参
考
に
し
つ
つ
、
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
準
司
法
的
な
機
能
に
は
「
絶
対
免
責
」
が
、
非

法
廷
は

北法37(6・132)956 
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準
司
法
的
機
能
に
は
「
限
定
免
責
」
が
与
え
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、

検
察
官
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
準
司
法
的
機
能
は
、
報
復
的
訴
訟
の
恐
れ

か
ら
自
由
な
効
果
的
決
定
作
用
を
得
る
た
め
に
可
及
的
に
絶
対
免
責
を
求

め
る
と
さ
れ
、
も
し
検
察
官
が
準
司
法
的
機
能
か
ら
外
れ
る
場
合
に
は
、

彼
の
行
為
へ
の
責
任
は
刑
事
司
法
制
度
を
悩
ま
せ
は
し
な
い
の
で
あ
り
、

か
濫
訴
を
抑
制
す
る
司
法
制
度
内
の
安
全
装
置
は
、
検
察
官
が
司
法
制
度

(
鈎
)

の
外
で
働
く
場
合
に
は
存
在
し
な
い
。
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

6

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
、
か
か
る
準

司
法
機
能
と
非
準
司
法
機
能
と
の
区
別
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
、
ま
た

司
法
制
度
の
内
と
か
、
外
と
い
う
概
念
が
い
か
に
規
定
さ
れ
る
か
と
い
う

問
題
が
残
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
後
者
に
つ
い
て
見
れ
ば
、

仮
に
そ
れ
を
内
側
H
司
法
官
(
〕

ceng-
。B
2
5
的
機
能
と
外
側
H
執

行
官
(
包

B
Z
E
E
Z『
)
的
機
能
と
に
区
別
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
国

側
(
な
い
し
州
側
)
の
擁
護
者
で
あ
る
検
察
官
が
法
廷
に
密
接
で
な
い
行

為
(
非
準
司
法
的
機
能
)
を
果
た
す
時
は
い
か
に
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

(
刊
)
か
。
然
し
、
多
く
の
決
定
作
用
に
お
い
て
検
察
官
は
疑
い
な
く
法
廷
の
官

吏
よ
り
も
む
し
ろ
執
行
官
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
は
六

0
年

代
以
降
の
検
察
官
の
概
念
論
争
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
事
か
ら
明
ら
か

で
あ
る
か
ら
だ
。

第
一
点
目
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、

マ
リ

i
ロ
判
決
以
降
、
各

控
訴
裁
判
所
が
そ
れ
ぞ
れ
ア
プ
ロ
ー
チ
を
繰
返
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ

り
、
最
高
裁
判
所
の
判
断
が
待
た
れ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
市
民
権
法
一
九
八
三
条
項
の
言
う
民
事
救
済
の
目
的
と
、
訴
追

者
へ
の
保
護
の
バ
ラ
ン
ス
が
い
か
に
担
保
さ
れ
る
か
と
い
っ
た
視
点
も
必

(
H
U
)
 

要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
マ
レ

l
ロ
判
決
で
、
絶
対
的
免
責
へ
の
制
限
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
検
察
官
の
免
責
問
題
で
あ
る
が
、
依
然
そ
の
適
用
に
関

し
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
(
こ
の
点
、

後
述
〈
三
〉

6
の
グ
レ
イ
判
決
参
照
)
。

/¥ 

¥J  

概
念
化
へ
の
モ
デ
ル

そ
れ
で
は
最
後
に
、
前
節
当
事
者
主
義
問
題
で
示
さ
れ
た
刺
激
概
念
論

争
と
、
本
節
で
述
べ
た
準
司
法
免
責
問
題
と
が
い
か
に
検
察
官
の
概
念
化

と
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

一
1
二
節
で
考
察
さ
れ
て
き
た
検
察
官
の
概
念
化
論
争
は
、
裁
量

権
の
抑
制
原
理
と
し
て
期
待
さ
れ
た
「
正
義
の
遂
行
L

を
目
標
と
す
る
「
準

司
法
官
」
概
念
と
、
現
実
の
法
執
行
機
能
に
着
目
す
る
「
行
政
官
」
概
念

と
の
対
立
構
造
を
提
示
す
る
に
至
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
六

0
年
代
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
た
「
準
司
法
官
」
概
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料

念
は
、
二
節
で
述
べ
た
と
お
り
実
務
行
使
に
向
け
た
規
範
的
義
務
論
が
中

心
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
二

0
1三
0
年
代
に
展
開
さ
れ
た
同
じ
概
念
の

延
長
と
は
言
え
、
そ
の
強
調
す
る
と
こ
ろ
は
専
ら
「
疑
似
的
司
法
性

(
告
白
田
エ
ロ
佳

n
E
E
E
Z
)」
よ
り
も
司
出
制
割
引
引
刷
出
岡
山
詞
剖
剖

果
た
す
べ
き
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

一
方
、
「
行
政
・
執
行
官
」
概
念
は
極
め
て
現
実
的
な
機
能
理
解
に
基
づ

い
て
い
た
の
で
あ
り
、
目
標
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
為
す
前
者
と
、
機
能
的

ア
プ
ロ
ー
チ
を
為
す
後
者
の
視
点
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
前
者
は
ア
メ
リ
カ
法
曹
協
会
の
『
職
務
責
任
に

関
す
る
規
範
(
。
。
母
え
司

g
p
g芯
E-
如
何
回
句
。
ロ

az-q)』
に
明
確
に

現
わ
れ
て
い
る
。

ー
:
・
検
察
官
の
責
任
(
円

2
宮
口
巴

E-q)
は
通
常
の
包
4
。
g円
(
弁

護
士
一
但
し
本
稿
で
は
え

Z
E弓
と
の
混
同
を
避
け
擁
護
者
と
訳

す
場
合
が
多
い
)
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
彼
の
義
務
官
三
可
)

は
正
義
を
求
め
る
事
で
あ
り

2
2
}

ニ5
巴
円
巾
)
、
単
に
有
罪
を
獲
得

す
る
こ
と
で
は
な
い
。
*
傍
線
筆
者

こ
の
規
範
は
ま
さ
に
忘
却
、
。
ま
民
営
一
.5可
や
h

刊
誌
守
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
っ

て、

-bsnSお
(
機
能
)
と
い
う
よ
う
な
文
言
は
一
切
使
わ
れ
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
同
じ
ア
メ
リ
カ
法
曹
協
会
に
よ
る
文
献
で
あ
っ
て
も
、
『
訴
追

機
能
と
弁
護
機
能
に
関
す
る
基
準

a
gロ門
U
E
m巳
注
目
ロ
ぬ
き
吾
巾

P
・08t

資

門口氏。ロ

p
s
n巴
。
口
出
口
弘
岳
町
口
広

gnm
司
g
n立
O
ロ
)
』
で
は
検
察
官
を
か
彼

の
管
轄
の
主
た
る
法
執
行
官
u

で
あ
り
、
。
行
政
部
の
官
吏

(aga)。

(
必
)

と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
は
っ
き
り
と
訴
追
側
と

弁
護
側
と
い
っ
た
当
事
者
構
造
上
、
機
能

(Eロ
nF)ロ
)
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の

役
割

(g-m)
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
、
(
但
し
、
「
正
義
を
求
め

る
義
務
」
を
負
う
も
の
と
い
う
限
定
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
注
意

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
)

2

さ
て
、
で
は
我
々
は
か
か
る
視
点
の
異
な
る
概
念
化
を
二
つ
の
類

型
と
し
て
理
解
し
え
る
で
あ
ろ
う
か
?
そ
れ
は
否
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
や
は
り
目
標
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
そ
の
職
務
機
能
を
配
慮
す
る
こ

と
を
求
め
ね
ば
な
ら
ず
、
機
能
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
か
か
る
機
能
の
奉

仕
す
る
意
味
づ
け
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

仮
に
目
標
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
機
能
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
補
完
す
る
と

し
て
も
、
導
か
れ
る
検
察
官
の
概
念
に
矛
盾
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
同
じ
指
標
に
並
べ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

か
く
し
て
我
々
は
次
に
、
当
事
者
主
義
論
争
に
端
を
発
し
た
検
察

官
の
有
す
る
刺
激
概
念
を
め
ぐ
る
判
例
の
分
析
か
ら
、
二
つ
の
図
式
が
そ

れ
ぞ
れ
従
来
の
検
察
官
概
念
に
結
付
く
事
を
確
認
し
情

す
な
わ
ち
、
刺
激
概
念
を
肯
定
し
た
「
私
的
利
益
説
L

が
、
当
事
者
的

3 
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地
位
に
基
づ
い
て
有
罪
獲
得
と
い
う
機
能
を
な
す
と
す
る
当
事
者
的
ア
プ

ロ
ー
チ
を
通
し
て
「
行
政
・
執
行
官
」
概
念
へ
と
至
り
、
否
定
的
で
あ
っ

(
錦
)

た
「
公
的
利
益
説
」
が
裁
判
官
と
同
様
の
中
立
・
公
正
の
義
務
を
負
う
と

い
う
正
義
の
遂
行
を
目
標
に
し
た
中
立
性
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
こ
と
に
よ

っ
て
「
準
司
法
官
」
概
念
へ
と
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。
よ
う
や
く
こ
の
時

点
で
、
刺
激
概
念
の
当
否
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
困
難
と
さ
れ
た
検
察
官

概
念
の
対
立
状
況
の
同
次
元
的
な
議
論
が
可
能
と
な
っ
た
と
言
え
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

合衆国検察官概念の発展

し
か
し
、
こ
の
刺
激
概
念
論
争
に
お
い
て
は
、
機
能
的
分
析
が
一
つ
の

対
立
構
造
を
導
き
出
し
て
お
り
、
「
行
政
官
」
概
念
が
当
事
者
的
執
行
機
能

に
帰
属
さ
れ
、
「
準
司
法
官
」
概
念
が
準
司
法
的
機
能
(
裁
判
官
の
裁
量
行

為
と
同
じ
も
の
と
認
め
る
)
に
帰
属
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

l
司
法
免

責
問
題
に
つ
き
、
ヤ
セ

l
リ
判
決
も
同
旨
。
4
)

4

だ
が
、
こ
う
し
た
機
能
的
対
立
は
、
む
し
ろ
地
位
論
1

行
政
官
と

準
司
法
官
!
と
、
機
能
論
|
裁
量
行
為
と
執
行
機
能
i
と
を
混
同
し
て
い

る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
明
快
に
説
明
し
た
の
が
、
準
司
法
免
責

問
題
で
一
つ
の
解
釈
論
を
打
ち
た
て
た
一
九
八

O
年
の
第
五
控
訴
裁
判
所

の
マ
リ

l
ロ
判
決
で
あ
っ
た
の
だ
。

マ
リ

l
ロ
判
決
は
、
検
察
官
が
行
政
官
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
そ
の
機

能
を
二
面
的
に
捉
え
、
検
察
官
の
準
司
法
的
機
能
を
絶
対
免
責
の
根
拠
と

し
、
そ
れ
以
外
の
機
能
(
執
行
機
能
)
を
限
定
免
責
の
根
拠
に
し
た
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
刺
激
概
念
論
争
で
連
邦
最
高
裁
判
所
の
採
っ
た
当
事

(
日
)

者
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
行
政
官
的
地
位
の
確
認
に
引
続
き
、
先
に
述

べ
た
「
準
司
法
官
行
政
官
」
と
い
う
視
点
の
異
な
る
概
念
化
論
争
の
枠

を
越
え
て
、
そ
の
本
質
を
機
能
の
二
元
化
と
捉
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
検
察
官
の
概
念
化

か
ら
初
め
て
「
準
司
法
官
」
と
い
う

言
葉
が
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
概
念
化
論

争
の
一
つ
の
ピ
リ
オ
ド
を
示
し
て
い

「ーーー刺激慨念論(ジェリコ判決)ーー一-，混同〉
卜 ふ'/、
刊利益) (目的地位機能)

弘喜一正義一(PJF)一一準司法
f 一一準司法(advocate)一一絶対

話益喜一有罪一(野口当)→'fo.:
ぺ Lー←執行(administrator)-限定
J ノ l

I (区別

」ー準司法免責論(マリーロ判決ト」

る
の
で
あ
り
、
争
点
は
検
察
官
の
果

た
す
機
能
分
析
に
移
さ
れ
た
こ
と
を

ま
た
示
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い

.刀

し
か
し
な
が
ら
、
未
だ
マ
リ

l
ロ
判
決
の
行
な
っ
た
機
能
の
分
析

も
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

準
司
法
的
機
能
に
つ
い
て
、
「
擁
護
者

(包〈
on主
)
」
の
果
た
す
機
能
の
内

5 
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料

容
で
あ
る
。
マ
リ
l
ロ
判
決
は
そ
の
裁
量
行
為
の
司
法
手
続
き
へ
の
近
接

性
、
及
び
報
復
的
訴
訟
か
ら
の
保
護
、
訴
訟
の
効
率
と
い
う
観
点
か
ら
司

法
に
準
ず
る
免
責
(
準
司
法
免
責
)
が
検
察
官
に
与
え
ら
れ
る
と
し
て
絶

(
臼
)

対
的
な
免
責
を
承
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
の
「
行
政
官
」

概
念
に
拠
れ
ば
、
か
か
る
裁
量
行
為
は
行
政
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
と

さ
れ
、
準
司
法
機
能
で
は
な
く
執
行
機
能
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
の
点
、
マ
リ
l
ロ
判
決
の
分
析
と
「
行
政
官
」
概
念
の
関
連
は

論
理
的
な
整
合
性
に
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。

6

他
方
、
イ
ン
プ
ラ

l
判
決
以
降
、
い
わ
ゆ
る
『
イ
ン
プ
ラ
!
の
か

さ
』
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
解
釈
を
迫
ら
れ
て
い
た
下
級
審
で
あ
る
が
、
一
九

八
三
年
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
控
訴
裁
判
所
は
グ
レ
イ
判
決
に
お
い
て
新

た
な
絶
対
免
責
適
用
の
法
理
を
考
案
し
た
。
法
廷
は
か
多
く
の
決
定
が
、

刑
事
手
続
き
の
司
法
的
局
面
と
密
着
し
な
い
(
検
察
官
の
)
活
動
は
絶
対

免
責
と
す
べ
き
で
な
い
と
判
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
検
察
官
の

行
為
の
全
て
の
様
々
な
形
態
の
適
当
な
性
格
づ
け
を
い
か
に
す
る
か
と
い

う
明
確
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
存
在
し
な
い
。
と
述
べ
て
、
機
能
分
析
の
ア

プ
ロ
ー
チ
の
困
難
さ
を
表
し
、
マ
リ
l
ロ
判
決
で
い
と
も
あ
っ
さ
り
と
割

切
ら
れ
た
機
能
分
析
に
つ
い
て
本
法
廷
は
い
さ
さ
か
薦
踏
を
覚
え
、
そ
し

て
「
イ
ン
プ
ラ

i
の
か
さ
」
の
保
護
を
、
当
該
行
為
が
ぷ
仏

4
0
3
Q
か
否

か
。
と
い
う
判
断
に
求
め
た
。

資

本
件
は
司
法
省
の
捜
査
、
及
び
大
賠
審
へ
の
提
訴
に
重
大
な
過
失
と
悪

意
が
存
在
し
た
と
し
て
、
合
衆
国
、
前
司
法
長
官
と
検
察
官
ら
に
つ
い
て

司
包
句
包

4
0
2
n吋
包
ヨ
〉
己
(
明
凶
行
〉
)
(
連
邦
不
法
行
為
請
求
権
法
)

に
基
づ
く
申
立
て
を
原
告
グ
レ
イ
が
な
し
た
も
の
で
あ
る
。

7

し
か
し
裁
判
所
は
、
グ
レ
イ
の
主
張
す
る
当
法
廷
が
一
九
七
七
年

に
出
し
た
プ
リ
ッ
グ
ス
判
決
と
同
じ
判
断
|
大
賠
審
に
先
立
つ
司
法
審
問

(
』
ロ
島
巳
色
町

g一
江
口
開
)
の
偽
証
が
ロ
O
D
・白色
4
0
n
同
門
可
で
あ
る
と
し
て
限

定
免
責
を
認
定
し
た
|
を
為
さ
ず
、
絶
体
免
責
を
言
渡
し
た
。
そ
の
理
由

と
し
て
、
，
大
賠
審
で
の
ど
ん
な
検
察
官
の
行
為
も
、
審
理
で
の
彼
の
役
割

へ
検
察
官
の
役
割
が
近
接
し
て
い
る
よ
う
に
を
三
な
手
続
き
を
引
き

起
こ
し
て
。
お
り
;
プ
リ
ツ
グ
ス
判
決
も
不
法
行
為
が
る
さ
ミ
な
司
法

手
続
き
に
乗
っ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
剖
司
川
町
町
劃
出
剖
州
出

制
倒
叫
叫
創
刊
什
オ
附
で
あ
っ
た
と
説
明
し
た
の
で
あ
る
V

(

国
に
つ
い

て
は
、
司
、
同
行
〉
の
例
外
規
定
(
二
六
八

O
条

a
項
)
に
よ
り
「
裁
量
免
責
」

に
該
当
す
る
と
判
示
し
た
)

つ
ま
り
、
グ
レ
イ
判
決
で
は
、
白
号
。
円
山
内
山
、
と
い
う
基
準
に
加
え
て
そ
の

の
問
。

5
包
な
訴
訟
当
事
者
的
地
位
を
要
求
し
て
お
り
、
マ
リ

i
ロ
判
決

の
い
う
単
純
な
機
能
分
析
で
は
複
雑
な
検
察
官
の
行
為
類
型
を
把
握
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
検
察
官
免
責

を
め
ぐ
っ
て
は
今
な
お
そ
の
絶
対
免
責
の
保
護
領
域
に
つ
い
て
解
釈
上
の
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争
い
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
、
検
察
官
の
概
念
化
を
め
ぐ
っ
て
、
二

0
1三
0
年
代
、
六

十
年
代
の
学
説
、
及
び
二
つ
の
判
例
上
の
争
点
か
ら
分
析
を
試
み
て
き
た
。

よ
う
や
く
こ
こ
に
来
て
概
念
化
の
モ
デ
ル
と
し
て
一
定
の
図
式
化
に
成
功

し
た
と
は
言
え
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
今
見
て
き
た
よ
う
に
検
討
の
余

地
の
多
い
こ
と
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

我
々
は
、
次
章
に
お
い
て
、
近
年
の
研
究
者
サ
イ
ド
か
ら
の
概
念
化
の

取
組
み
を
再
び
跳
め
る
こ
と
に
よ
り
、
検
察
官
概
念
の
発
展
史
の
お
お
よ

そ
の
素
描
を
終
え
、
現
段
階
に
お
け
る
問
題
点
の
抽
出
と
展
望
を
示
す
こ

と
に
し
た
い
。

8 
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(
1
)

歴
史
的
沿
革
に
つ
い
て
は
わ
0
5
5
2け

eham-HN岳民
円

E
H遺
書
記
ミ
守
・

凡

な

同

3
4
V
A
N

白
書
出
町
選
定
ミ
ト
ロ
苫
的
ミ
~
明
町
内
町
民
口
詰
N
M
W匂

hwhaN.qs-uzr巾
「

』

〈。

-sa・
8
・H
H
M
l
(

同
芝
山
)
邦
文
で
は
西
通
雄
「
司
法
免
責
権
|
英
法

に
お
け
る

E
e
n
目白ニ
g
g
c
E
q
を
め
ぐ
っ
て
」
裁
判
法
の
諸
問
題
(
上
)

兼
子
博
士
還
暦
記
念
、
一

O
七
頁
以
下
ご
九
六
九
)

(

2

)

N

ご
U。
宅
c
m
』
ロ
回
目
印

ω開
nczuc宮
古
∞
・

8
0
1
一(
U
0
5
5
8グ

ミ
hvs

ロ

o
z
g
g
J

(
3
)
C
4ロ
ヨ
岡
町
宮
〉
n
F
ι
N
C
・
ω・(
U

・由

5
8
も
と
も
と
本
法
は
一
八
七
一

年
の
法
律
に
基
づ
い
て
い
た
。
〉
2
0『
〉
習
-
N
0
・H
∞戸

n
F
-
M
N
2
・H
叶

g
s
zは
以
下
の
様
に
定
め
る
。

か
い
か
な
る
州
又
は
領
土
に
お
い
て
、
い
か
な
る
制
定
法
、
条
例
、
統
制
、

慣
習
又
は
慣
例
へ
の
違
背
の
下
で
の
憲
法
や
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
い

か
な
る
権
利
、
特
権
な
い
し
免
責
の
剥
奪
に
つ
き
、
管
轄
内
の
い
か
な
る

合
衆
国
の
私
人
な
い
し
他
人
に
被
ら
せ
る
か
、
又
は
そ
の
原
因
と
な
っ
た

全
て
の
者
は
、
法
律
上
の
訴
え
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
訴
え
、
な
い
し
救
済

の
た
め
の
そ
の
他
の
適
当
な
手
続
き
に
お
い
て
被
害
当
事
者
に
責
を
負
わ

ね
ば
な
ら
な
い
J

(
4
)
Z
O
Z回
一
吋
守
町

C
S
.
~
hお
注
目
民
守
口
¥

b

b
凡な

Hミ円
h
h
H
Hミ
S
月
三
号
、

。
若
丸
山
ミ
玄
白
~
h
s
-
a
c
E
4・
0
同

司

SE--〈
S
S
F
河

2
・
8
0

t
J
(
H
由
N
品

'
N印
)

日
本
法
で
は
、
現
行
の
国
家
責
任
法
体
系
の
下
で
は
検
察
官
個
人
に
対

し
賠
償
請
求
は
出
来
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
(
個
人
責
任
全
面
否
定
説
)
。

但
し
、
少
数
説
と
し
て
個
人
責
任
を
肯
定
し
た
判
例
も
あ
る
(
大
阪
高
裁

判
昭
七
・
五
・
一
七
高
裁
民
集
一
五
巻
六
号
四

O
三
頁
、
札
幌
地
判
昭
四

六
・
一
ニ
・
二
四
判
例
時
報
六
五
三
号
二
二
頁
|
芦
別
事
件
一
審
|
)
。
検
察

官
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
、
伊
東
勝
「
検
察
庁
法
精
義
」
九
三
一
頁
以
下

(
一
九
五
五
)
、
伊
藤
栄
樹
「
新
版
検
察
庁
法
逐
条
解
説
」
一
六
五
頁
以
下

(
一
九
八
六
)
、
検
察
官
の
不
法
行
為
を
松
川
事
件
を
例
に
と
っ
て
描
い

た
、
中
田
直
人
「
検
察
官
の
不
法
行
為
に
よ
る
国
家
賠
償
」
法
律
の
ひ
ろ

ば
二
二

l
七
、
一
一
頁
以
下
(
一
九
六
九
)
参
照
。

(5)

司
法
免
責
に
つ
い
て
は
前
掲
註

ω西
、
一

O
七
頁
以
下
、
欧
文
で
は
枚
挙

に
暇
が
な
い
。
検
察
官
に
関
す
る
も
の
だ
け
で
、
さ
し
あ
た
り
、

H
Y
』・
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!と択J平;;!{l-'-ó小童子iit.ã心m榔持~w4ffi(('I~主主苦~Q~ヒ醤槌

Q個以下J時的。
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合衆国検察官概念の発展

(
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1
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品
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H
り
日
仏
由
同
・
日

C
A
F

第
二
章

合
衆
国
検
察
官
の
概
念
化
の
展
開

第
一
節
近
年
の
概
念
化
論
争

前
章
に
お
い
て
我
々
は
、
刺
激
概
念
を
め
ぐ
っ
て
検
察
官
に
関
す
る
二

つ
の
概
念
類
型
を
認
め
、
更
に
免
責
問
題
に
つ
き
機
能
的
な
対
立
概
念
を

も
摘
出
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
地
位
論
と
機
能
論
の
分
離

が
明
確
に
さ
れ
、
一
定
の
モ
デ
ル
が
図
式
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ
る
が
、
未
だ
機
能
分
析
に
お
け
る
概
念
形
成
に
は
問
題
が
残
さ
れ
て
い

(
1
)
 

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、
近
年
の
検
察
官
論
に
見
ら
れ
る
概
念
化
の
パ
タ
ー

ン
を
お
お
よ
そ
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
章
に
お
い
て
示

さ
れ
た
概
念
化
の
歩
み
と
の
関
連
を
探
り
つ
つ
現
段
階
に
お
い
て
概
念
化

の
直
面
し
て
い
る
問
題
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
今
後
の
展
望
を
記
し
て
み

た
い
と
考
え
る
。

〈
一
〉
「
準
司
法
官
」
論

-

一

九

三

0
年
代
、
。

h
o
g
g目的
回
目
。

P
の
時
代
に
ベ
ー
カ
ー
教
授
ら

に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
「
準
司
法
官

L
E
C
E
-
-』

Zen-包
O
B
2司
)L
の
概

念
化
匂
元
来
訴
追
官
吏
よ
り
以
上
の
動
き
、
す
な
わ
ち
劇
側
司
法
官
た

る
の
期
待
を
表
し
て
お
り
、
更
に
サ
ザ
ラ
ン
ド
判
事
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ

北法37(6・141)965 



料

た
二
重
目
的
(
有
罪
の
獲
得
と
無
罪
の
保
護
)
と
正
義
の
遂
行
と
い
っ
た

目
標
設
定
を
伴
う
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
六

0
年
代
に
お
い
て
そ
の
刑
事
司
法
改
革
の
波
の
中
で
議

論
さ
れ
た
か
裁
量
問
題
。
は
、
そ
の
抑
制
な
い
し
適
正
行
使
と
い
う
面
か

ら
、
執
行
者
た
る
検
察
官
に
正
義
・
公
益
へ
の
奉
仕
を
求
め
る
「
目
標
論

的
(
規
範
的
)
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
よ
る
「
準
司
法
官
」
論
を
導
入
し
た
。

こ
の
議
論
の
中
心
は
、
検
察
官
は
中
立
で
公
正
で
あ
れ
と
い
う
規
範
を
司
(
4
)
 

法
官
に
準
じ
て
尊
重
す
べ
し
、
と
す
る
規
範
性
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
か
か
る
規
範
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
で
は
な
く
、
も
っ
と
単
純

に
「
行
政
」
で
も
「
司
法
」
で
も
分
類
し
え
な
い
地
位
と
し
て
司
法
手
続

き
に
関
与
す
る
官
吏
を
「
準
司
法
官
」
と
す
る
論
も
し
ば
し
ば
以
前
か
ら

見
ら
れ
て
い
た
。
法
廷
官
吏

(g己ユ。
B
B吋
)
と
し
て
の
検
察
官
を
強

く
主
張
す
る
こ
の
論
は
、
先
に
指
摘
し
た
「
準
司
法
官
」
論
と
は
い
さ
さ

か
視
点
の
相
違
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
論
の
中
心
は
、
分
析
困
難

な
対
象
へ
の
「
劇
倒
閣
」
の
描
写
に
あ
っ
た
と
言
え
る
(
地
位
的
な
二
元

論
な
い
し
疑
似
性
質
詳
細
)
。

今
、
後
者
の
「
準
司
法
官
」
論
を
伝
統
的
な
、
古
い
タ
イ
プ
と
し
て
、

前
者
の
規
範
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
な
す
「
準
司
法
官
」
論
を
新
し
い
タ
イ

プ
と
し
て
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
古
い
タ
イ
プ
の
「
準
司
法
官
」
論
の
特
徴
は
、
検
察
官
の

資

2 

有
す
る
司
法
的
性
質
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
三
権
分
立
の
言
わ
ば
例

外
と
し
て
の
地
位
を
認
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

例
え
ば
ア
ブ
ラ
ハ
ム
教
授
は
州
の
〉

2
2ロ
ミ
の

g巾
叶
色

(
A
G
)
に
つ
い

て
、
こ
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

-
A
G
は
、
権
力
分
立
原
理
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
骨
組
み
に
は
馴
染

ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
行
政
、
司
法
の
両
者

(
5
)
 

の
機
能
を
行
使
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
特
に
、

A
G
の
意
見
書
が
い
か
に
裁
判
所
に
対
し
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
か
と
い
う
視
点
か
ら

A
G
の
働
き
を
分
析
し
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
司
法
機
能
(
古
島
n
E
-
Pロ
円
昨
日
。
ロ
)
は
、

A
G
が
最
高
裁
判
所

の
判
事
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
い
る
テ
ネ
シ
ー
州
に
お
い
て
率
直

に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

A
G
の
独
立
し
た
選
出
が
職
務

の
司
法
的
局
面
を
強
調
し
よ
う
と
そ
う
で
な
か
ろ
う
と
、

A
G
に

附
随
し
て
い
る
司
法
的
性
質
に
よ
る
義
務
と
権
限
は
重
要
な
も
の

{
6
)
 

な
の
で
あ
る
。

こ
の
様
に
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
現
在
か
か
る
見
地
(
疑
似
性
質
論
)

か
ら
、
「
準
司
法
官
」
論
を
展
開
す
る
論
者
は
少
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
と
い
う
の
も
、
ア
プ
ラ
ハ
ム
教
授
の
表
現
か
ら
看
取
し
得
る
よ
う
に
、

彼
は
権
力
分
立
の
保
障
す
る
各
部
(
司
法
・
行
政
)
の
官
吏
の
制
倒
と
、

北法37(6・142)966 



そ
の
官
吏
の
果
た
す
樹
倒
と
を
混
同
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

も
と
も
と
行
政
法
の
分
野
に
お
い
て
裁
量
権
行
使
に
当
た
る
諸
部
門
の

機
能
が
、
権
力
分
立
に
抵
触
す
る
恐
れ
を
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
。
準
/

疑
似
。
た
る
文
言
を
冠
し
て
論
理
の
破
綻
を
救
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ

の
機
能
の
疑
似
性
か
ら
「
司
法
官
L

へ
方
向
づ
け
る
こ
と
は
、
地
位
・
機

(
8
)
 

能
の
理
解
に
と
っ
て
妥
当
性
を
欠
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

3

従
っ
て
、
む
し
ろ
新
し
い
タ
イ
プ
と
し
て
、
規
範
性
を
強
く
求
め

た
「
準
司
法
官
」
論
が
多
く
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
げ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

合衆国検察官概念の発展

そ
の
視
点
は
何
度
も
指
摘
し
て
き
た
如
く
、
一
一

0
1三
0
年
代
の
準
司

法
官
論
の
影
響
を
受
け
つ
つ
検
察
官
の
目
標
と
し
て
「
正
義
の
遂
行
L

を

(9) 

義
務
付
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
仮
に
こ
れ
を
「
正
義
目
標
(
優

位
)
論
」
と
し
て
お
く
が
、
こ
の
論
旨
は
、
刺
激
概
念
の
否
定
説
と
し
て

展
開
さ
れ
た
か
公
的
利
益
説
↓
中
立
性
ア
プ
ロ
ー
チ
↓
正
義
の
遂
行
概
念
。

(
凶
)

の
論
理
構
成
と
軸
を
同
じ
に
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
検
察

官
は
公
共
の
利
益
に
奉
仕
す
る
義
務
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
職

務
行
使
に
当
た
っ
て
は
「
中
立
性
」
「
公
平
さ
」
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
考

え
方
で
あ
る
。

(
日
)

更
に
こ
の
概
念
化
は
、
司
法
免
責
問
題
に
お
い
て
マ
リ

l
ロ
判
決
で
明

確
な
「
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
L

が
示
さ
れ
る
ま
で
、
通
説
的
な
免
責
原
理

の
合
理
的
根
拠
と
な
っ
て
い
た
「
公
益
論
(
吉

E
W
E
-
Q
)
1
r
も
通

じ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
裁
量
権
を
行
使
す
る
検

察
官
も
裁
判
官
と
同
じ
公
益
に
奉
仕
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
正
義
の

遂
行
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
同
様
の
免
責
(
絶
対
免
責
)
が

保
障
さ
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
コ
ッ
ク
ス
は
明
確
に
訴
追
の
目
標
と
は
正
義
で
あ
る
と
正
面

か
ら
捉
え
て
い
た
し
、
シ

l
ナ
教
授
は
検
察
官
に
は
正
義
を
求
め
る
基
本

的
義
務
が
あ
る
と
し
た
。
ま
た
カ

l
パ
l
、
イ
ス
ラ
エ
ル
教
授
ら
は
以
下

の
よ
う
に
寸
正
義
目
標
」
の
優
位
を
説
い
て
い
る
。

ー
刑
事
司
法
手
続
き
に
お
い
て
、
検
察
官
の
広
範
な
権
威
の
行
使
に

際
し
て
、
彼
は
単
に
弁
護
士
の
よ
う
な
当
事
者
(
包
足

Z
R可
)
で

は
な
い
。
弁
護
士
と
は
異
な
っ
て
、
彼
の
義
務
と
は
、
法
の
枠
内

で
そ
の
様
に
出
来
る
時
で
さ
え
も
寸
勝
つ
こ
と
」
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
彼
は
あ
る
事
件
に
お
い
て
到
達
し
た
結
果
が
正
し
い
も
の

で
あ
り
、
政
府
が
不
正
に
被
告
を
取
扱
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
満
足

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
依
頼
人
す
な
わ
ち
州

l
の
利
益
と
、
被
告
の
狭
い
自
己
利
益
と
は
一
致
し
な
い
の
だ
。

検
察
官
の
一
般
的
(
。

2
3
5
目
的
は
法
の
中
に
お
い
て
「
正
義

を
求
め
る

2
8
w
吉
田
己
円
巾
)
L

こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
ス
ワ

l
ン
、
モ

i
ガ
ン
ら
に
依
れ
ば
、
か
か
る
「
正
義
が
な
さ

北法37(6・143)967 



料

れ
る
こ
と
を
求
め
る
」
こ
と
こ
そ
が
職
務
の
役
割
を
理
解
す
る
カ
ギ

(口)

(
W
3
)

と
な
る
概
念
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

4

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
新
し
い
タ
イ
プ
の
「
準
司
法
官
L

論

を
構
成
す
る
カ
ギ
と
な
る
概
念
は
、

9

目
標
。
や
か
義
務
。
そ
し
て
か
目
的
。

と
い
っ
た
視
点
に
よ
っ
て
検
察
官
を
眺
め
て
い
る
の
で
あ
り
(
目
標
論
的

(
日
)

ア
プ
ロ
ー
チ
)
、
古
い
タ
イ
プ
と
同
様
ρ

地
位
的
評
価
。
が
与
え
ら
れ
て
い

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
特
に
六

0
年
代
を
中
心
に
主
張
さ
れ
、
近
年
ま

た
イ
ス
ラ
エ
ル
教
授
ら
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
正
義
目
標
論
」
に

欠
け
て
い
る
地
位
的
評
価
は
、
実
際
に
地
位
を
め
ぐ
る
準
司
法
官
論
へ
の

関
心
が
な
か
っ
た
た
め
か
、
ま
た
は
「
地
位
論
」
の
必
要
性
を
認
め
な
か

っ
た
為
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

前
者
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
裁
量
問
題
の
論
争
が
、
裁
量
の
在
り

方
に
つ
い
て
の
議
論
よ
り
も
、
い
か
に
濫
用
を
抑
制
し
、
適
正
に
行
使
し

て
い
く
か
と
い
っ
た
議
論
に
傾
い
て
い
た
こ
と
を
見
て
も
、
「
地
位
論
」
よ

り
も
「
規
範
論
(
義
務
な
い
し
目
標
)
」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
た
と
言

(
四
)

う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
、
既
に
「
行
政
・
執
行
官
」

た
る
の
地
位
に
関
し
て
充
分
踏
ま
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
格
別

述
べ
る
こ
と
が
な
く
、
規
範
性
を
強
く
帯
び
た
姿
、
準
司
法
官
と
し
て
の

行
政
官
へ
の
期
待
が
地
位
論
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
だ
と
言
い
替
え
る

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
地
位
論
を
踏

資

ま
え
た
「
正
義
目
標
論
」
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
イ
ス
ラ
エ
ル
教
授
ら

の
論
調
に
示
さ
れ
る
如
く
当
事
者
性
よ
り
も
正
義
の
遂
行
を
優
位
に
置
い

て
い
る
事
か
ら
、
当
事
者
主
義
に
基
づ
い
た
地
位
論
(
例
え
ば
刺
激
概
念

(
初
)

の
分
析
で
用
い
ら
れ
た
当
事
者
的
ア
プ
ロ
ー
チ
等
)
の
ス
テ
ッ
プ
を
確
認

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

従
っ
て
、
や
は
り
新
し
い
タ
イ
プ
の
「
準
司
法
官
」

H
「
正
義
目
標
(
優

位
)
論
」
も
少
な
か
ら
ず
規
範
的
で
あ
り
す
ぎ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
「
地

位
論
」
の
展
開
を
補
足
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
次
に
、
「
行
政
・
執
行
官
」
概
念
と
「
正
義
の
遂
行
」
概
念
と
を

併
記
し
た
「
ジ
レ
ン
マ
/
バ
ラ
ン
ス
論
」
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

〈
二
〉
「
ジ
レ
ン
マ
/
バ
ラ
ン
ス
」
論

-
一
項
で
考
察
さ
れ
た
「
準
司
法
官
」
論
に
よ
る
検
察
官
の
司
法
的

性
質
と
、
そ
の
執
行
官
た
る
「
行
政
官
」
概
念
と
の
二
つ
の
概
念
を
ジ
レ

ン
マ
と
捉
え
て
、
両
者
の
均
衡
を
計
る
バ
ラ
ン
ス
の
要
請
を
考
え
る
の
が

こ
の
「
ジ
レ
ン
マ
/
バ
ラ
ン
ス
」
論
で
あ
る
と
言
え
る
。

す
な
わ
ち
、
寸
準
司
法
官
」
論
に
お
い
て
抜
け
落
ち
て
い
た
行
政
官
た
る

の
地
位
の
強
調
を
検
察
官
の
概
念
化
に
採
り
入
れ
る
一
方
で
、
「
正
義
を
遂

行
す
る
L

と
い
う
規
範
を
同
時
に
全
う
さ
せ
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
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そ
こ
で
は
、
当
事
者
主
義
問
題
や
概
念
化
に
関
し
て
摘
出
さ
れ
て
き
た
二

極
化
す
る
対
立
構
造

l
「
準
司
法
官
」
概
念
と
「
行
政
官
」
概
念
ー
を
作

(
幻
)

り
出
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
共
存
さ
せ
て
い
る
が
故
に
ジ
レ
ン
マ
が
生
ぜ
ざ

る
を
得
な
い
と
言
え
る
。
そ
こ
で
各
論
者
と
も
矛
盾
の
克
服
の
為
に
、
主

と
し
て
両
概
念
の
バ
ラ
ン
ス
付
け
に
解
決
の
道
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る

の
が
特
徴
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
解
決
手
段
と
し
て
、
も
し
「
正

義
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
」
を
上
位
理
念
と
し
て
置
く
な
ら
ば
、
正
に
そ
れ

は
中
立
性
ア
プ
ロ
ー
チ
↓
寸
準
司
法
官
」
論
へ
と
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

合衆国検察官概念の発展

そ
れ
で
は
論
者
は
い
か
な
る
概
念
を
ジ
レ
ン
マ
と
し
て
描
い
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
寸
準
司
法
官
L

的
な
機
能
と
、
擁
護
者
(
白
色
〈
。

g
g
)
の

ジ
レ
ン
マ
を
ラ
パ
ト
ラ
教
授
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

ー
検
察
官
の
機
能
を
モ
デ
ル
化
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
準
司
法

的
役
割

(g】
巾
)
に
よ
っ
て
検
察
官
の
決
定
が
影
響
さ
れ
て
い
る
範

囲
を
知
る
こ
と
が
非
情
に
難
し
い
。
明
ら
か
に
司
法
的
機
能
を
遂

行
し
、
か
つ
ま
た
法
執
行
の
為
に
擁
護
者
で
あ
る
と
い
う
動
態
性

{
訟
)

(己回、同

g
B
K印
)
は
大
変
複
雑
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
プ
パ
ニ

l
、
ス
キ

l
ラ
ン
両
教
授
は
、
執
行
官
吏
と
し
て
の
作

用
を
確
認
し
た
上
で
、
判
決
的
機
能
(
国
企
丘
一
日

S
F
)ロ
E
ロ
2
2ロ
)
と
統

制
的
機
能
(
『
巾

m
z
z
g吋
可

同

g
n
z
oロ
)
と
を
遂
行
す
る
機
能
的
二
元
論
を

2 

(
幻
)

展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ジ
レ
ン
マ
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
へ
の
バ
ラ
ン
ス
を
真
正
面
か
ら
取
上
げ
た
の
は
、

マ
テ
ィ
ア
ス
教
授
等
で
あ
ろ
う
。
彼
等
は
検
察
官
を
行
政
局

(
2
2
E守巾

σ『
gny)
の
官
吏
で
あ
る
と
認
め
た
上
で
、
「
法
が
正
し
く
執
行
さ
れ
る
」

と
い
う
目
標
に
加
え
て
、
「
正
義
を
求
め
る
こ
と
」
そ
し
て
「
有
罪
を
得
る

こ
と
」
と
い
う
目
標
を
併
置
し
、
検
察
官
は
こ
の
ペ
オ
刈
利
剖
剖
副
詞
樹

(M) 

を
負
っ
て
い
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

3

更
に
こ
の
バ
ラ
ン
ス
論
を
、
訴
追
の
目
標
よ
り
も
よ
り
具
体
的
に

個
々
の
被
告
の
主
張
と
、
公
益
と
の
間
の
利
益
衡
量
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
へ

(
お
)

と
展
開
し
た
の
が
モ

l
ラ
ン
、
ク

l
パ
l
両
教
授
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
彼

等
は
そ
の
衡
且
一
旦
に
際
し
て
、
か
個
々
の
利
益
が
全
て
あ
ま
り
に
も
頻
繁
に
社

会
的
利
益
に
一
致
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
事
実
を
問
題
と
し
て
、
検
察
官

の
そ
う
し
た
決
定
は
、
彼
個
人
の
利
益
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と

(
M
m
)
 

を
批
判
し
た
。

シ
モ
ン
セ
ン
両
教
授
は
、
検
察
官
の
責
任
と
し
て

被
告
の
「
権
利
と
特
権
(
ユ

m
Z白
血
ロ
色
℃
ユ
三

-Em何
回
)
L

を
否
定
す
る
こ
と

な
く
、
「
正
義
(
〕

5
同
町
内
出
)
」
の
最
高
の
利
益
を
同
時
に
確
保
す
べ
き
こ
と

を
指
摘
し
、
モ

l
ラ
ン
教
授
等
の
述
べ
た
利
益
衡
量
説
に
加
え
て
そ
の
法

執
行
官
と
し
て
の
地
位
を
描
い
た
の
で
あ

M
V

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
に
お
い
て
示
さ
れ
て
き
た
「
ジ
レ
ン
マ
/
パ

ま
た
ヴ
ェ
ッ
タ

l
、

4 
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料

ラ
ン
ス
L

論
に
は
、
言
葉
は
異
な
っ
て
い
な
が
ら
も
「
行
政
・
執
行
官
L

概
念
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上

(
曲
目
)

で
、
機
能
的
二
元
論
(
プ
パ
ニ

l
教
授
)
や
利
益
衡
量
論
(
モ

l
ラ
ン
教

(
却
)

授
)
が
バ
ラ
ン
ス
付
け
へ
の
道
と
し
て
提
示
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
「
準
司
法
官
」
論
の
中
で
主
張
さ
れ
た
寸
正
義
目
標
論
」
に

よ
る
「
正
義
の
遂
行
」
の
優
位
に
対
し
て
、
「
ジ
レ
ン
マ
/
バ
ラ
ン
ス
」
論

は
、
か
か
る
優
位
性
を
否
定
し
、
正
義
に
つ
い
て
も
有
罪
に
つ
い
て
も
等

し
く
配
慮
す
る
と
い
う
視
点
を
提
供
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
バ
ラ
ン
ス
の
配
慮
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
も
結
局
、
「
中

立
性
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
同
様
規
範
的
過
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
と
言
え
る
。

何
故
な
ら
、
モ

i
ラ
ン
教
授
等
が
述
べ
た
様
に
、
。
個
々
の
利
益
と
社
会
的

(
却
)

利
益
が
制
剖
引
叫
一
致
し
す
ぎ
て
い
る
。
か
ら
で
あ
り
、
か
か
る
利
益
衡

量
な
い
し
バ
ラ
ン
ス
の
指
標
が
明
確
に
さ
れ
な
い
限
り
は
、
検
察
官
の
裁

量
、
決
定
の
追
認
と
し
て
の
効
果
し
か
果
た
し
え
ず
、
バ
ラ
ン
ス
配
慮
と

い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
の
持
つ
目
的
そ
の
も
の
が
空
洞
化
し
て
し
ま
う
こ
と
は

避
け
ら
れ
な
い
と
懸
念
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
「
準
司
法
官
L

論
、
「
バ
ラ
ン
ス
」
論
の
規
範
性
を

批
判
し
、
手
続
き
の
現
実
的
局
面
か
ら
検
察
官
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
「
擁

護
者
(
白
骨

og円
)
」
論
を
続
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

資

〈
一
二
〉
「
擁
護
者
(
〉
仏
4
0
2同
)
」
論

-
前
項
で
述
べ
ら
れ
た
「
バ
ラ
ン
ス
」
論
は
、
行
政
官
と
し
て
の
検

察
官
を
そ
の
前
提
と
し
て
、
担
う
べ
き
目
標
や
機
能
、
そ
し
て
利
益
衡
量

と
い
っ
た
矛
盾
し
た
要
素
の
バ
ラ
ン
ス
付
け
を
義
務
と
す
る
考
え
方
で
あ

っ
た
が
、
こ
こ
で
示
さ
れ
る
「
擁
護
者
」
論
と
は
、
当
事
者
主
義
下
で
の

政
府
・
州
の
ミ
S
S
H
(擁
護
、
主
張
す
る
者
、
の
意
)
と
い
う
法
執
行
に

携
わ
る
者
と
し
て
の
検
察
官
の
働
き
を
強
調
し
、
寸
正
義
の
遂
行
」
概
念
よ

り
も
、
む
し
ろ
「
有
罪
を
得
る
」
機
能
こ
そ
が
訴
追
官
た
る
検
察
官
に
相

応
し
い
と
す
る
思
考
で
あ
る
。

(
但
)

す
な
わ
ち
、
「
準
司
法
官
L

論
H
「
正
義
目
標
論
」
に
対
し
て
「
当
事
者

的
利
益
L
H
「
私
的
利
益
」
の
優
先
を
よ
り
妥
当
と
し
て
お
り
、
「
バ
ラ
ン

ス
」
論
の
持
つ
あ
い
ま
い
さ
、
つ
ま
り
バ
ラ
ン
ス
の
指
標
の
欠
知
と
い
っ

た
点
を
克
服
す
る
為
に
「
法
執
行
官
吏
」
と
し
て
の
役
割
を
全
面
に
押
出

そ
う
と
し
て
い
る
。

か
か
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
刺
激
概
念
に
つ
い
て
肯
定
の
立
場
を
採
っ
た

「
私
的
利
益
説
」
と
同
じ
方
向
性
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
我
々
は
こ
う
し

た
概
念
化
の
傾
向
を
既
に
第
一
章
二
節
で
、
セ
イ
モ
ア
を
始
め
と
す
る
実

務
サ
イ
ド
か
ら
の
分
析
で
も
確
認
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
理
論
的
系
譜
を

詳
し
く
述
べ
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
検
察
官
の
訴
追
官
、
法
執
行
官
と
し
て
の
地
位
と
共
に
そ

2 
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(
担
)

の
機
能
を
第
一
義
的
に
認
め
た
論
者
と
し
て
、
ア
ル
パ

l
ト
、
ク
ラ

l

(

お

)

(

お

)

ク
、
そ
し
て
ラ
イ
ト
教
授
ら
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ア
ル
パ

l
卜
教
授
は
、
ぷ
侠

{
釘
)

察
官
の
最
も
重
要
な
機
能
は
犯
人
の
訴
追
で
あ
る
。
と
述
べ
、
「
パ
ラ
ン

(
犯
)

ス
L

論
で
言
わ
れ
た
機
能
的
二
元
論
か
ら
の
脱
皮
を
試
み
た
。
ま
た
、
ク

ラ
i
ク
教
授
は
、
検
察
官
を
か
主
た
る
法
執
行
の
官
吏
と
す
る
こ
と
は
当

事
者
制
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
し
て
、
当
事
者
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の

(
ぬ
)

妥
当
性
を
確
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
「
行
政
・
執
行
官
L

概
念
の
強
調
に
際
し
て
非
常
に
ユ
ニ

l
(ω) 

ク
な
分
析
を
行
な
っ
た
の
が
、
フ
ェ
ル
ケ
ネ
ス
教
授
の
研
究
で
あ
ろ
う
。

彼
は
一
般
概
念
を
説
く
よ
り
も
ま
ず
、
倫
理
的
に
検
察
官
が
「
正
義
の
遂

行
」
を
求
め
ら
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
何
故
自
ら
の
職
務
を
「
有
罪
獲

得
」
機
能
と
見
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
解
こ
う
と
試

(
引
)

み
た
の
で
あ
る
。
教
授
は
、
結
論
的
に
は
か
検
察
官
は
二
つ
の
異
な
っ
た

役
割
を
果
た
す
。
と
し
て
「
擁
護
者
L

と
「
司
法
官
」
と
い
う
調
和
が
自

己
概
念
を
あ
い
ま
い
に
さ
せ
て
い
る
と
考
え
、
二
重
機
能
論
を
採
り
つ
つ

同
時
に
ジ
レ
ン
マ
を
描
い
て
い
た
の
で
、
本
項
の
「
擁
護
者
」
論
に
含
ま

せ
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
言
え
る
が
、
そ
の
分
析
方
法
ー
の

g
i
n
z。ロ

(
位
)

3
宮
町
。
-
。
明
(
加
罰
心
理
)
|
が
「
擁
護
者
」
論
の
考
察
に
極
め
て
秀
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
項
で
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。

ま
ず
彼
は
。
検
察
官
の
決
定
に
関
す
る
支
配
的
性
格
。
は
準
司
法

3 

官
的
で
あ
る
と
し
た
が
、
そ
の
決
定
作
用
(
裁
量
行
為
)
は
無
意
識
の
個

別
的
な
好
み
(
胃
a
-
5
2
Zロ
)
で
は
な
い
か
と
批
判
し
、
容
易
な
ラ
ベ
リ

ン
グ
に
警
告
を
発
し
て
い
引
v

そ
し
て
そ
の
根
拠
を
検
察
官
の
「
加
罰
心

理
L

に
あ
る
と
し
た
。

で
は
「
加
罰
心
理

(
n
s
i
a
oロ
H
M

間
宮
町
。
-
。
坦
)
」
と
は
何
な
の
か
|

そ
れ
は
検
察
官
が
現
実
に
は
被
告
を
有
罪
と
考
え
て
お
り
、
裁
判
制
度
を

有
罪
者
が
適
当
な
刑
罰
を
受
け
る
た
め
に
検
察
官
の
働
く
手
段
で
あ
る
と

見
て
お
り
、
自
ら
を
「
公
共
の
保
護
者
(
℃
5
5
2
R
。
ご
宮
市
宮
H
E
W
)
」

で
あ
る
と
し
て
、
有
罪
が
宣
告
さ
れ
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
自
ら
の
義
務

と
考
え
て
い
M
F
|
そ
う
し
た
検
察
官
の
自
己
規
定
に
基
づ
く
心
理
で
あ

る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

か
か
る
心
理
を
引
起
こ
す
も
の
と
し
て
、
フ
エ
ル
ケ
ネ
ス
教
授
は
様
々

の
圧
力
を
指
摘
し
て
い
る
。

検
察
官
が
公
選
制
で
あ
り
政
治
的
な
踏
み
台
(
兵
呂
田
Z
S
)
と
な
っ
て

い
る
こ
と
は
つ
と
に
述
べ
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
公
衆
の
目
に

さ
ら
さ
れ
る
検
察
官
は
、
自
ら
の
成
功
を
犯
罪
に
対
す
る
有
罪
の
数
(
又
引

は
率
)
に
よ
っ
て
量
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
原
因
か
ら
検
察
官
は
①
叩

割
当
て
ら
れ
た
予
算
を
正
当
化
し
、
②
更
に
多
く
の
予
算
を
獲
得
す
る
為
、

ω

③
公
的
サ
ー
ビ
ス
が
優
れ
て
い
る
事
を
示
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
④
職
務
の
効
削

果
の
証
明
の
為
に
有
罪
率
を
引
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
状
況
に
至
北



料

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
加
罰
心
理
は
、
同
】
吋
巾
'
V
包
括
曲
目
ロ
宮
町
(
司
法
取
引
)

(
必
)

と
い
う
形
で
端
的
に
現
れ
て
く
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
「
有
罪
の
推
定
」
と
い
う
観
念
に
も
現
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
カ
プ
ラ
ン
教
授
の
。
実
際
に
検
察
官
が
被
告
の
有
罪
を
信
じ
な
か
っ

た
ら
、
・
彼
は
訴
追
業
務
を
行
な
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
れ
は
単
に
訴
追

政
策
の
疑
問
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
大
多
数
の
検
察
官
が
、
有
罪
と
確
信

せ
ず
に
訴
追
す
る
こ
と
は
道
徳
的
に
悪
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
か
ら
だ
。

(
灯
)
ぷ
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
、
検
察
官
は
被
告
の
有
罪
に
つ
い
て
判
断

を
下
し
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
を
説
明
し
、
検
察
官
に
は
「
無
罪
推
定
の

原
則
」
が
妥
当
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
準
司
法
的
性
質
を
否

(
必
)

定
し
た
の
で
あ
る
。

資

と
こ
ろ
が
フ
ェ
ル
ケ
ネ
ス
教
授
は
、
証
拠
開
示
を
め
ぐ
る
問
題
に

つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
。
つ
ま
り
、
検
察
官
は
一
当
事
者

(包
4
0
2
H
)
の
戦
略
と
し
て
か
被
疑
者
に
有
利
と
な
る
証
拠
を
示
そ
う
と

し
な
い
。
が
、
吉
一

σ-w
。
B
n
R
(公
務
員
)
と
し
て
か
検
察
官
は
全
証
拠

の
提
示
を
要
求
さ
れ
る
々
の
で
あ
っ
て
職
務
上
の
矛
盾
が
引
起
こ
さ
れ
る

が
、
そ
れ
は
共
同
体
の
か
無
実
が
守
ら
れ
る
事
を
求
め
ヘ
ま
た
か
犯
罪
が

重
ね
ら
れ
な
い
よ
う
に
求
め
る
。
と
い
う
相
反
す
る
ニ

l
ズ
に
起
因
す
る

も
の
で
あ
り
、
二
重
機
能
の
ジ
レ
ン
マ
が
生
じ
る
。
し
か
し
、
検
察
官
は

こ
の
役
割
の
葛
藤
の
解
決
の
為
に
、
「
準
司
法
的
性
質
」
を
無
視
し
て
お

4 

り
、
訴
追
決
定
時
に
の
み
こ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。

そ
し
て
、
彼
は
こ
の
よ
う
に
も
述
べ
た
。

ー
加
罰
心
理
の
出
現
は
、
検
察
官
が
準
司
法
官
と
代
理
人
の
両
方
と

し
て
審
理
手
続
き
で
働
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
同
時
的

(
8
5
R
-

吋
g昨
)
な
役
割
の
一
部
に
沿
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
法
廷
の
準
司
法
官

と
し
て
、
彼
は
公
正
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
被
告
が
訴
え
ら

れ
た
犯
罪
に
つ
き
有
罪
か
無
罪
か
を
決
定
す
る
よ
う
に
試
み
な
け

(
叩
)

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

結
局
彼
は
、
加
罰
心
理
の
優
位
へ
の
制
限
と
し
て
証
拠
の
提
示
の
際
の

(
日
)

公
正
さ
を
述
べ
、
そ
れ
に
勝
る
熱
意
を
許
さ
れ
な
い
と
し
た
。
つ
ま
り
彼

は
「
加
罰
心
理
L

と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
り
つ
つ
も
、
そ
の
加
罰
心
理

へ
の
制
限
と
い
う
形
で
結
論
を
導
き
、
い
わ
ゆ
る
「
正
義
目
標
(
優
位
)

論
L

と
同
様
の
方
向
性
を
表
し
た
の
で
あ
っ
た
。

5

一
方
、
加
罰
心
理
と
同
じ
指
向
を
有
し
つ
つ
、
そ
れ
を
全
面
的
に

(
臼
)

承
認
し
た
の
が
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
タ
イ
ン
教
授
で
あ
る
。
彼
は
犯
罪
を
捜
索

し
、
事
件
を
訴
追
す
る
当
事
者
的
情
熱

(UR江田白ロ

NE-)
と
、
単
な
る

当
事
者
と
は
異
な
っ
て
公
共
の
利
益
を
保
護
す
る
(
胃
。
5
2
§
町
宮
ぴ
zn

S
R
5
2由
)
と
い
う
矛
盾
す
る
役
割
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
と

(
臼
)

し
た
近
時
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
二
つ
の
判
例
を
引
き
つ
つ
、
「
中
立
性
L

「
公
平
さ
」
と
い
っ
た
概
念
を
保
持
し
う
る
の
は
裁
判
官
だ
け
で
あ
り
、

北法37(6・148)972 



検
察
官
は
本
来
的
に
当
事
者
的
な
も
の
だ
と
し
て
以
下
の
様
に
述
べ
て
い

る。
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ー
要
す
る
に
、
検
察
官
は
裁
判
所
の
役
割
(
]
ロ
門
出

n
g
-
g
Z
)
を
果
た

し
て
い
る
も
の
と
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
何
故
な
ら
、
検
察

官
が
個
人
的
に
当
事
者
的
(
宮
司
昨
日

gH乙
で
あ
る
た
め
で
は
な
く
、

検
察
官
が
そ
の
役
割
の
故
に
当
事
者
的
に
な
る
の
は
避
け
ら
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
フ
エ
ル
ケ
ネ
ス
教
授
が
描
い
た
有
罪
獲
得
へ
の
加
罰
心
理

を
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
タ
イ
ン
教
授
は
当
事
者
的
情
熱
と
解
し
、
そ
れ
を
検
察

官
の
役
割
に
固
有
の
も
の
と
し
て
承
認
し
て
「
裁
判
官
的
役
割
(
』

Zen-色

g-巾
)
日
司
法
官
的
性
格
」
を
排
斥
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
検

察
官
の
有
罪
答
弁
取
引
、
ひ
い
て
は
訴
追
裁
量
へ
の
裁
判
所
の
介
入
の
現

れ
の
一
歩
と
し
て
こ
う
し
た
検
察
官
の
当
事
者
的
理
解
を
採
っ
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
我
々
が
前
章
三
節
で
見
た
如
く
、
刺
激
概
念
論
争
の
一
つ
の

帰
結
と
し
て
同
様
の
論
旨
が
ジ
ェ
リ
コ
判
決
で
も
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

り
、
検
察
官
の
当
事
者
的
地
位
、
執
行
官
と
し
て
の
機
能
が
既
に
確
認
さ

れ
て
い
る
。お

お
よ
そ
以
上
三
つ
の
タ
イ
プ
に
、
現
在
の
検
察
官
の
概
念
化
類

型
を
示
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
勿
論
そ
れ
ぞ
れ
突
然
現
代
に
お
い
て

6 

主
張
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
個
々
に
理
論
的
系
譜
が
存
し
て
い
る
こ
と

は
各
項
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お
り
で
あ
っ
た
。
現
在
合
衆
国
に
お
い
て

最
も
支
持
さ
れ
て
い
る
概
念
化
の
方
向
が
何
で
あ
る
か
は
即
断
で
き
な
い

が
、
恐
ら
く
、
「
ジ
レ
ン
マ
/
バ
ラ
ン
ス
」
論
を
経
て
「
擁
護
者
」
論
H

「行

政
・
執
行
官
」
概
念
が
今
後
通
説
的
位
置
を
占
め
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
は
当
事
者
主
義
/
刺
激
概
念
論
争
で
示
さ
れ
た
「
私
的
利

(
貯
)

益
説
↓
当
事
者
的
ア
プ
ロ
ー
チ
↓
行
政
官
概
念
」
と
い
う
思
考
と
軸
を
一

つ
に
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
か
か
る
立
場
か
ら
マ
リ

l
ロ
判
決
で
は
司

法
免
責
問
題
に
関
し
「
準
司
法
機
能
↓
絶
対
免
責
」
「
行
政
機
能
↓
限
定
免

責
」
と
い
う
区
分
が
為
さ
れ
、
検
察
官
の
準
司
法
官
た
る
地
位
に
基
づ
く

{
路
)

免
責
の
保
証
と
い
う
考
え
方
は
放
棄
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
右
判
例
の
支
持
を
受
け
た
「
擁
護
者
」
論
も
、
そ
の

司
法
審
査
の
道
を
聞
く
為
の
手
段
化
し
て
し
ま
い
、
検
察
官
自
体
の
行
為

目
的
が
有
罪
獲
得
に
走
り
す
ぎ
で
は
司
法
の
適
正
さ
が
損
な
わ
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
危
慎
や
、
政
府
の
捌
調
に
終
始
す
る
余
り
権
力
の
濫
用

の
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
批
判
が
当
然
為
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
は
ヴ
ェ
ス
ト
ン

教
授
ら
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
「
〉
仏
4
c
n巳
」
の
概
念
設
定
に
関
す
る
異
説
に

も
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
検
察
官
は
〉
仏
4
6
2
円
で
あ
る
が
「
人
民
の
代
理
」

と
し
て
の
役
割
で
あ
り
、
そ
の
依
頼
人
は
特
定
の
個
人
で
は
な
く
、
州
の

人
民
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
検
察
宮
に
は
か
被
告
が
公
正
な
審
理
を
有
す

北法37(6・149)973 



料

る
。
こ
と
を
保
障
す
る
義
務
が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
刑
事
司
法
制
度
の
究
極
の
目
標
で
あ
る
「
正
義
」
を
検
察

官
に
い
か
に
担
保
さ
せ
う
る
か
と
い
っ
た
問
い
か
け
が
ま
さ
に
こ
れ
が

「
準
司
法
官
」
論
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
だ
が
|
為
さ
れ
て

く
る
・
の
で
あ
る
。
裁
量
の
妥
当
性
の
問
題
、
証
拠
開
示
の
義
務
の
問
題
、

違
法
な
捜
査
と
そ
れ
に
基
づ
く
訴
追
の
抑
止
の
問
題
等
々
、
手
続
き
の

様
々
な
段
階
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
諸
問
題
に
対
す
る
視
座
の
基
盤
と
し

て
か
か
る
批
判
に
答
え
る
こ
と
の
出
来
る
概
念
化
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で

{ω) 

ホ
Y
G
。

資

以
上
に
お
い
て
、
本
稿
の
目
的
と
す
る
二

O
世
紀
の
合
衆
国
の
検

察
官
を
め
ぐ
る
概
念
化
の
歩
み
を
概
観
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
言
え
よ
う
。

そ
こ
で
最
後
に
次
節
に
お
い
て
、
現
段
階
で
記
し
て
お
く
べ
き
問
題
点
を

い
く
つ
か
挙
げ
、
更
な
る
検
察
官
の
概
念
化
の
展
望
を
示
し
て
お
き
た
い
。

7 (
l
)

一
章
四
節
〈
コ
一
〉

5
参
照

(
2
)

一
章
一
節
〈
二
〉
参
照
。

z-河
田
白

Z
F
吋
p
h
h
u
S的町内定
S
N
h
h
S
3
h
a
y

h
n官
三
寄
与
品
三
守
口
、

R
』

-n-F-N2お
(
H

喝
さ
に
よ
れ
ば
「
(
ウ

イ
ス
コ
ン
シ
ン
州
)
最
高
裁
判
所
は
、
門
出
鬼
門
-
2
同門件。

g
a
(地
区
検
察
官
)

は
執
行
官
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
機
会
を
利

用
し
た
。
検
察
官
は
準
司
法
官
な
の
で
あ
り
、
犯
罪
に
つ
い
て
訴
え
ら
れ

た
人
の
訴
追
に
対
し
て
公
民
(
匂
ロ
σロ
円
)
に
よ
っ
て
雇
わ
れ
、
有
無
罪
を
明

確
か
又
は
疑
わ
し
い
程
の
有
罪
な
の
か
を
決
定
す
る
正
当
な
裁
量
を
行
使

す
る
。
」
の
で
あ
る
。
国
F
A
山印∞

(
3
)

一
章
一
節
〈
二
〉

4
参
照
。
切
巾
お
R

4
・
C
・
ω-N由印
C-ω
・叶∞・

8
ω
・
0
・

品一山少叶
A

山戸関門凶
H
ω
H
品(
H
由一w
印)

(
4
)
一
章
二
節
〈
二
〉

1
及
び
〈
三
〉

2
参
照

(
5
)

出
』
・
〉
官
印
}
同
白
g

h

w

M

N

・閉山・∞巾ロ邑巾

E-
同

2
P
町
め
宮
町
時

K
A
H
p
v
g
h
H

。
同
諸
問
、
ミ
・
弘
、
3
.
2
N
札
口
¥

H

F

向
。
r
u
N
h
W
4
H
吋吋

C
H
V由
-
H
h

河虫、・吋由日・

吋喧叶
(
H

由由由)

(
6
)
h
h
戸田仲・叶由∞

(
7
)

例
え
ば
、
ス
コ
ー
ル
ニ
ツ
ク
は
準
マ
ジ
ス
ト
レ
イ
ト
機
能
と
し
て
検
察

官
を
把
握
し
た
。

]
国
・

ωro-口付
-
P
ω
2
M
U
-
ゎ。
E
g
g
-口
同
町
巾
〉
色
〈
巾
a
R可
ω可回同
g
f

閉山同口問}】』

Eaw巾
S-
ぉ
1
3
S品)

(
8
)

「
準
司
法
機
関
に
関
す
る
研
究
」
司
法
研
究
報
告
三
て
尚
ド
イ
ツ

に
お
け
る
判
検
事
の
等
質
性
宿
区

M
R
G
E
n
z
z
x
)
に
関
し
て
、
松
尾

浩
也
『
西
ド
イ
ツ
刑
事
司
法
に
お
け
る
検
察
官
の
地
位
』
法
学
協
会
雑
誌

八
四
ー
一

O
(
一
九
六
七
)
参
照

(
9
)

一
章
一
節
〈
二
〉

4
以
下
参
照

(
印
)
一
章
三
節
〈
二
〉

1
、
2
参
照

(
日
)
冨
白
同
4
2
0
4
・
c
q
o町
田
色
白

-27・
S
印
匂

E

S
由(印
5
・
C
円・

5
∞C
)

(
ロ
)
一
章
四
節
〈
一
〉

1
及
び
2
参
照

(
日
)
同
3
又
同
註
参
照
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第

節

問
題
と
展
望

/¥ 

-
L〆

司
法
的
行
為
に
関
し
て

合衆国検察官概念の発展

第
一
章
四
節
で
示
さ
れ
た
概
念
化
の
モ
デ
ル
の
図
式
は
準
司
法
官

の
地
位
の
否
定
と
、
準
司
法
機
能
、
行
政
機
能
の
二
元
的
把
握
と
い
う
結

(
1
)
 

論
を
得
る
に
至
っ
た
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
免
責
問
題
と
刺
激
概
念
論
争
の
脈
絡
に
お
い
て
(2) 

行
政
官
概
念
と
準
司
法
機
能
論
と
の
関
連
に
は
疑
問
が
提
せ
ら
れ
、

(
3
)
 

か
白
色

5
2
7を
準
司
法
機
能
と
す
る
マ
リ

l
ロ
判
決
と
、
、
前
節
で
示
さ

れ
た
寸
擁
護
者
」
論
H
行
政
官
概
念
と
は
論
理
的
に
整
合
し
得
な
い
の
で

(
4
)
 

は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

現
段
階
で
か
か
る
混
迷
し
た
概
念
が
交
錯
し
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
検

察
官
の
機
能
分
類
に
端
を
発
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い

う
の
は
、
既
に
近
代
の
論
争
状
況
の
考
察
か
ら
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
検

察
官
は
行
政
(
執
行
)
官
L

と
い
う
地
位
論
に
関
す
る
定
義
は
も
は
や
動

か
し
が
た
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
地
位
論
と
機
能

論
の
分
離
が
為
さ
れ
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
け
だ
し
、
「
ジ
レ
ン
マ
/
パ
ラ

(
5
)
 

ン
ス
論
」
に
お
い
て
も
、
行
政
・
執
行
官
た
る
の
地
位
は
確
認
さ
れ
、
「
準

司
法
官
論
L

の
古
い
タ
イ
プ
で
あ
る
「
疑
似
性
質
論
」
も
論
争
の
上
で
は

(
6
)
 

過
去
の
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
か
か
る
準
司
法
官
た
る
の
地
位
は
マ
リ

l

(

7

)

(

8

)

 

ロ
、
ジ
ェ
リ
コ
、
両
判
決
で
否
定
さ
れ
る
と
い
う
法
廷
の
考
え
方
が
そ
れ

を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
地
位
論
と
機
能
論
は
個
別
議
論
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
が
、
機

能
論
の
分
析
に
関
し
て
未
だ
問
題
点
の
在
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

〈擁護者(Advocat)の論旨〉

(検察官)

行政官的地位寸

擁護者

J(山 ocat)
法執行官

当事者的機能

〈マリーロ判決の「機能的分析J>

(検察官) r←ー準司法機能

行政官的地位 (advocat)

¥ 執行機能

(administrator) 

ま
ず
マ
リ

l
ロ
判
決
が
絶
対

免
責
と
限
定
免
責
の
区
別
の
為
に
用

い
た
「
機
能
的
分
析
L

は
、
検
察
官

の
機
能
を
準
司
法
(
法
廷
手
続
き
に

密
接
な
)
機
能
と
執
行
機
能
と
に
分

類
し
た
上
で
そ
れ
ぞ
れ
に
絶
対
免
責

(
裁
判
官
と
同
様
)
、
限
定
免
責
を
与

え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

2 
を張はい
描し、わ
い、そゆ
て法のる
い執当「
た行事擁
のと者護
でし的者
あて性論
る五の質」
。)主を

な強
機く
能主

と
い
う
の
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料

前
の
図
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
マ
リ

l
ロ
判
決
の
二
元
的
な
機
能

理
解
は
「
擁
護
者
論
L

で
は
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ

の
「
準
司
法
的
機
能
」
と
い
う
捉
え
方
を
排
斥
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
す

ま
す
執
行
官
と
し
て
の
地
位
と
機
能
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

同
じ
「
行
政
官
」
概
念
に
立
ち
な
が
ら
も
矛
盾
の
生
じ
て
い
る
事
を
押
え

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
マ
リ

l
ロ
判
決
の
二
元
的
機
能
論
に
近
い
も
の
は
む

し
ろ
「
ジ
レ
ン
マ
/
バ
ラ
ン
ス
論
」
の
中
か
ら
見
出
さ
れ
る
。
プ
パ
ニ

l

教
授
ら
は
、
司
法
で
も
な
く
立
法
で
も
な
い
政
府
の
執
行
官
吏
と
し
て
検

察
官
を
一
示
し
な
が
ら
、
そ
の
機
能
を
判
決
的
(
包
・

吉
佳

g
g弓
)
な
も
の
と
、
統
制
的
(
吋
晶
己
主
。
弓
)

な
も
の
と
の
二
つ
に
分
け
(
上
図
参
照
)
、

資

〈プノマニ 教授による「ノマランス論") 

判決的機能一一「¥

執行官吏

統制的慣能一一/

判
決
と
法
形
成
へ
の
係
わ
り
を
述
べ
て
い
た
の
で
あ

{ロ)
る
。
こ
の
プ
パ
ニ

l
教
授
ら
の
二
元
的
機
能
理
解
は

マ
リ

l
ロ
判
決
と
相
通
ず
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が

出
来
よ
う
。

で
は
一
体
、
か
か
る
機
能
理
解
の
混
迷
は
何
に
原
因
が
あ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

3 地
位
論
争
を
既
に
終
え
た
検
察
官
の
概
念
化
に
残
さ
れ
た
課
題
は
、
こ

の
機
能
論
の
整
理
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
結
局
は
検
察
官
の
行
為
(
機

能
)
の
中
に
「
司
法
性
」
を
認
め
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
に
帰
着
し
う

る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
寸
ジ
レ
ン
マ
論
」
を
述
べ
た
ラ
パ
ト
ラ
教
授
は

か
検
察
官
は
明
ら
か
に
司
法
的
機
能
(
〕

Zen-包
苫
ロ
2
2ロ
)
を
遂
行
し
て

(
日
)

い
る
。
と
し
た
が
、
「
擁
護
者
論
」
に
立
つ
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
タ
イ
ン
教
授

は
か
検
察
官
は
司
法
的
役
割
(
古
島
nU}
円
。
]
巾
)
を
果
た
し
て
い
る
と
見
る

(M) 

こ
と
は
出
来
な
い
0
4

と
主
張
し
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
問
題
の
根
源
を
見

る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

前
者
は
、
マ
リ

l
ロ
判
決
の
言
う
よ
州
)
検
察
官
は
準
司
法
的
な
行
為

(
日
)

に
対
し
て
の
み
絶
対
免
責
を
与
え
ら
れ
る
。
と
い
う
文
言
に
支
え
ら
れ
て

お
り
、
後
者
は
か
検
察
官
の
起
案
し
た
起
訴
状
は
「
司
法
的
な
行
為

CE--

巳
色
白
己
)
」
と
も
は
や
見
な
さ
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
検
察
官
は
、
本
来

的
に
当
事
者
的
(
匂
白
丘
町
白
ロ
)
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
J

と
い
う
ガ
ル
ス

(
日
四
)

タ
イ
ン
判
決
(
一
九
七
五
年
)
に
基
づ
い
て
い
る
。

し
か
し
、
前
者
の
準
司
法
(
又
は
検
察
宮
)
免
責
を
め
ぐ
る
判
決
の
機

能
的
分
析
で
は
|
例
え
ば
イ
ン
プ
ラ

l
判
決
何
が
準
司
法
的
行
為
で
あ

る
の
か
が
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
行
政
的
行
為
(
執
行
行
為
)
と
の
限
界

に
つ
い
て
も
下
級
審
の
解
釈
に
委
ね
ら
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

(口)
る。
こ
う
し
た
機
能
分
析
の
混
迷
は
、
そ
の
確
立
さ
れ
な
い
検
察
官
の
機
能

北法37(6・154)978 



を
め
ぐ
る
概
念
化
の
姿
で
あ
り
、
前
述
さ
れ
た
「
司
法
的
行
為
L

の
承
認
・

不
承
認
問
題
は
未
だ
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

連
邦
最
高
裁
判
所
が
今
後
、
ガ
ル
ス
タ
イ
ン
判
決
で
示
し
た
見
解
|
検
察

官
は
司
法
的
行
為
を
果
た
さ
な
い
。
ー
を
、
司
法
免
責
問
題
に
ど
う
展
開

す
る
か
が
注
目
さ
れ
る
所
で
あ
る
。

合衆国検察官概念の発展

さ
て
「
準
司
法
官
論
」
の
一
タ
イ
プ
と
し
て
説
明
さ
れ
た
「
正
義

目
標
(
優
位
)
論
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
地
位
的
二
一
元
論
」
と
は
異
な

り
職
務
の
寸
中
立
性
」
「
公
平
さ
」
を
内
容
と
す
る
「
中
立
性
ア
プ
ロ
ー
チ
L

(
国
)

に
よ
り
司
法
官
に
準
ず
る
と
の
捉
え
方
が
為
さ
れ
て
い
た
。
か
か
る
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
余
り
に
規
範
的
過
ぎ
る
と
の
批
判
を
受
け
て
い
た
が
、
我
々

は
こ
こ
で
、
先
述
し
た
機
能
的
分
析
と
こ
の
規
範
的
分
析
を
明
確
に
区
分

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

と
い
う
の
は
、
検
察
官
は
私
的
利
益
よ
り
公
的
利
益
を
優
先
し
、
訴
追

の
熱
心
さ
か
ら
有
罪
を
獲
得
す
る
こ
と
よ
り
も
正
義
の
遂
行
を
優
先
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
義
務
的
・
目
的
的
要
請
は
、
機
能
を
特
定
(
概
念
化
)

す
る
こ
と
よ
り
も
そ
の
目
標
を
定
め
る
こ
と
に
重
点
が
存
し
て
お
り
、
い

か
な
る
機
能
を
果
た
し
て
い
く
の
か
と
い
っ
た
視
点
が
欠
落
、
乃
至
副
次

的
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

近
年
の
「
正
義
目
標
詳
細
」
が
殆
ど
地
位
論
を
展
開
し
な
か
っ
た
こ
と
も
、

4 

既
に
行
政
官
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
検
察
官
概
念
を
侵
す
こ
と
は
出

来
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
よ
り
明
白
に
規
範
性
を
有
し
て
い
る
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
ど
の
よ
う
な
行
政
官
、
執
行
官
で
あ
れ
、

正
義
が
為
さ
れ
る
の
を
妨
げ
る
こ
と
は
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
み

(
日
)

て
も
、
一
般
的
な
「
正
義
の
遂
行
L

を
目
標
と
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ

て
、
そ
れ
が
為
に
執
行
官
固
有
の
機
能
(
例
え
ば
被
疑
者
の
取
調
べ
、
公

訴
提
起
、
証
拠
の
提
出
、
等
々
)
の
分
析
を
概
念
化
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の

視
座
か
ら
除
外
し
て
し
ま
う
こ
と
は
妥
当
と
は
言
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

従
来
、
判
例
で
展
開
さ
れ
た
寸
中
立
性
ア
プ
ロ
ー
チ
」
や
「
公
益
論
拠
」

に
よ
る
「
正
義
目
標
論
」
は
専
ら
司
法
官
と
の
鋼
側
倒
(
中
立
義
務
の
類

似
乃
至
は
公
益
尊
重
義
務
の
類
似
)
を
ア
プ
ロ
ー
チ
の
材
料
と
し
て
い

た
。
し
か
し
、
免
責
問
題
が
こ
う
し
た
公
益
論
か
ら
具
体
的
行
為
に
つ
い

て
の
機
能
分
析
へ
と
争
点
を
移
し
、
当
事
者
主
義
問
題
で
私
的
利
益
説
が

承
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
現
在
で
は
、
か
か
る
「
司
法
類
似
性
」
と
い
っ
た

ア
プ
ロ
ー
チ
を
規
範
論
の
素
材
と
し
て
採
る
こ
と
は
果
た
し
て
妥
当
と
言

え
る
だ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
、
よ
り
一
般
的
な
「
公
益
論
」
(
三
権
の
全
て
に
内
在
す
る
よ
う

な
)
す
な
わ
ち
、
官
吏
と
し
て
尊
守
す
べ
き
適
正
手
続
き
の
中
で
の
み
正

義
目
標
は
示
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
|
憲
法
的
要
請
が
、
正
義

を
「
目
標
」
と
す
る
の
で
は
な
く
手
続
き
上
で
の
そ
の
尉
倒
吋
寸
劃
瑚
叶

北法37(6・155)979 



料

を
求
め
て
い
る

l
と
思
わ
れ
る
。

資

こ
う
し
て
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
手
段
か
ら
「
司
法
類
似
性
L

を
取
除

く
事
が
出
来
れ
ば
、
機
能
論
に
お
い
て
も
司
法
的
行
為
を
検
察
官
の
固
有

な
機
能
で
あ
る
と
概
念
づ
け
る
根
拠
が
失
わ
れ
、
更
に
特
定
困
難
な
イ

ン
ブ
ラ

l
判
決
と
マ
リ

l
ロ
判
決
の
論
理
的
不
整
合
を
生
ぜ
し
め
た
よ
う

な
|
機
能
分
類
の
必
要
に
直
面
す
る
こ
と
な
く
、
論
理
的
な
一
貫
性
も
確

保
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
取
敢
え
ず
、
「
正
義
目
標
論
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
修
正
と
、
機

能
論
と
し
て
の
概
念
化
の
中
へ
の
規
範
論
の
解
消
を
示
唆
す
る
こ
と
を
一

つ
の
展
望
と
し
て
提
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

5 

概
念
化
と
モ
デ
ル
論

前
節
に
お
い
て
我
々
は
、
三
つ
に
類
型
化
さ
れ
た
検
察
官
の
概
念

化
を
学
ん
で
き
た
。
殆
ど
の
検
察
官
論
は
こ
の
範
鳴
に
含
ま
れ
る
と
言
う

こ
と
が
出
来
よ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
概
念
化
と
は
別
に
、
あ
る
検
察
官

乃
至
検
察
制
度
を
め
ぐ
る
モ
デ
ル
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
る
。

本
項
で
は
、
こ
う
し
た
モ
デ
ル
を
二
つ
取
上
げ
て
み
た
い
。

〈

二

〉モ
デ
ル
論
が
何
故
始
め
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
一

定
の
解
答
を
与
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
既
に
刑
事
手
続
き
に
関
し
て
モ
デ

ル
論
争
が
盛
ん
に
為
さ
れ
て
き
た
今
日
、
あ
る
べ
き
検
察
官
像
を
め
ぐ
っ

て
モ
デ
ル
化
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
当
然
と
言
え
る
か
も
し

(
幻
}

れ
な
い
。
「
擁
護
者
論
」
で
論
じ
ら
れ
た
概
念
化
は
、
検
察
官
の
現
実
の
機
能
を

肯
定
し
、
そ
の
執
行
官
と
し
て
の
働
き
を
有
罪
獲
得
に
在
る
と
し
て
司
法

的
機
能
を
排
斥
し
て
い
た
。
か
か
る
方
向
は
、
裁
判
所
が
最
終
判
断
を
下

す
場
と
し
て
手
続
き
に
登
場
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
検
察
官
(
行
政
官
)

の
行
為
へ
の
審
査
の
道
を
切
開
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
モ
デ
ル

論
は
か
か
る
司
法
審
査
を
前
提
と
し
た
議
論
を
避
け
、
検
察
官
の
あ
る
べ

き
姿
を
一
つ
の
モ
デ
ル
論
の
中
に
具
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
言
え
よ

〉つ。「
倫
理
的
モ
デ
ル
(
巾
同
町
一

g
-
s
a巳)」

2

ク
ラ

l
ク
教
授
は
、

A
B
A
(
ア
メ
リ
カ
法
曹
協
会
)
が
検
察
官

を
汐
主
た
る
法
執
行
官
吏
。
と
呼
ん
だ
こ
と
を
引
用
し
、
更
に
検
察
官
は

か
当
事
者
の
争
い
に
お
け
る
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
闘
士
(
門
町
田
5
・

匂
宮
ロ
)
と
し
て
被
告
の
為
の
闘
士
と
向
合
う
。
と
述
べ
、
検
察
官
を
当
事

者
主
義
の
下
で
の
弁
護
人
と
の
相
対
的
な
力
関
係
の
中
で
捉
え
よ
う
と
試

み
た
。
す
な
わ
ち
、
か
公
正
で
あ
る
た
め
に
は
当
事
者
の
行
為
は
両
者
(
検

察
側
と
弁
護
側
)
に
つ
い
て
の
妥
当
な
行
為
の
厳
格
な
規
則

(E-巾
)
の
下
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(
お
)

で
営
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
“
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
中
立
性
ア
プ
ロ

ー
チ
」
流
の
公
正
さ
の
要
求
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
当
事
者
制
の
シ
ス
テ

ム
に
お
け
る
平
等
、
対
等
を
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。
更
に
続
け
て
ク
ラ

l

ク
教
授
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

ー
当
事
者
制

(
E
4
2
g弓
羽
田
門

gM)
の
真
の
理
念
は
、
二
当
事
者

が
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
は
な
く
て
も
、
少
な
く
と
も
大
き
な
不

平
等
を
示
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

合衆国検察官概念の発展

こ
こ
で
、
検
察
官
と
弁
護
人
を
対
等
と
さ
せ
る
彼
の
方
向
が
明
ら

(
幻
)

か
に
さ
れ
、
「
倫
理
的
モ
デ
ル
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ

る
検
察
官
論
と
い
う
よ
り
も
、
当
事
者
論
的
色
彩
が
強
く
、
必
ず
し
も
検

察
官
の
み
を
描
い
た
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
寸
公
正
さ
」
の

担
保
に
向
け
て
一
当
事
者
た
る
検
察
官
に
対
し
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
為

さ
れ
た
こ
と
は
評
価
し
う
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
何
故
な

ら
従
来
の
検
察
官
の
概
念
化
は
、
あ
ま
り
に
そ
の
大
き
な
権
限
を
有
す
る

官
吏
の
姿
に
目
を
奪
わ
れ
、
当
事
者
制
と
い
う
英
米
法
の
根
本
原
理
を
担

う
一
当
事
者
と
し
て
の
検
察
官
像
が
忘
れ
ら
れ
て
い
た
き
ら
い
が
在
る
か

ら
で
あ
る
。

3 そ
う
し
た
意
味
で
、
ク
ラ

l
ク
教
授
の
「
倫
浬
的
モ
デ
ル
」
は
、
検
察

官
の
概
念
化
に
と
っ
て
示
唆
に
富
む
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

更
に
、
こ
の
ク
ラ

l
ク
教
授
の
指
摘
し
た
か
厳
格
な
規
制
u

の
必
要
性
を

強
く
主
張
し
た
の
が
ラ
パ
ト
ラ
教
授
で
あ
る
。

「
訴
追
官
吏
モ
デ
ル

(
P
0
8
2
Zユ
巳
冨
自
由
ぬ
冊
目
巾
呉
昌
邑
己
)
」

4

ラ
パ
ト
ラ
教
授
は
、
訴
追
の
機
能
を
は
っ
き
り
と
政
策
決
定
者

6
0
E
Q
B回
付
巾
円
)
が
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
そ
れ
が
為

の
分
析
の
価
値
を
説
い
た
。
そ
し
て
彼
は
、
グ
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
ら
に
よ
っ

(
鈎
)

て
ま
と
め
ら
れ
た
ロ
ス
ア
ン
ジ
エ
ル
ス
郡
で
の
デ

1
タ
か
ら
刑
事
司
法
制

度
の
中
に
執
行
基
準
の
合
理
的
形
式
の
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
グ
リ
ー
ン

ウ
ッ
ド
ら
が
「
厳
格
モ
デ
ル
(
ユ

m
C
5
5
B。
門
芭
)
」
と
呼
ん
だ
、
一
つ
の

(
初
)

「
訴
追
管
理
モ
デ
ル
L

の
必
要
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

ク
ラ

l
ク
教
授
が
公
正
さ
の
為
に
必
要
で
あ
る
と
し
た
規
則
を
、
職
務
執

行
の
上
で
の
効
率
、
合
理
性
等
と
共
に
、
あ
る
一
定
の
基
準
(
回

gロ
仏
国
丘
団
)

の
中
に
解
消
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ラ
パ
ト
ラ
教
授
は
こ
こ
で
、
一
九
六
九
年
に
開
発
さ
れ
七
一
年
よ
り
稼

動
し
始
め
た
検
察
情
報
管
理
制
度
百
周
O
呂
田
目
甲

2
2
E
2
d
呂田口・

(
但
)

担問一巾

HMMmロ
件
目
ロ
向
。
吋
自
民
芯
ロ

ω
M
a
s
B
)
を
紹
介
し
て
、
検
察
官
の
職
務
の

管
理
(
ヨ
白
ロ
担
問
巾
ヨ
巾
口
同
)
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
か
か
る
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
専
ら
シ
ス
テ
ム
管
理
の
重
要
性
が
語
ら
れ
、
検
察
官
そ
の
も
の
を
議

論
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
う
し
た
モ
デ
ル
論
が
登
場
す
る
背
景

北法37(6・157)981 



料

に
は
、
従
来
の
観
念
論
的
、
規
範
論
的
な
検
察
官
論
に
不
足
し
て
い
た
実

際
の
職
務
運
営
、
職
務
機
能
の
分
析
と
い
う
実
証
性
の
あ
る
概
念
化
の
必

要
性
が
存
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ま
で

厳
格
な
機
能
論
を
基
盤
と
し
た
検
察
官
概
念
論
を
我
々
は
学
ん
で
来
た
の

だ
が
、
更
に
規
範
論
と
し
て
い
か
な
る
内
実
を
持
つ
も
の
が
必
要
と
さ
れ

て
い
る
の
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
新
た
な
寸
モ
デ
ル
論
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
踏
ま
え
、
今

後
の
検
察
官
の
概
念
化
の
作
業
は
一
一
層
実
証
的
な
手
法
が
要
求
さ
れ
て
く

る
で
あ
ろ
う
し
、
従
来
の
機
能
的
分
析
と
の
兼
合
い
が
考
慮
さ
れ
、
新
し

い
検
察
官
論
の
登
場
が
待
た
れ
る
の
で
あ
る
。

資

(1)

一
章
四
節
〈
三
〉

4
以
下
参
照

(2)

同
5
参
照

(3)

沼恒
H

・同・巾吋
O

〈

-cq国
E
-
g
z・
品
目
司
区
お
∞
(
H
S
C
)

(
4
)

一
章
四
節
〈
三
〉

5
以
下
参
照

(
5
)

二
章
一
節
〈
二
〉

4
参
照

(6)

一
一
章
一
節
〈
一
〉

2
参
照

(
7
)
昂
N

印
司
-
N
己
品
双
山

(
8
)

冨
貸
与
と
-
4

』巾『『ぃ

S
E
n
-
な∞
C
-
ω
N
U
∞
(
H
U
∞C
)

(
9
)

由N
印司

-
E
S∞
三
日
号
日
特
に
機
能
分
析
を
詳
し
く
言
及
し
た
も
の
と

し
て
、

z
o
F
b
Sき
た
な
h
s
n
R
D官
ミ
も
さ
室
町
宮
町
己
注
目
N
S
H
遣
ミ
曲
目
々

」
ぎ
遣
帥
周
忌
.
2
H
N
M
M
A
E
色町道白
h
h
h
H
h
凡な・印
N
Z
・J
円
-
C
-
F
河
2
・
H
3・】∞吋
E

{回世叶吋)一』

-n-
ヨ]。
m
p
、、
bh同
町
泣
き
&
』
民
遺
書
R
W
柚
守
・
.
昌
b
h
v
e
R
K町、

s
g
E
E・
g-
巴∞
ω
C
・
E.
下
河
内
ぐ
申
3
.
8印'由混合唱∞
ω)
等。

(
日
)
一
章
四
節
〈
二
〉
2
、
3
参
照
。
〉
・
』
-
F
E
宮
》
一
宮
P
句
史
も
も
た
苦
言
及
誌
h
s
n

、
HawHS.b
諸島町同
3
8
h
q
¥

もさ
M
m
s
h
q
ミ
亘
民
遣
遠
足
苫
H
O
J
ω
A
ω
Sロ肉。

E
F
a

m巾ι
〈・
A
F
m
w
吋
(
H

由∞
N
)

(
日
)
二
章
一
節
〈
三
〉

l
及
び
5
参
照

(
ロ
)
円
リ
・
司
・
∞
与
出
口
可

hr

同
司
・

ω昨日

z
m
p
U苦
s
h
F
F
同
む
、
R
h
g
u
k曲誌

白h
尚道民苫帆之さ町民
g
e
s
k町、もさ柏町内
R
H
G
W

札。~h
同
町
内
窓
口
語
道
bE3hツ
ロ
〉
B-

n『・円・岡山町〈・
h
F
J

『町、品由(〕(]{由吋昂)

(
日
)
]
ヨ
ピ
2
4
F
〉

Z
E
N
2
0
↓
E
P
E
E
R
甘
句
-Bω
耳
目
冨

]-N由
白
(
]
忌
吋

ω)

(
日
比
)
〉

ω.
の
O
F
U
回、『何回
Z
・吋，
Z
開
可
〉
加
出
回
〈
開
』
d
U
H
Q
〉同円可回。凹国民リ口、吋。回目〉戸

。】凹円同開叶】。
zhrzロJ
「回開。
c
F
↓4
M

V

問、何〉一ア
(
H

川田町山戸)

(
日
)
由
N

日司・
N

色白門印{)吋

(
凶
)
の
O
F
U印
叶
回

z
w
g
h
v
S
ロ
。
芯
(
に
)
点
。
巾
B
Z
E
〈・司己問『
f
A
H
N
o
d
-
ω
・

]-oω(]戸
坦
吋
印
)

本
件
は
、
ァ
ロ
リ
ダ
法
の
下
で
、
令
状
な
く
逮
捕
さ
れ
、
訴
追
さ
れ
た

者
は
、
そ
の
後
の
公
判
前
の
拘
束
に
つ
き
望
。
σ田
富
士
山

E
認
に
関
す
る
裁

判
所
の
決
定
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
か
否
か
フ
ロ
リ
ダ
州
法
は
か
か

る
℃
円
。
σ白区巾

g
己
紹
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
規
定
を
持
た
な
か
っ
た

!
と
い
う
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
最
高
裁
判

所
は
、
部
分
的
に
は
原
判
決
を
支
持
し
、
一
部
破
棄
、
差
戻
し
た
。
パ
ウ

北法37(6・158)982 



合衆国検察官概念の発展

エ
ル
裁
判
官
が
多
数
意
見
を
代
表
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ

ち
、
修
正
第
4
条
は
、
令
状
な
く
逮
捕
さ
れ
た
被
疑
者
に
、
中
立
な
マ
ジ

ス
ト
レ
イ
ト
に
よ
る
(
言
。

σ白
σ
z
g
z
n
に
関
す
る
)
巴
g
m
q
な
決
定
を

受
け
る
権
利
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
州
法
が
こ
れ
ら
の
手
続
き
を
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
憲
法
上
の
要
請
は
し
な
い
と
し
て
本
件
は

破
棄
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
げ
)
一
章
四
節
〈
二
〉

4

〈コ一〉

6
、
7
参
照

マ
リ
l
ロ
判
決
、
グ
レ
イ
判
決
等
の
控
訴
裁
判
所
判
例
を
参
照
の
こ
と
。

由
N
日
明
-
N色

AS∞
一
の
円
白
山
、
〈
・
回
巳
「
叶
]
『
N

司
-
N
円四品坦{}(りわ・]{山田町山ω)

(日
)

d

一
章
一
節
〈
一
〉

3
参
照

(
川
口
)
こ
れ
ら
は
、
修
正
第
四
条
「
不
合
理
な
押
収
、
捜
索
、
逮
捕
の
禁
止
」
、

修
正
第
五
、
六
条
の
「
裁
判
に
関
す
る
諸
権
利
」
及
び
修
正
第
八
条
「
残

酷
な
刑
罰
の
禁
止
」
、
修
正
第
一
四
条
「
法
の
平
等
な
保
護
」
等
の
憲
法
上

の
要
請
に
よ
っ
て
実
質
的
に
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

今
後
、
稿
を
改
め
て
検
察
官
の
「
憲
法
上
の
義
務
」
に
つ
い
て
論
及
し

た
い
と
考
え
る
。

(
初
)
例
え
ば
、
免
責
問
題
に
お
い
て
、
プ
ッ
ツ
判
決
の
示
し
た
か
宮
ロ
門
氏
。
ロ
包

n
O
B℃色白丹
-
4巾

5
2
0
に
こ
う
し
た
思
考
が
代
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見

ら
れ
る
。
プ
ッ
ツ
・
ヶ
l
ス
と
は
、
商
品
先
物
契
約
広
三
日

g)
委
員
会

に
よ
る
商
人
と
し
て
の
登
録
の
取
消
し
、
な
い
し
中
止
に
関
す
る
手
続
き

に
つ
き
、
某
会
社
に
よ
っ
て
農
務
省
の
様
々
な
官
史
(
大
臣
、
次
官
、
主

任
審
問
官
)
に
対
し
て
憲
法
上
の
権
利
侵
害
を
理
由
に
為
さ
れ
た
一
九
八

三
条
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
申
立
て
で
あ
る
。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
限
定
免
責
を
与
え
た
第
二
控
訴
裁
判
所
の
判
断

を
支
持
し
た
が
、
司
法
的
行
為
と
の
機
能
的
類
似
性
が
示
さ
れ
た
時
に
は
、

当
該
官
史
の
行
為
は
「
準
司
法
免
責
」
と
し
て
絶
対
免
責
に
該
当
す
る
と

判
示
、
絶
対
免
責
の
適
用
に
新
た
な
法
理
を
設
け
た
の
で
あ
っ
た
。
切
口
同
凹

〈
・
開
円
。
ロ
。
5
0
F
お
∞
【
」

ω-Aお∞(同市町叶∞)

(
幻
)
当
事
者
主
義
論
争
に
お
い
て
、
刺
激
概
念
の
承
認
を
め
ぐ
り
そ
の
公
的

利
益
へ
の
違
背
に
つ
い
て
検
察
官
を
無
資
格
と
す
る
要
件
が
示
さ
れ
て
い

た
。
(
一
章
三
節
註
(
日
)
参
照
)
そ
の
第
三
項
目
で
、
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
「
基
本
的
公
正
さ
」
が
要
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら

鑑
み
て
、
か
か
る
制
限
が
検
察
官
の
行
為
へ
の
規
範
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と

し
う
る
の
で
は
な
い
か
。

ゎ
o
g
E
g
g
-
E町室町民空間
M
g
h〈
口
お
も
白
ミ

h
g
s
e
~
同

3F
町
、
さ

MmSHロ
ミ
克

巳
え
な
§
謹
白

H
S
S拍
弘
、
せ

haミモ
M

引いえ
3
y
4
0
-
.
5
E
H
U
C
W巾
ヤ

』

.
ω
H
Y

ω]戸吋・(]{坦∞]{)

(n)
も
っ
と
も
、
司
法
的
行
為
を
承
認
す
る
も
の
は
、
多
く
が
「
裁
量
行
為
L

に
つ
い
て
司
法
性
を
認
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
検
察
官
の
機
能
か
ら
司

法
的
機
能
を
除
外
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
反
対
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
「
裁
量
行
為
」
と
「
司
法
手
続
き
」
の
近
接
性
に
つ
い
て
は
未
だ
問
題

が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
「
裁
量
」
は
法
廷
を
離
れ

た
所
で
行
わ
れ
て
お
り
、
マ
リ
l
ロ
判
決
の
機
能
的
分
類
を
も
っ
て
し
で

も
、
そ
れ
は
警
察
官
の
裁
量
に
も
通
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
司
法
性
の
論
拠

と
は
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
し
(
連
邦
最
高
裁
判
所
は
一
九
八
六
年
、
警
察

官
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
限
定
免
責
の
み
で
あ
る
旨
判
示
し
た
。
宮
白
】
・

北法37(6・159)983 



料

-巾可〈・∞ユ問問一
m-
呂
町

ω・
0
・5
S
(
忌
∞
由
)
)
、
イ
ン
プ
ラ
l
、
ブ
ツ
ツ
両
判

決
の
分
析
を
も
っ
て
し
で
も
、
裁
量
行
為
と
司
法
行
為
と
の
関
連
は
必
ず

し
も
明
確
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
(
こ
の
点
、
プ
ツ
ツ
判
決
と
免
責
原
理
の

本
来
的
な
根
拠
た
る
、
い
わ
ゆ
る

H
U
E
Z
W
U門L
K
U
H

を
軽
ん
じ
て
い
る
、
と

の
批
判
が
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
。
。

sg巾ロ
Z
・
CMhaど刷、
nm-R芝
、
喜
連
平

ミ
守
巴
¥
宮
内
向

οき
ま
~
N
W
誌
な
せ

-
h
g
Eロ

5
5
恩
師
芯
書
札
h
h
h島
町
、
.

J
H
O
-
-
5
8
C
・E
-
F
-
M
N
・8
H
2
8
3
参
照
。
)
む
し
ろ
、
起
訴
後
の
手
続
き

に
お
い
て
は
〆
号

ogao
な
機
能
を
有
す
る
と
し
て
絶
対
免
責
を
検
察

官
に
付
与
し
て
、
イ
ン
ブ
ラ
l
判
決
に
解
釈
を
加
え
た
グ
レ
イ
判
決
(
コ

ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
控
訴
裁
判
所
)
の
方
が
明
確
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し

か
し
も
ち
ろ
ん
邑
4
2
R可
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
「
司
法
的
機
能
↓
絶

対
免
責
」
と
い
う
図
式
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
る
。
一
章
四
節
〈
三
〉

6

の
『
回
一
司
ぐ
・
切
巾
-r
吋H
N
司
-
M
a
h甲山
山

(}(0
・。
-
H
由∞
ω)
。
こ
の
占
…
、
]
(
リ
・
明
口
。
国
内
了

、
さ
的
町
内
記
念
江
主
同
遺
書
R
W
N
S
N
見
色
、
E
R
K町
、
与
』

V8~宮
H
2・
4
。
戸
巴
∞
ω

C
・

g
・戸

-mmw〈・
2
4
(
H
S
ω
)
参
照

(
お
)
一
章
三
節
〈
一
〉

3
に
お
い
て
当
事
者
主
義
論
争
の
背
景
に
あ
る
刑
事

司
法
を
め
ぐ
る
モ
デ
ル
論
争
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
モ

デ
ル
論
の
紹
介
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
茂
嗣
『
刑
事
訴
訟
の
基
本
構
造
』
(
一

九
七
九
)
一
一
九
頁
以
下
、
及
び
福
井
厚
「
い
わ
ゆ
る
モ
デ
ル
論
の
意
義
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
『
刑
事
訴
訟
法
の
争
点
』
二

O
頁
以
下
(
一
九
七
九
)

こ
れ
ら
の
他
に
、
冨
-
冨

-pw巾
】
巾
】
〉
同
ヨ
ミ
ロ
ミ
q
h
崎
町
守
口
¥
H
b
h
C
4
.若

S
ミ

ト

aHS
め
)
喜
男
、
言
。
ぉ
S
N
.
N
白虫色苫白

~
3
3
Y門町
Nth-
吋
戸
曲
者
∞
。
門
町

q

m2-巾
君
ち
叶
(
巴
吋
ω)
に
よ
る
ε
月三一
O
口
出
】
の
O
色
沼
。
門
ぽ
-
3

と公司ロロ円・

資

zo口出
-
ω
M
N
由丹市ヨ

Z
O内E
3が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

(μ)
河
O
回何回、
Haω

わ
戸
〉
智
子
同
，
E
開
わ
回
目
冨
-Z
〉
「
』
巴
印
、
HaHh開
ωJ円印叶開
-F
〉
Z

〉
Z
〉「
J円
、
コ
ロ
〉
戸
〉
羽
田
。
〉
門
出

E
C
E
2
2
S
N
)

(

お

)

』

1

札
・
巳

E
H

(
お
)
旬
、
・
白
件

E
H
'
N

(
幻
)
句
、
・
由
同
区
N

(
お
)
』
者
・
円
PHM
〉叶

E-
〉

EENHZの
叶
出
同
わ
同

HZHZ〉F
』
E
d白
ωJ同
回
目
冨

]
戸

ω]ケ
(
]
{
由
、
『

ω)

(
m
m
)

同
点
。
E
E
d『
g
ロ
-
E
R
e
E
o
m開
g
d望
書

〉

E
口
3
5
2

。
国
同
Z
U〉
Z
H，H
Z
F
C印
〉
Z
O問
、
何
回
わ
。
c
z、H，a同
一
〉
可
。
ロ
円
吋
司
何
回
印
可
開
門
U.HA〈開

岡
山
町
旬
。
ユ
ロ
0

・何回
H
N
叶
U
O
』
(
巴
叶
ω)
旬
、
・
忠
ロ
∞
に
よ
る
。

(初
)

ι

ミ
出
品
い
同
ωω

(紅

)
P
R
O
M
I
S
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
、
法
務
総
合
研
究
所
・
研
究

部
資
料
三
三
『
ア
メ
リ
カ
の
検
察
情
報
管
理
制
度
』
(
一
九
七
九
)
。
カ
プ

ラ
ン
(
の
・
冨
・
ゎ
告
E
E
l
Z
三
芯
ロ
巳

Z
E
Z
Z
O同
ピ
ミ
開
口
問
2
2
5巾ロ件

。
ュ
ヨ
円

E
-
E
E
8
/連
邦
法
執
行
・
刑
事
司
法
協
会
会
長
)
の
序
言
は

こ
う
述
べ
て
い
る
。
か
刑
事
司
法
に
関
す
る
研
究
は
、
刑
事
政
策
が
よ
り
少

な
い
直
観
で
よ
り
多
く
の
事
実
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
う
る
為
に
、
決
定

的
に
必
要
と
さ
れ
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

(
明
記
)
戸
〉
可
〉
叶
m
p
u官
、
ミ
ロ
o
Z
(
N∞)ロ品目
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結

三ム
日開

合衆国検察官概念の発展

我
々
は
こ
れ
で
、
合
衆
国
検
察
官
に
関
す
る
概
念
化
の
試
み
の
素

描
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
の
テ

l
マ
で
あ
る
か
合
衆
国
検
察
官
概

念
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
と
い
う
論
題
に
対
し
て
我
々
は
、
い
さ

さ
か
観
念
論
的
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
主
に
一
九
二

0
1三
0
年
代
と
六

0

年
代
の
刑
事
司
法
改
革
運
動
に
伴
う
検
察
官
概
念
を
め
ぐ
る
議
論
、
及
び

当
事
者
制
に
関
す
る
問
題
!
刺
激
概
念
論
争
|
と
司
法
免
責
問
題
の
二
点

の
判
例
の
動
向
か
ら
、
こ
れ
を
概
念
化
へ
の
歩
み
と
し
て
提
示
し
、
更
に

近
年
の
概
念
化
の
類
型
化
と
、
そ
れ
に
関
す
る
若
干
の
問
題
点
を
抽
出
す

る
事
も
出
来
た
。
か
か
る
考
察
に
よ
っ
て
、
二

O
世
紀
の
合
衆
国
検
察
官

像
を
描
き
だ
そ
う
と
す
る
序
論
の
示
し
た
目
的
の
、
一
応
の
達
成
を
見
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
合
衆
国
の
検
察
官
論
日
本
の
「
検
察
官
論
」
と
い
う
表
現

に
従
え
ば
!
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
言
わ
ば
検
察
官
概
念
論
争
史
の
よ

う
な
ス
タ
イ
ル
で
も
っ
て
、
筆
者
の
入
手
、
検
討
し
う
る
限
り
の
文
献
等

か
ら
「
概
念
化
」
の
展
開
を
整
理
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

2

か
か
る
概
念
化
の
整
理
作
業
か
ら
認
め
ら
れ
た
所
論
は
、
ま
ず
検

察
官
に
対
し
て
公
平
さ
、
中
立
性
等
を
要
求
し
た
「
準
司
法
官
論
」
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
裁
判
官
と
の
等
質
性
を
説
い
た

古
い
タ
イ
プ
と
、
訴
追
裁
量
の
抑
制
原
理
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
目
指

し
た
新
し
い
タ
イ
プ
の
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
「
概
念
化
」
を
受
け
た
法
廷
は
、
手
続
き
上
、
訴
訟
上
の
問

題
に
閲
し
て
検
察
官
を
い
か
に
定
義
す
る
か
と
い
う
事
態
に
お
い
て
そ
れ

ら
の
影
響
を
少
な
か
ら
ず
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
つ
は
、

刺
激
概
念
論
争
で
見
ら
れ
た
『
行
政
・
執
行
官
』
概
念
と
、
『
準
司
法
官
』

概
念
の
対
立
で
あ
る
。
後
者
は
、
上
記
の
理
論
的
系
譜
を
持
つ
も
の
と
し

て
か
検
察
官
は
中
立
で
、
公
正
で
あ
る
べ
き
。
で
あ
り
、
グ
正
義
。
と
い
う

目
標
に
奉
仕
す
る
官
吏
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
公
的
利
益
の
み
に
奉
仕

(2) 

す
る
こ
と
を
検
察
官
に
求
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
前
者
は
「
当
事
者
的
ア

プ
ロ
ー
チ
L

に
よ
っ
て
執
行
官
の
行
政
上
の
地
位
を
概
念
化
の
柱
と
し
て
、

(3) 

私
的
利
益
へ
の
奉
仕
を
承
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
準
司
法
(
検
察

官
)
免
責
問
題
に
お
い
て
は
、
後
者
の
概
念
化
の
方
向
が
機
能
的
分
析
と

(4) 

い
う
手
法
に
基
づ
い
て
更
に
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
地
位
上
の
「
準

司
法
官
」
論
は
も
は
や
妥
当
性
の
根
拠
を
失
す
る
こ
と
に
な
り
、
機
能
的

な
「
準
司
法
倒
」
と
い
う
べ
き
も
の
が
分
析
の
対
象
と
さ
れ
る
に
至
っ
た

(
5
}
 

の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
検
察
官
の
捜
査
、
取
調
べ
、
証
拠
の
収
集
と
い
っ
た
公

判
前
の
活
動
は
、
行
政
・
執
行
官
と
し
て
の
働
き
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
た

が
(
例
え
ば
、
グ
レ
イ
判
決
参
照
)
、
)
起
訴
・
不
起
訴
の
判
断
や
公
判
廷
で

北法37(6・161)985 



料

の
活
動
に
つ
い
て
は
そ
の
裁
量
の
「
司
法
的
」
判
断
に
鑑
み
て
、
「
準
司
法
」

的
機
能
と
い
う
認
識
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
(
例
え
ば
、
イ
ン
ブ
ラ

l
、
マ
リ

l
ロ
判
決
を
見
よ
一

資

こ
の
様
に
地
位
論
か
ら
機
能
論
へ
と
焦
点
が
移
さ
れ
た
検
察
官
の

概
念
化
は
、
現
時
点
で
お
お
よ
そ
三
つ
に
類
型
化
が
為
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
一
つ
は
前
述
し
た
、
「
準
司
法
官
論
」
の
流
れ
を
組
む
も
の
、
一
つ

は
「
行
政
・
執
行
官
」
概
念
と
準
司
法
的
機
能
の
折
衷
を
試
み
た
「
ジ
レ

ン
マ
/
バ
ラ
ン
ス
論
」
、
そ
し
て
政
府
の
代
理
人
と
し
て
の
責
務
を
強
調
し

(8) 

た
「
擁
護
者
論
」
で
あ
る
。

我
々
は
、
こ
れ
ら
の
中
で
、
先
に
述
べ
た
判
例
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
指
向

及
ぴ
諸
々
の
問
題
か
ら
、
今
後
「
擁
護
者
論
」
が
最
も
妥
当
か
つ
通
説
的

見
解
と
い
う
べ
き
概
念
化
の
道
筋
で
あ
る
こ
と
を
結
論
づ
け
る
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。

3 つ
ま
り
、
二

O
世
紀
初
頭
に
ベ
ー
カ
ー
教
授
ら
に
よ
っ
て
普
及
さ
れ
た

(
9
)
 

「
準
司
法
官
論
L

で
あ
っ
た
の
だ
が
、
概
念
化
論
争
の
中
で
次
第
に
そ
の

概
念
化
の
手
段
で
あ
っ
た
「
正
義
目
標
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
「
当
事
者
的
ア

プ
ロ
ー
チ
」
に
取
っ
て
代
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
判
例
も
ま
た
同
じ
理
論
的

考
察
に
よ
っ
て
刺
激
概
念
の
問
題
や
準
司
法
免
責
問
題
を
扱
う
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
も
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
我
々
日
本
法
の
研
究
者
は
、
か
か
る
合
衆
国
検
察
官
の
概
念

化
か
ら
い
か
な
る
示
唆
を
得
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
?

(

叩

)

(

日

)

既
に
「
公
判
専
従
論
」
や
「
司
法
官
論
」
と
い
っ
た
形
で
、
我
が
法
に

於
い
て
も
検
察
官
の
概
念
が
様
々
に
模
索
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
多
く

の
実
務
家
や
研
究
者
の
手
に
よ
っ
て
、
敗
戦
後
、
大
き
な
転
換
を
迎
え
た

我
が
国
の
司
法
制
度
に
対
す
る
検
察
官
の
在
る
べ
き
姿
を
描
こ
う
と
す
る

活
発
な
議
論
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
ま
る
で
、
合
衆
国
が
急
激
な
社
会
の
変
化
に
対
応
す
る
組
織
と

し
て
検
察
官
を
求
め
た
初
年
代
や
印
年
代
の
司
法
改
革
運
動
の
熱
気
と
共

通
す
る
も
の
が
あ
る
。

犯
罪
の
増
加
に
伴
う
手
続
き
の
迅
速
化
、
数
量
化
、
犯
罪
者
の
処
遇
を

め
ぐ
る
裁
量
権
の
強
化
、
そ
う
し
た
諸
々
の
シ
ス
テ
ム
の
改
良
と
同
時
に
、

概
念
1
単
に
目
標
論
的
、
目
的
的
な
期
待
で
あ
る
場
合
が
多
い
が
|
も
ま

た
少
な
か
ら
ず
変
遷
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
合
衆
国
の
検
察
官
制
度
に
つ
い
て
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
が
一
九
八

O
年
に
行
な
っ
た
興
味
深
い
分
析
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
見
ら
れ
な

い
こ
の
国
の
検
察
官
制
度
は
、
以
下
の
四
つ
の
要
件
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

(ロ)

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
公
衆
訴
追
(
匂
ロ
Z
W
胃

2
2
5芯
ロ
)
の

採
用
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
深
く
触
れ
る
余
裕
を
持
た

な
い
が
、
州
、
乃
至
ロ
ー
カ
ル
そ
し
て
連
邦
の
訴
追
制
度
が
、
H
J
H

豆
町
円
を

4 
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合衆国検察官概念の発展

基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
二
に
、
「
地
方

行
政
制
度

1
ロ
l
カ
リ
ズ
ム
の
具
現
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
民
主
主
義

を
地
方
分
権
に
基
礎
づ
け
る
合
衆
国
の
風
土
か
ら
検
察
官
制
度
も
例
外
で

は
な
い
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
公
選
制
に
よ
っ
て
ロ
ー
カ
ル
の
検
察
官
が

選
ば
れ
て
い
る
こ
と
も
こ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
第
三
点
は
こ
の
公
選
制

を
生
ん
だ
ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
影
響
で
あ
る
。
最
後
に

「
権
力
分
立
原
理
」
の
採
用
で
あ
り
、
連
邦
憲
法
の
こ
の
原
理
に
よ
っ
て

検
察
官
は
行
政
官
と
し
て
の
地
位
を
得
る
に
至
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
は
以
上
の
見
解
を
、
検
察
官
制
度
の
歴
史
的
発
達
か

ら
導
き
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
の
合
衆
国
の
判
例
、
論
争
状
況
を
鑑

み
る
に
、
上
記
第
四
点
の
三
権
分
立
の
確
立
、
す
な
わ
ち
行
政
部
と
し
て

の
訴
追
官
の
理
解
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。

5

こ
の
点
、
同
じ
様
に
歴
史
的
な
視
座
か
ら
検
察
官
の
司
法
手
続
き

上
に
持
つ
役
割
の
変
遷
に
着
目
H

支
配
(
含
ヨ
巳
ロ
)
理
論
。
に
よ
っ
て
検

察
官
が
い
か
に
機
能
を
増
大
さ
せ
て
き
た
か
を
眺
め
た
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
教

授
の
見
解
が
注
目
さ
れ
る
。
教
授
は
犯
罪
の
端
緒
か
ら
矯
正
ま
で
の
か
刑

事
司
法
産
業
4

の
流
れ
の
中
で
行
政
官
た
る
検
察
官
と
、
司
法
官
(
裁
判

官
)
を
結
ぶ
帯
状
の
支
配
図
に
あ
る
境
界
線
が
時
代
と
共
に
次
第
に
裁
判

官
の
方
へ
と
押
し
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
教
授
は
、
エ
マ
リ

i
判
事
の
言
葉
を
引
用
し
、
検
察
官

の
地
位
と
機
能
の
限
界
を
三
権
分
立
の
立
場
か
ら
明
言
し
、
司
法
官
は
訴

追
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
を
言
い
え
な
い
と
し
た
。

ー
刑
事
訴
追
が
最
終
判
断
ま
で
至
る
べ
き
か
、
落
と
さ
れ
る
べ
き
か

ど
う
か
と
い
う
疑
問
は
、
明
ら
か
に
司
法
の
問
題
で
は
な
く
、
純

粋
に
、
法
が
正
し
く
執
行
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
を
払
う
義
務
を
負

っ
た
部
局
、
特
に
行
政
部
の
官
吏
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
の
が
妥

(
玲
)

当
で
あ
り
、
好
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
「
行
政
・
執
行
官
」
概
念
、
「
当
事
者
的
ア
プ
ロ
ー
チ
L

の
憲
法

上
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
及
び
歴
史
的
系
譜
が
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

我
が
法
に
お
い
て
も
検
察
官
制
度
は
旧
法
(
大
日
本
帝
国
)
時
代

(口)

か
ら
定
立
を
見
て
い
た
が
、
敗
戦
後
こ
う
し
た
天
皇
制
下
の
官
僚
組
織
は

瓦
解
し
、
新
た
に
新
憲
法
に
基
づ
い
て
三
権
分
立
に
則
り
裁
判
所
と
は
切

り
離
さ
れ
た
検
察
官
制
度
が
誕
生
し
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

前
述
し
た
日
本
法
に
お
け
る
検
察
官
制
度
の
概
念
化
も
こ
う
し
た
脈
絡

を
抜
き
に
し
て
語
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
当
時
の
論
者
も
か

か
る
変
遷
を
強
く
意
識
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
現
実
に
は
、
解
体
さ
れ
た
は
ず
の
旧
制
度
の
温
存
と
共

に
、
新
し
い
司
法
制
度
、
刑
事
手
続
き
の
併
用
が
選
択
せ
ら
れ
た
事
は
言

6 
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料

う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
制
度
運
営
を
め
ぐ
っ
て
、
検
察
の
理
念
と

ア
メ
リ
カ
の
影
響
を
受
け
た
新
刑
事
訴
訟
法
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
如
実
に
示

さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

今
や
戦
後
四

O
年
を
経
過
し
て
、
右
論
争
の
経
緯
を
概
観
す
る
論
稿
が

登
場
す
る
時
代
と
な
日
ま
た
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
新
し
い
検
察

官
の
概
念
が
提
唱
さ
れ
る
様
に
な
っ
て
き
た
。
「
市
民
の
代
理
人
」
論
、
「
デ

ュ
l
プ
ロ
セ
ス
の
擁
護
者
」
論
そ
し
て
「
客
観
義
務
」
論
等
々
が
そ
の
代

表
と
さ
れ
よ
う
。

資

他
方
、
実
務
サ
イ
ド
は
常
に
日
本
の
検
察
の
特
質
を
意
識
し
な
が

ら
、
自
己
規
定
を
繰
返
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
起
訴
事
件
の
有
罪
率
の
高

さ
や
精
密
司
法
と
呼
ば
れ
る
取
調
べ
か
ら
起
訴
へ
と
至
る
シ
ス
テ
ム
、
行

政
部

l
警
察
と
の
質
的
相
違
、
ま
た
日
本
人
の
裁
判
観
等
が
主
な
独
自
性

の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
全
て
を
仮
に
妥
当
な
分
析
で

あ
る
と
認
め
た
に
せ
よ
、
我
々
は
検
察
官
の
概
念
化
を
試
み
る
上
で
尚
原

点
に
立
ち
戻
る
作
業
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
。

何
故
な
ら
、
合
衆
国
検
察
官
の
概
念
化
の
考
察
か
ら
学
ば
れ
た
如
く
、

二
0
年
代
の
「
速
く
、
安
く
、
強
い
検
察
官
」
や
、
六

0
年
代
の
「
正
し

く
、
中
立
な
検
察
官
」
と
言
っ
た
ニ

i
ズ
を
越
え
た
概
念
が
今
日
、
公
衆

訴
追
(
主
義
)
|
す
な
わ
ち
合
衆
国
の
訴
追
制
度
た
る
検
察
官
制
度
|
の

要
件
で
あ
っ
た
権
力
分
立
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
我
々
が
知
っ
た

7 

と
き
、
我
が
検
察
官
制
度
を
批
判
的
に
眺
め
ざ
る
を
え
な
い
歴
史
的
脈
絡

の
存
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
行
政
官
概
念
と
い
う
思
考
が
生
ん
だ
「
当
事
者
主
義
的
ア

プ
ロ
ー
チ
」
に
よ
っ
て
種
々
の
問
題
の
解
決
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
は
、
い
ま
ま
で
の
考
察
か
ら
学
ば
れ
た
と
お
り
で
あ
り
、
検
察
官

の
概
念
化
に
は
「
中
立
性
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
よ
り
勝
っ
て
い
る
こ
と
が
理

解
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
以
上
の
合
衆
国
の
「
検
察
官
論
」
の

展
開
を
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
眺
め
れ
ば
、
我
が
法
に
お
け
る
「
検
察
官

論
」
に
も
か
か
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
性
を
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
地
位
を
「
疑
似
」
当
事
者
で
あ
る
、
な
い
し
は
「
疑
似
」

司
法
官
で
あ
る
と
す
る
諸
説
に
は
訴
訟
行
為
の
当
事
者
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に

よ
る
理
解
を
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
地
位
的
な
二
元
論
に
つ
い
て
は

ま
さ
に
「
行
政
官
」
概
念
の
再
考
を
求
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

近
年
、
戦
前
の
検
察
制
度
と
の
断
絶
よ
り
も
継
受
が
、
弾
劾
主
義
、
当

事
者
主
義
、
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
理
念
よ
り
も
職
権
主
義
、
実
体
的
真
実
主

義
が
、
英
米
法
の
継
受
よ
り
も
独
自
性
が
、
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
我
が
法
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ま
ず
し
て
新
憲
法
、
新

刑
事
訴
訟
法
の
予
定
し
た
理
念
を
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
む
し

ろ
そ
の
遊
離
を
助
長
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

我
々
は
残
念
な
が
ら
本
稿
に
お
い
て
は
日
本
法
で
の
検
察
官
の
概
念
化
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を
深
く
学
ぶ
余
裕
を
も
た
な
か
っ
た
が
、
今
後
右
視
点
に
立
ち
な
が
ら
、

更
に
日
本
の
検
察
官
概
念
の
考
察
へ
と
進
ん
で
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。し
か
し
、
本
稿
で
の
考
察
に
付
加
え
れ
ば
、
未
だ
課
題
と
す
べ
き

も
の
の
多
い
こ
と
を
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
二
章
で
示
さ
れ
た
問

題
(
司
法
行
為
に
関
し
て
)
は
単
な
る
機
能
分
析
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
、

司
法
と
は
何
か
?
、
裁
判
と
は
い
か
な
る
機
能
を
言
う
の
か
?
と
い
っ
た

根
源
的
問
題
に
ま
で
広
が
る
テ
l
マ
で
あ
り
、
検
察
官
概
念
の
み
な
ら
ず
、

刑
事
司
法
制
度
の
持
つ
本
質
的
テ

l
マ
が
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
理
解
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
具
体
的
事
例
で
は
、
一
章
三
、
四
節
の
刺
激

概
念
論
争
と
司
法
免
責
問
題
と
い
う
判
例
の
分
析
に
つ
い
て
更
に
詳
細
な

理
論
的
分
析
と
判
例
分
析
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
こ
れ
ら
以
外

に
も
概
念
化
の
資
料
と
な
る
そ
の
他
の
裁
判
上
の
問
題
を
加
味
す
る
必
要

も
あ
ろ
う
。

8 

合衆国検察官概念の発展

そ
し
て
、
本
稿
で
試
み
ら
れ
た
観
念
論
的
考
察
が
今
後
、
制
度
論
的
、

機
能
論
的
に
裏
付
け
を
得
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
記
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ

(
お
)

P

つ。

(
お
)

八

0
年
代
、
合
衆
国
は
連
邦
刑
事
法
典
の
改
正
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
も

述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
検
察
制
度
の
モ
デ
ル
化
、
管
理
化
が
進
ん
で
き
て
い

(
幻
)
る
。
そ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
ロ
ー
カ
ル
、
州
に
お
け
る
検
察
制
度
の
集
権
化

の
問
時
検
察
官
の
裁
量
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
問
時
証
拠
開
示
義
務
の

問
題
、
ま
た
特
別
検
察
官
制
度
に
見
ら
れ
る
適
正
な
法
執
行
に
関
す
る
問

題
等
々
、
尚
検
察
官
論
の
広
が
る
裾
野
を
意
識
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
。

先
に
掲
げ
た
課
題
を
負
い
つ
つ
、
か
か
る
問
題
領
域
へ
の
研
究
を
比
較

法
研
究
の
素
材
と
し
て
将
来
に
予
定
し
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
拙
い
論
稿

を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
1
)

一
一
章
一
節
〈
一
〉
参
照

(2)

一
章
三
節
〈
一
〉

3

〈二〉

1
参
照

(
3
)

同
節
〈
一
一
〉

2
参
照

(
4
)

一
章
四
節
〈
二
〉

3
以
下
参
照

(
5
)

同
節
〈
一
一
一
〉

4
参
照

(
6
)

同
6
参
照
の
司
白
可
4
・
∞
巾
]
「
叶
同
日
間
り
・
日
仏
怠
C
(
U
-
n
・
5
∞ω)

(7)

同
2
以
下
参
照

o
H
g
z
q
〈・司由
R
F
5
2・
品
主

C
・
ω・
8
由

(H沼
町
)

F
向

R
5
8
〈
-
C与
え
回
目
丘
町
同
町
・
由
自
明
，
・
邑
お
申
(
回
答
-
C司-
H
S
C
)

(8)

そ
れ
ぞ
れ
二
章
一
節
参
照

(
9
)

一
章
一
節
〈
二
〉

1
以
下
参
照

(
叩
)
例
え
ば
、
佐
々
木
史
郎
「
刑
事
裁
判
の
当
面
す
る
課
題
|
検
察
官
よ
、

法
廷
に
か
え
れ
i
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
五

O
、
一
七
五
頁
(
一
九
六
三
)
、

谷
口
正
孝
「
裁
判
官
か
ら
見
た
検
察
官
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
六
五
、
一

O
五

頁
(
一
九
六
三
)
。
こ
れ
に
対
し
、
『
公
判
二
元
論
』
な
る
も
の
が
主
張
さ

れ
た
。
出
射
義
夫
「
検
察
の
実
践
的
説
得
機
能
し
ジ
ュ
リ
ス
ト
ザ
一
二
三
(
一
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料

九
六
二
同
「
検
察
機
能
論
に
つ
い
て

l
佐
々
木
判
事
に
答
え
る
」
ジ
ユ

リ
ス
ト
二
八
八
(
一
九
六
三
)
、
同
「
検
察
の
進
路
に
つ
い
て
の
試
案
」
研

修
一
八
七
(
一
九
六
四
)
等
。
特
に
「
検
察
機
能
論
に
つ
い
て
」
は
公
判

専
従
論
を
全
面
的
に
批
判
し
、
我
が
国
の
独
自
性
を
強
調
す
る
。

(
日
)
二
元
的
機
能
と
し
て
「
準
司
法
官
」
を
述
べ
た
も
の
が
多
い
。
平
田
胤

明
「
新
し
い
検
察
官
の
方
向
山
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
七
九
(
一
九
六

四
)
、
松
尾
治
也
「
司
法
と
検
察
」
『
裁
判
法
の
諸
問
題
(
中
)
』
兼
子
博
士

還
暦
記
念
、
一
四
三
頁
(
一
九
六
九
)
、
出
射
義
夫
『
検
察
、
裁
判
、
弁
護
』

八
七
頁
以
下
(
一
九
七
三
)
、
敷
田
稔
「
日
本
に
お
け
る
検
察
官
の
権
限

及
び
裁
量
」
法
の
支
配
四
九
(
一
九
八
二
等
。
「
準
司
法
官
」
と
並
ん
で

「
疑
似
当
事
者
」
を
説
く
の
が
、
亀
山
継
夫
「
検
察
の
機
能
」
現
代
刑
罰

法
大
系
五
巻
〔
刑
事
手
続
き
I
〕
二
三
頁
(
一
九
八
三
)
で
あ
る
。
松
尾

教
授
は
か
か
る
「
準
司
法
官
」
的
性
格
理
解
に
つ
き
「
行
政
官
」
を
前
提

と
す
る
。
同
『
刑
事
訴
訟
の
原
理
』
三
五
四
頁
(
一
九
七
四
)

当
事
者
的
立
場
と
「
公
的
」
な
立
場
と
の
有
機
的
結
合
を
説
く
の
が
、

柏
木
千
秋
「
検
察
官
の
訴
訟
法
上
の
地
位
」
『
刑
事
訴
訟
法
基
本
問
題
四
六

講
』
八
七
頁
(
一
九
六
五
)

(
ロ
)
]
同
』
〉
円
。
回
d

戸
、
門
出
開
〉
呂
田
両
日
ロ
〉
Z

司
問
。
印
開

nc↓
。

同

〉

ω開
〉
間
口
国
司
。
同

日
ロ
開

Z
、H

，口，
J
円

(

]

戸

由

m
W
C
)

(
日
)
』
ミ
・
白
円
φ
吋

(M)

ぎ
・
宮
円
。

c
E
E
問
。
ョ
吋

EMV問
。
印
何
日
目
周
回
印
人
同
泊
三

(
日
)
句
、
・
巳
N
C
B
N
H

(
凶
)
旬
、
・
同
昨
日
?
?
〉
何
百
巾
『
可
-
M
3ど
き
ど
も
さ
定
由
民
凡
な
町
、
凡
苦

S
ミ
円
RMS-

資

由
富
曲
目
ロ
F
-
N巾
4

・H3・
2
2
ω
)

(
口
)
例
え
ば
、
績
山
晃
一
郎
「
明
治
初
年
に
お
け
る
検
察
制
度
の
導
入
過
程

ー
比
較
法
的
視
点
か
ら
」
鴨
先
生
古
稀
記
念
『
刑
事
裁
判
の
理
論
』
一
一
一

五
頁
(
一
九
七
九
)
参
照

(
凶
)
例
え
ば
、
平
場
安
、
治
「
検
察
官
」
『
現
代
法
、
第
六
巻
』
二
三
七
頁
(
一

九
六
六
)
、
佐
伯
千
偲
「
検
察
官
論
」
『
法
曹
と
人
権
感
覚
』
三
八
頁
(
一

九
七

O
)
、
田
宮
裕
「
検
察
官
」
『
岩
波
講
座
基
本
法
学
第
一
巻
』
一
一
一
一

九
頁
(
一
九
八
三
)
、
特
に
二
三
九
頁
参
照

(
印
)
主
な
要
約
と
し
て
三
井
誠
「
戦
後
の
検
察
|
「
研
修
」
誌
を
素
材
と
し

て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七

O
O号
一
二
四
頁
以
下
(
一
九
七
九
)
、
同
「
刑
事
訴

訟
法
施
行
三

O
年
と
「
検
察
官
司
法
」
」
『
刑
事
訴
訟
法
の
理
論
と
実
務
』

別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
巻
、
三
七
頁
以
下
(
一
九
八

O
)
が
、
時
代
区
分
、

諸
説
の
整
理
共
に
分
り
易
く
主
に
実
務
の
検
察
官
論
を
ま
と
め
て
い
る
。

他
に
川
崎
英
明
「
検
察
官
|
刑
事
手
続
き
に
お
け
る
検
察
官
の
地
位
及
び

役
割
」
高
田
・
田
宮
編
『
演
習
刑
事
訴
訟
法
』
四

O
頁
以
下
(
一
九
八

四
)
が
戦
後
の
、
主
に
学
界
の
検
察
官
論
を
概
観
す
る
。

(
初
)
川
崎
前
掲
註
(
印
)
四
四
頁
以
下
、
同
「
ド
イ
ツ
検
察
制
度
の
史
的
考
察

検
察
官
論
の
視
角
か
ら
」
刑
法
雑
誌
二
五
|
一
七
三
頁
(
一
九
八
二
)

(
幻
)
松
尾
浩
也
「
西
ド
イ
ツ
刑
事
司
法
に
お
け
る
検
察
官
の
地
位
」
法
学
協

会
雑
誌
八
四

l
一
O
、
二
八
貰
ご
九
六
七
)

(
辺
)
岡
部
泰
自
国
「
刑
事
手
続
き
に
お
け
る
検
察
官
の
客
観
義
務
ω
|
刷
」
金

沢
法
学
一
一
巻
以
下
(
一
九
六
六
七

O
)
、
鈴
木
茂
嗣
『
刑
事
訴
訟
法
』

三
六
頁
以
下
(
一
九
八

O
)
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(
幻
)
実
務
に
よ
る
検
察
官
論
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
そ
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、

三
井
前
掲
註
(
印
)
参
照
。
主
な
も
の
と
し
て
、
差
当
り
、
出
射
義
夫
「
検

察
の
実
践
的
説
得
機
能
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
二
三
号
、
一

O
頁
(
一
九
六

二
、
佐
藤
欣
子
「
戦
後
刑
事
司
法
に
お
け
る
「
ア
メ
リ
カ
法
継
受
論
」
の

再
検
討
(
上
)
(
下
)
」
警
察
学
論
集
三
二

l
一
O
、
一
一
(
一
九
七
九
)

等。

(
M
)

同
右
。
他
に
例
え
ば
弾
劾
主
義
批
判
と
し
て
、
亀
山
前
掲
註
(
日
)
四

O

頁

(
お
)
制
度
史
に
つ
い
て
は
近
い
将
来
、
詳
細
な
論
稿
を
著
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。

(
お
)
わ
O
B匂

S
Zロ
回
一
認
の
ユ
ヨ
巾
わ
。
己
『
O
Z
〉
2

0『
忌
∞
デ
本
法
の
紹
介
と

し
て
、
阿
部
泰
昌
「
ア
メ
リ
カ
連
邦
刑
事
法
改
正
の
概
要
」
判
例
タ
イ
ム

ズ
丘
四
一
号
(
一
九
八
五
)
、
佐
藤
輿
次
郎
「
ア
メ
リ
カ
連
邦
刑
事
法
改
正

と
責
任
能
力
、
保
安
処
分
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
五

O
号
(
一
九
八
五
)
等

参
照

(
幻
)
二
章
二
節
〈
二
〉
参
照
。
ま
た
刑
事
訴
訟
の
統
一
的
基
準
の
制
定
に
関

し
て
は
、
岡
部
泰
昌
「
合
衆
国
司
法
省
連
邦
刑
事
訴
追
基
準
の
原
則
川
l

印
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
七
四
l
七
六
号
(
一
九
八
二
)

(
お
)
こ
の
点
、

muC55巾ロ
gw
吋
町
巾
河
巾

g
t
oロ印
y
e
σ
兄
君
巾
巾
ロ
片
町
巾
〉
片
付
O
『・

ロ
巾
可
。
巾
ロ
巾
司
白
-
白
ロ
仏
同
町
巾

ω
g
g
.凹
〉
2
0円ロ
3
Lロ
ロ
ロ
ロ
0
2・
S
A
S
H
-
-
F

E
E
S
-
日ミ

'(ZS)一
回
戸
冨

-
E己巾
F

ω
ロ
宮
司
印
巾
弘
吉
岡
円
宮
市
巴
由
主
円
丹

〉
口
O
B刊日刊

E
Z
g司
J

問。叶

r
c
q
叶
『
巾
わ
C
ロ
鬼
一
円
三
日
。
ロ
白

z
q
白
E

FmM
岡山凶

z
q
o同
開
同
市
円
Z
Z
〈
巾
。
丘
巾
司

Z
0
・印印
L
H
m，o丘
F
即
日
「
河
巾
〈
・

日ロ・
(
5
4
3等
参
照

(
ぬ
)
岡
部
前
掲
註
(
幻
)
、
俵
谷
利
幸
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
公
訴
権
の
運
用
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
三
八
九
号
(
一
九
六
八
)
、
書
上
由
紀
夫
「
公
訴
権
の
濫
用
!

ア
メ
リ
カ
法
と
の
比
較
」
法
の
支
配
四
七
(
一
九
八
二
に
加
え
て
、
同
∞

〉
5
・』・
0
刊
の
。
5
3
5江
戸
、
巾
「
(
巴
吋
C
)

に
各
国
の
要
約
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
な
お
書
上
氏
の
論
稿
は
、
閉
山
。
E

O

司
司
自
己
門
司
同
om何日叶，
O
同印

-z

(VEF向日
Z
〉
F
』C
印、コロ開.可問。回開門
U
C
4
0
回目〉
F
U
-
m
n同開、コ
O
Z
目Z

』〉司〉
Z

〉
Z
U

叶出剛山一

dz-4開口

ω4〉
4
g
(
]由也
mF
一ロ

ω。
n-m昨日
?
E
P
)
(
H
g
c
)
の
邦
文
で
あ

る。

(
初
)
こ
の
点
、
酒
巻
匡
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
開
示
問
問
」
法
学

協
会
雑
誌
一

O
三
|
三
、
五
(
一
九
八
六
)
に
ア
メ
リ
カ
の
動
向
が
詳
し

B
V
 

(
幻
)
沼
恒
長
∞
巾
ユ

EN--M引
芯
白
ミ
凡
な
悼
句
、
ロ
ミ
民
円
旬
、
む
遺
志
向
品
、
若
芯
芝
、
白
号
苫

ロ¥
h
g
N
m
qミ
骨
肉
さ
な
え
F
E
同
-PSミ
~
'
ぽ
町
内
凡
豆
、
『
己
的
町
内
宮
芯
ヌ
ミ

E
e
s・

2
5
5
L窓
口

ge-
及
び

(
V
O
B
g
mロ
Z
-
M
2
b
h
h
u
w
J
Dも
己
的
足
。
。
号
、
H
'

h
h
Y
4
v
b
H
3
H
町
丸
め
も
町
内
&
~
、
さ
白
血
門
誌
な
喝
、
・
・
H詰

C柚

hah-¥
白
内
ロ
ぎ
な
窓
叫
ん
な
さ
N
~

HHahshbhH口語、∞吋
J

へ
と
巾
「
』
-H自
由

N
(
H
S
∞
)
・
後
者
は
、
三
一
権
分
立
原
理
と

特
別
検
察
官
の
法
廷
に
よ
る
任
命
が
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問

題
に
取
組
ん
で
い
る
。
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The Developing Concept of American Prosecutor 

-一一AConceptual Analysis of the American Prosecutor 

in the 20th Century一一一

Makoto IBusuKI* 

Preface 

Introduction --What is “Conceptualization" ? 

Part One 

The way of Conceptualizing the American Prosecutor 

1. The Time of “Commission" --1920・30's

1. A Wave of Judicial Reform and the Concept of Prosecutor 

2. Establishment of the “J udicial Officer" Concept 

11. The Time of 

1. Establishment of President's Commission 

2. Presentation of the Concept of“Administrator and Executive Officer" 

3. A Problem of Discretional Power and Conceptualization 

III. Cases illustrating the Concept of a Prosecutor (1) 

Controversy about Adversary System 

1. Propriety of Incentive 

2. Attempt to Harmonize and Conquer 

IV. Cases illustrating the Concept of a Prosecutor (2) 

一一Controversyregarding J udicial Immunity 

1. Before Scheuer Case 

2. After Scheuer Case 

3. Model for Conceptualization 

Part Two 

The Developing of Concept of the American Prosecutor 

1. Current Controversies 

1. Theory of“Quasi-JudicialOfficer" 

2. Theory of “Dillemma and Balance" 

3. Theory of “Advocat" 

'Student of Doctor Course， Faculty of Law， University of Hokkaido 
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11. problems and A View 

1. On “J udicial Behavior" 
2. Conceptualization and the Model Theory 

Conclusion 

The purpose of this article is clear explaining the concept of the Prosecu-

tor in America. The reason why 1 choice the American Prosecutor as a 

topic is due to the fact that our law of criminal procedure was affected very 

much by United States after W orld War 11， that much of principles of our 

procedure was adopted from American Constitution， and that until now 

many our prosecutor have used European models. 

Since it has been said that our system was adopted from a European 

model， it is necessary for us to examine our prosecutorial system and the 

principles on which it is based. 

Difference in procedure， the legal system and tradition， will make it 

difficult to attain our object. Neverthless 1 think it may be the best way of 

suggesting ideas in order to protect this principles from isolation. The best 

system is one of which is consistent with principles and realize them. 

We are using the term “conceptualization" which was used by Prof. G. T. 

Felkenes in his article. He analyzed prosecutors by using this term in 1973. 

In part one， we analyzed concepts of prosecutor in two ages and 

examined， by using cases， two points of controversy regarding the prosecu-

tor. As a resu1t， we can see the position of prosecutor in relation to its 

function. Until now there was a tendency to observe the position of 

prosecutor as a quasi-judicical officer. We may wish to reconsider this 

notion. 

In part two， we presented three current theories about the role and 

function of prosecutor. We also were able to study why we have confusion 

about how to conceptualize the prosecutor. It depends on how we categor-

ize his “judiciality" or judicial function. 

In short， w巴see“the theory of Advocate" as th巴mostreasonable role for 

a prosecutor and the adversarial approach the most competent. Finally，I 

believed that my position is a sound one and should be considered by our 

legal community 
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